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「「携携帯帯端端末末向向けけママルルチチメメデディィアア放放送送ササーービビスス等等のの在在りり方方にに関関すするる懇懇談談会会  

報報告告書書」」（（案案））にに関関すするる意意見見募募集集結結果果及及びびここれれにに対対すするる考考ええ方方（（案案））  

資料１ 



「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会」報告書（案）「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会」報告書（案）
に対する意見募集結果に対する意見募集結果

１ 意見募集期間 平成２０年５月２４日（土） ６月２３日（月）１ 意見募集期間 平成２０年５月２４日（土）～６月２３日（月）
２ 提出件数 ９７件

提出者一覧 （注）事業者等の分類は、事務局において便宜上設けたもの。

○ 放送関係 ７２件

（事業者団体）５件

１ ケーブルテレビ無線利活用促
進協議会

２ ㈳デジタルラジオ推進協会

（地上FM） ３０件
29 岡山エフエム放送㈱
30 ㈱エフエム愛知
31 ㈱エフエム青森
32 ㈱エフエム石川
33 ㈱エフエム大阪

（CS・CATV）７件
59 ㈱キャッチネットワーク
60 ㈱スカイパーフェクト・コミュニ

ケーションズ
61 ㈱ソニー・放送メディア
62 ㈱ トネ トワ ク

○ＩＣＴ関係 １０件

（携帯電話事業者）２件
73 ㈱ＮＴＴドコモ
74 ＫＤＤＩ㈱

○ その他 ６件

（商社）２件
83 伊藤忠商事㈱
84 三井物産㈱

２ ㈳デジタルラジオ推進協会
３ ㈳日本民間放送連盟
４ デジタル放送研究会
５ 日本コミュニティ放送協会

（地上ﾃﾚﾋﾞ・AM）２３件
６ 朝日放送㈱

33 ㈱エフエム大阪
34 ㈱エフエム香川
35 ㈱エフエム鹿児島
36 ㈱エフエム熊本
37 ㈱エフエム群馬
38 ㈱エフエム佐賀
39 ㈱エフエム山陰

62 ㈱ハートネットワーク
63 ㈱ＷＯＷＯＷ
64 玉島テレビ放送㈱
65 ひまわりネットワーク㈱

（その他放送関係）７件
66 ＩＳＤＢ－Ｔ マルチメディア

（通信機器・メーカー）４件
75 京セラ㈱
76 ニューポート・メディア㈱
77 マスプロ電工㈱
78 ローデ・シュワルツ・ジャパン㈱

（団体・研究機関等）４件
85 在京米国大使館
86 東京都地域婦人団体連盟
87 （独）情報通信研究機構
88 ＹＲＰ研究開発推進協会

６ 朝日放送㈱
７ 大阪放送㈱
８ ㈱アール・エフ・ラジオ日本
９ ㈱ＳＴＶラジオ
10 ㈱熊本放送
11 ㈱中国放送
12 ㈱ＴＢＳラジオ＆コミュニケー

39 ㈱エフエム山陰
40 ㈱エフエム滋賀
41 ㈱エフエム仙台
42 ㈱エフエム東京
43 ㈱エフエム徳島
44 ㈱エフエム栃木
45 ㈱エフエム長崎

66 ＩＳＤＢ－Ｔ マルチメディア
フォーラム

67 クアルコムジャパン㈱
68 ＦＬＯ Ｆｏｒｕｍ
69 マルチメディア放送企画ＬＬＣ

合同会社
70 マルチメディア放送ビジネス

（ＩＴＳ）１件
79 ㈶道路交通情報通信シス

テムセンター

（その他ＩＣＴ関係）３件
80 伊藤忠テクノソリューションズ㈱

○ 個人等 ９件

㈱ ラ ケ
ションズ

13 ㈱テレビ朝日
14 ㈱東京放送
15 ㈱栃木放送
16 ㈱ニッポン放送
17 ㈱文化放送

5 ㈱ フ ム長崎
46 ㈱ＦＭ８０２
47 ㈱エフエム福岡
48 ㈱エフエム北海道
49 ㈱エフエム宮崎
50 ㈱エフエム山口
51 ㈱エフエムラジオ新潟

70 マルチメディア放送ビジネス
フォーラム

71 メディアフロージャパン企画
㈱

72 モバイルメディア企画㈱

伊藤忠テク ソリ シ ン ㈱
81 イマジネーションテクノロジーズ㈱

82 ㈱Big Picture International

18 ㈱毎日放送
19 ㈱南日本放送
20 ㈱ラジオ福島
21 ㈱和歌山放送
22 九州朝日放送㈱
23 山陽放送㈱
24 静岡放送㈱

52 ㈱ＺＩＰ－ＦＭ
53 ㈱ベイエフエム
54 岐阜エフエム放送㈱
55 静岡エフエム放送㈱
56 長野エフエム放送㈱
57 広島エフエム放送㈱
58 福井エフエム放送㈱24 静岡放送㈱

25 東海ラジオ放送㈱
26 日本放送協会
27 北海道放送㈱
28 山口放送㈱

58 福井エフエム放送㈱
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意見募集で提出された意見及びそれに対する考え方（案） 

 
 
１．「第１章 検討の基本的視点」に対する意見 

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

1-1  はじめに 1  放送政策において留意されてきた・・・といった視点に加えと述べていると

おり、放送政策の視点を大切にするべきである。一方、事業運営の考え方が資

本力や競争原理に傾斜し過ぎると、資本力に乏しいローカルラジオ事業者はデ

ジタル放送の手段をなくし、国家的課題であるＩＣＴ活用の本筋から閉め出さ

れることになりかねない。 

従って、制度設計の理念の中に、ローカルラジオ事業者の参入機会の確保を

はっきりと示すべきである。 

ラジオ事業者は、リアルタイムコンテンツに関して優れたノウハウと経験を

有しており、このノウハウと経験をマルチメディア放送のリアルタイムコンテ

ンツに生かすことが望ましい。ローカル文化の振興、ローカル情報の伝達、ロ

ーカル産業振興の貢献、災害時放送等、ラジオ事業者が果たす役割を有効に活

用する一方、ラジオ事業者にデジタル放送進出の機会を確保することが必要と

考える。 

【エフエム群馬】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として承

ります。 

1-2     情報通信法（仮）の制定は、５０余年に亘る法制度の抜本的な見直しであり、

通信と放送が本格的に連携したサービスとして、本メディアがその先例・成功

事例となる事を期待したい。 

【伊藤忠商事】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考えま

す。 

1-3 1 これまでの

経緯 
２ ※ なお、第１章 １（１）において、「2003 年 10 月に地上デジタルラジオ放

送の実用化試験放送」とありますが、「地上デジタル音声放送の実用化試験放

送」の誤記と思われます。 
【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】

 ご指摘のとおり、「地上デジタ

ル音声放送の実用化試験放送」

と修正します 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

1-4    なお、第１章 １（１）において、「2003 年 10 月に地上デジタルラジオ放送

の実用化試験放送」とありますが、「地上デジタル音声放送の実用化試験放送」

の誤記と思われます。 
【エフエム東京】

  

1-5    （編注：「2011 年 7 月 24 日には、デジタル放送へ完全移行することが予定さ

れている。」という記述について）2011 年 7 月 24 日には、デジタル放送へ完全

移行する。（決定事項） 

【九州朝日放送】

ご指摘のとおり、地上テレビ

ジョン放送は 2011 年 7 月 24 日

に完全デジタル化しますが、時

制が将来であることから、表記

も将来形としたものです。 

1-6    １．２０１１年にはアナログ停波ができないので、絵空事。 

２．アナログ停波ができたとしても、２０１１年には携帯端末の通信速度は十

分速くなっており、コンテンツ配信はｙｏｕｔｕｂｅのようなもので十分。

いまさら放送によるコンテンツ配信は無意味で、電波が余るなら携帯端末の

通信用にまわすべき。放送以外までメディア規制をかける情報通信法案とい

う愚策をやめれば、それで十分。 

３．どうしてもやるというなら、免許条件としてＤＲＭは禁止しておくべき。

【個人等（太田昌孝）】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

1-7    現状のアナログ放送の利用周波数帯域幅は、

VHF(L)18MHz,VHF(H)52MHz,UHF300MHz の合計 370MHz が使われている。 

地上デジタル放送の利用周波数帯域幅は、UHF240MHz が予定されている。 

そもそも地上アナログ放送を地上デジタル放送に集約されることで、アナロ

グ放送では不可能であった隣接チャンネルが利用可能となるため、放送での利

用周波数資源は半分になるはずかと思う。 

地上アナログ放送よりも地上デジタル放送の方が置局数を減らすことが可能

であり、地上デジタル放送全体での必要周波数は半分よりも更に減らすことが

可能と思われる。 

にもかかわらず、240MHz の帯域を地上デジタル放送で利用することは、少な

本懇談会は、90-108MHz 及び

207.5-222MHz の周波数帯域につ

いて検討を行っているもので

す。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

くとも約 54MHz の周波数は余分に確保しているではないかと思う。 

電波の有効利用の観点から、これら周波数を議論しないことは問題かと思う。

デジタル化による空き周波数は UHF 帯の 710～770MHz では無く、656～770MHz

とすることが妥当ではないかと考えている。 

【個人等（匿名）】

1-8    サービスの実施時においては、可能な限りこの 2.5MHz が利用可能となる様に

自営通信側と再度調整が必要と考えられる。 

【伊藤忠商事】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

1-9 2(1) 基本的考え

方 
5 事業者の工夫を生かす基本的な考え方に賛同する。 

【エフエム香川】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

1-10     事業者の自主性を重んじ、マルチメディア放送の発展を留意されたことには

賛同する。 
【エフエム仙台】

 

1-11    事業者の工夫を生かす考え方に賛同する。 
【エフエム徳島】

 

1-12    ⑤については賛同する。 

規制緩和により、事業の発展、継続性に配慮した制度を望む。規制により事

業者が撤退するようでは聴取者の多様なニーズを満たすことができない。 

【エフエム青森】

前段については、今般の意見

募集に係る報告書（案）に対す

る賛成意見と考えます。 

後段については、今般の意見

募集に係る報告書（案）に対す

る参考意見として承ります。 

1-13    規制を緩和し、事業者の自主性を重視すること、ビジネスとして維持できる

という考えに賛同する。 
事業性を阻害する規制により、事業者の撤退が起きるようなことのないこと

を望む。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

【エフエム大阪】

1-14    「できる限り事業者の創意工夫をいかせるもの」「多様なニーズを生かせるも

の」「ビジネスとして維持できる」ことに賛同いたします。 
規制緩和により国民の多様なニーズに合わせたサービス、事業の発展に留意

した制度を望みます。 
【エフエム佐賀】

 

1-15     「出来る限り事業者の創意工夫を生かせ」「かつ、ビジネスとして維持できる」

ことに賛同する。 
 従来の放送制度とは違う、規制緩和により事業者の自主性を重んじ、事業の

発展・継続性に留意した制度を望む。事業性を阻害する規制により、事業者の

撤退が起こるようでは、結果的に公共の福祉の拡大につながらない。 
【エフエム山陰】

 

1-16     「⑤新たな放送の制度は、できる限り事業者の創意工夫を生かせるものとす

ることによって、中長期的に国民の多様なニーズを満たし、かつ、ビジネスと

して維持できることに留意した。」とした点に強く賛同いたします。 
 従来の放送制度とは違う、規制緩和により事業者の自主性を重んじ、事業の

発展・継続性に留意した制度が導入されることを望みます。事業性を阻害する

規制により、事業者の撤退が起こるようでは、結果的に公共の福祉の拡大につ

ながらないこととなります。 
【エフエム東京】

 

1-17    「出来る限り事業者の創意工夫を生かせ」かつ、「ビジネスとして維持できる」

ことには賛同します。 
 従来の放送制度とは違う規制緩和により事業者の自主性を重んじ、事業の発

展・継続性に留意した制度を望みます。 
【エフエム栃木】
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

1-18     「出きる限り事業者の創意工夫を活かせ」「かつ、ビジネスとして維持できる」

ことに賛同する。 
 従来の放送制度とは違う、規制緩和により事業者の自主性を重んじ、事業の

発展・継続性に留意した制度を望む。 
【エフエム北海道】

 

1-19    「出来る限り事業者の創意工夫を生かせ」「かつ、ビジネスとして維持できる」

ことに賛同する。 
従来の放送制度とは違う、規制緩和により事業者の自主性を重んじ、事業の

発展・継続性に留意した制度を望む。事業性を阻害する規制により、事業者の

撤退が起こるようでは、結果的に公共の福祉の拡大につながらない。 
【エフエム山口】

 

1-20    この考え方に賛同する。 
従来の放送制度とは違う、規制緩和により事業者の自主性を重んじ、事業の

発展・継続性に留意した制度を望む。事業性を阻害する規制により、事業者の

撤退が起こるようでは、結果的に公共の福祉の拡大につながらない。 
【広島エフエム放送】

 

1-21 2(2) 2011 年頃に

おけるメデ

ィア環境 

5～
6 

 報告書（案）では「２０１１年頃におけるメディア環境」という見出しで

あるが、「固定系」[移動系」ともにデジタルメディアのみに言及され、全世

界に普及しているＦＭラジオに言及されていないのは、不自然であると考え

ます。 
アナログ放送としてのＦＭラジオ放送は、2011 年以降も安心･安全の地域

メディアとして全世界で継続されるものと理解しています。また、特に「車

載用」の分野においては、ＦＭ放送が大きな存在を占めるはずです。 
【デジタル放送研究会】 

「２０１１年頃におけるメデ

ィア環境」では、新たに出現す

るメディアについて記載してお

り、２０１１年頃においてもＦ

Ｍラジオ、ＡＭラジオについて

は、継続されていることを前提

として考えています。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

1-22     ２０１１年頃といえども、アナログラジオは重要メディアとして存在すると

予想されるので、「メディア環境」を論ずるのであれば、アナログラジオの記載

は不可欠ではないでしょうか。 
【ベイエフエム】

 

1-23 2(3) ア 導入状

況 
6～
7 

 マルチメディア放送が各国で開始されている状況について、事業展開が順調

でない理由の一つに「チャネル数が少ないこと」が挙げられているが、これは

技術的に放送可能なチャンネル数ではなくて、実際に放送されているチャンネ

ル数（番組数）のことではないか。そうであれば、趣旨の明確化のため、「チャ

ンネル数」を「放送されているチャンネル数（番組数）」と明記すべきである。

技術的に放送可能なチャンネル数については、少なくとも MediaFLO について

は最大２２チャンネルを確保することが可能であり、この理由は該当しない。

【クアルコム・ジャパン】

ご指摘のとおり「チャンネル

数が少ないこと」は「放送され

ているチャンネル数が少ないこ

と」を意味するものですが、趣

旨は明確であると考えます。 

1-24     マルチメディア放送が各国で開始されている状況について、事業展開が順調

でない理由の一つに「チャネル数が少ないこと」が挙げられている。しかし、

これは技術的に放送可能なチャンネル数ではなくて、実際に放送されているチ

ャンネル数（番組数）のことであると FLOForum は理解する。そうであれば、

趣旨の明確化のため、「チャンネル数」を「放送されているチャンネル数（番組

数）」と明記すべきである。 
【FLO Forum】

 

1-25     最後の文（「・・・指摘されている。」）の後に、以下を加筆されたい。 
 「ワンセグ放送は、テレビジョン放送として放映中の番組をそのまま放映し

てきたのでチャンネル数が少ないことはこれまで問題とならなかったが、逆に

新たなサービスとしてのマルチメディア放送とは呼べないという問題がある。

今後独自放送が開始される場合は、他方式の場合と同様、チャンネル数（番組

数）の少なさが問題となる可能性がある。」 
【クアルコム・ジャパン】

ご指摘の部分は「諸外国の動

向」の「導入状況」を説明して

いる部分であり、ご指摘の記述

はその説明上不可欠とは考えて

いません。ご指摘は、今般の意

見募集に係る報告書（案）に対

する参考意見として承ります。 

1-26 2(3) イ 制度整 7 欧州では、カバー率についてはべスト・エフォート・アプローチをとってい ご指摘の「サービスエリアを
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

備 るため、フランス・ドイツではサービスエリアを地上放送に準じた形で整備し

ているというのは正しくない。よって、本部分を以下のように修正されたい。

 「フランス、ドイツ、韓国等では、マルチメディア放送について、基本的に

地上放送に準じた形で制度を整備しているほか、外資規制、マスメディア集中

排除原則、番組規律等を設けるなど、「放送」としての制度整備を図っている。

また、フランス、ドイツにおいては免許の際にその放送についての一定の普及

義務を課しており、韓国ではサービスエリアを地上テレビジョン放送と同様に

している。 
なお、米国においては非放送サービスとして扱われている。」 

【クアルコム・ジャパン】

地上テレビジョン放送と同様に

しているほか」との記述は、「全

国放送」「地域放送」といった放

送対象地域に相当する概念の考

え方を指しているものであり、

ご指摘は当たらないと考えま

す。 

1-27    欧州における携帯端末向けマルチメディア放送の法規制は統一されていない

が、多くの国は従来型の放送に関する法規制を踏襲している。これには、許認

可を受ける事業主体の資本規制、放送内容やサービスの提供に係る規制などが

ある。懇談会は、携帯端末向けマルチメディア放送が新たなタイプのサービス

であることを念頭に、資本規制その他上記の事項に関する"light touch（緩やか

な）"規制こそが利益をもたらすということを是非理解していただきたい。サー

ビスは、ユーザが購入しやすい価格で提供されるべきで、多元主義、文化的多

様性、ユーザの需用により進化する可変性などを理念とすべきである。 
【FLO Forum】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

1-28 2(3) ウ 技術方

式 
7 唯一の表記は、日本でも唯一の標準化を目指していると推察（誤解）され削

除するべきである。 
【個人等（藤原功三）】

ご指摘の部分は「諸外国の動

向」の「技術方式」に係る事実

関係を説明している部分である

ことから、修正は不要と考えま

す。 

1-29 2(3) エ その他 7～
8 

 （注）において、「ISDB-T方式を諸外国に普及させるための活動」とは、ISDB-T
（ワンセグ）の普及のことなのか、ISDB-Tsb や ISDB-Tmm を含めて普及活動

を行っているという趣旨なのかが分かりにくい。よって、「ISDB-T（ワンセグ）

我が国は「ＩＳＤＢ－Ｔ方式」

を普及させるための活動を行っ

ているものであり、「ワンセグ」
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

方式を諸外国に普及させるための活動」と明記されたい。 
【クアルコム・ジャパン】

に限って普及活動を行っている

ものではないため、修正は不要

と考えます。 

 

1-30     日本の外で ISDB-T が採用されたとしても（例：ブラジル）、これは主として

固定テレビジョン向け地上波放送に関する方式の話である。FLOForum は、携

帯端末向けマルチメディア放送については、技術中立性こそが利益をもたらす

と考える。これは、携帯端末向けマルチメディア放送が動きの早いビジネス環

境における新たなサービスであり、インフラストラクチャー、携帯端末、コン

テンツのあらゆる面において産業の新たな投資を必要とするためである。 
【FLO Forum】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

1-31 2(4) ア 基本的

方向性 
8 「既存サービスの延長ではなく、従来にない全く新しいサービスの提供が促

進されることを希望」「いろいろなビジネスモデルが試され、競争する環境が維

持」との意見を支持する。 
【Big Picture International】

ご指摘の部分は、「新たな放送

に対する関係者の意見」を説明

している部分であります。 

ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 

1-32    ユーザーの利便性を最大限考え、本メディアは「ファイル型サービス」を特

徴とするものと考える。 
【伊藤忠商事】

ご指摘の部分は、「新たな放送

に対する関係者の意見」を説明

している部分であります。 

ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

1-33 2(4) ウ（ウ）放送

の規律 
10 「免許主体は既存ラジオ放送事業者を優先してほしい」との意見を支持しな

い。新たな技術やビジネスモデルの場合、市場への新規参入者が進歩や有益な

行動を最ももたらすことが多い。これにより多くの場合市場全体が拡大し、既

存の事業者も工夫次第で裨益することができる。 
【Big Picture International】

ご指摘の部分は、「新たな放送

に対する関係者の意見」を説明

している部分であります。 

ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 

1-34 2(4) エ（エ）採用

すべき技術

方式 

11
～

12 

現在、１億加入を超える携帯電話ユーザーに対し、その約３割がワンセグ対

応端末である。ワンセグとの共用端末でサービスを提供する事は本メディアの

普及において必須条件と考え賛成である。 
【伊藤忠商事】

ご指摘の部分は、「新たな放送

に対する関係者の意見」を説明

している部分であります。 

ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 

1-35    地上デジタル放送と同一の物理方式である ISDB-Tmm 方式や ISDB-Tsb 方

式は、地上デジタル放送で内部留保されている約 54MHz の周波数帯域を有効

に利用して新たな放送サービスを提供する方が、有限な電波を有効利用するこ

とができ、受信装置・送信装置等のコスト低減に繋がるのではないかと思う。

（UHF 帯を利用した方が VHF 帯を利用するよりも、受信機リソース負担は

格段に少ない。皆無に近い。） 
新たな割り当てについては、既存放送局や既存放送関係事業者で構成された

企業体ではなく、新たな技術や文化を創出する新規業者へ優先的に割り当てる

ことで、新規市場の構築や市場の活性化を進めるべきではないでしょうか?  
【個人等（匿名）】

ご指摘の部分は、「新たな放送

に対する関係者の意見」を説明

している部分であります。 

ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 

なお、事業者等の制約につい

ては第４章に記載しているとお

りです。 

 

 

1-36    MediaFLO が ISDB-Tmm と並んで「新たな方式」と称されているが、

MediaFLO は既に確立されたグローバルな技術である。一方の ISDB-Tmm は

新たな方式であるだけでなく、未だ開発中の実証されていない技術であり、こ

の区別は明確にされるべきである。実際に比較するのであれば、6MHz の帯域

ご指摘の部分は、「新たな放送

に対する関係者の意見」を説明

している部分であります。 

ご指摘は、今般の意見募集に



10 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

で毎秒 30 フレームを 22 チャンネルで放送できる MediaFLO と、毎秒 15 フレ

ームで 13 チャンネルを放送するワンセグとを比較すべきである。 
【Big Picture International】

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 

1-37     （編注：「第１章エ（エ）「携帯電話だけでなく、自動車向けにもサービスが

実施出来るシステムと事業者を選択するべき」という記述について）上記の考

え方に強く賛同します。事業者の比較審査の項目として「携帯電話以外の端末

の実現性」というものを加えて頂きたい旨提案します。 
【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】

ご指摘の部分は、「新たな放送

に対する関係者の意見」を説明

している部分であり、修正は不

要と考えます。 

ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 

1-38     （編注：「携帯電話だけでなく、自動車向けにもサービスが実施出来るシステ

ムと事業者を選択するべき」という記述について）上記の考え方に強く賛同し

ます。事業者の比較審査の項目として「携帯電話以外の端末の実現性」という

ものを加えて頂きたい旨提案します。 
【エフエム東京】

 

1-39     報告書（案）本文では、「マルチメディア放送」の今後の展開を中心に記述さ

れています。 
現在のアナログラジオ放送へのデジタル技術の応用（IBOC 等）や地域性の

あり方については、今後さらに別の場での検討に委ねられるべきものと理解し

ます。特に「車載用」の分野は市場としても大きな存在であり、検討の場が別

に設定されることを希望いたします。 
【デジタル放送研究会】

本懇談会は、90-108MHz 及び

207.5-222MHz の周波数帯域を用

いる放送について検討を行った

ものです。 

 

1-40     将来予想される、現アナログラジオ放送の高度利用、デジタル化において、

ＩＢＯＣ方式は有効な方法の１つと思われます。このことについて今後検討の

場が設けられることを期待します 
【ベイエフエム】

 

 

  



11 
  

２．「第２章 実現する放送」に対する意見 

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

2-1  実現する放

送 
13
～

15 

 地域向け放送の必要性が、本報告書(案)において明記されている事について、

「情報の地方分権」を唱え続けてきた当社は大いに賛同する。 

【中国放送】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

2-2     広域放送は現状のラジオ聴取習慣を考えると広域に馴染む番組は少数と考え

られる。テレビの九州ブロック番組の現状を見ても同様である。県域放送と広

域放送の切り分けが必要と考えられ、広域は現状行われているネットワークに

よるものが妥当と考えられる。 
【九州朝日放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。  

2-3     「地域向けの放送」が必要であることと明記しながら、この「地域向けの放

送」としてコミュニティ放送と複数都道府県一括放送のみを例示し、県域放送

を無視するのは論理的に誠に不合理である。関東広域圏内の多くの県（茨城県

を除く）において、ＮＨＫ県域放送の実現を求める意見があることでも分かる

とおり、多数の視聴者は民間放送であれＮＨＫであれ県域放送に期待を寄せて

いる。 

【エフエム群馬】

 ご指摘を踏まえ、p26に「「地

方ブロック向け放送」について

も同様に、「地方ブロックで同一

の放送番組」を放送しながら、

併せて、例えば、「県域向けの放

送番組」を放送することも考え

られる。」旨追加しています。 

2-4     当社としては今後、これらの「マルチメディア放送サービス」の詳細な検討

を進める上において、「地方ブロック向け放送」の制度化の理念としてうたわれ

ている「地域振興」や「地域情報の確保」「地域文化・地域社会への貢献」など

について特に重要視していただきたい。そして、さらに「地域エリアの特性」

などを考慮し、1つの放送対象地域内においても中継局ごとの番組編成等が可能

となるような柔軟な制度整備などとともに「県域向けの放送番組の提供の場な

どの確保」なども検討していただきたいと考えます。 

【栃木放送】

  

2-5    ・ 現在、地球温暖化による異常気象、大地震が想定されるなか、地域住民の

安心・安全を確保するために、正確かつリアルタイムの防災情報を地域住民

に提供することが重要であります。これを実現するためのＩＣＴサービスと

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

して、地域（市町村）単位での携帯端末向けのコミュニティ放送は、リアル

タイム性や汎用性の面で有効であると考えます。 

・ また、昨今「地域格差」が進行するなか、「地域再生」を目的として、住民

にニーズにあったＩＣＴサービスを提供することが重要と考えます。「行政」

「観光」「地域イベント」「交通」などの地域情報を、あまねく地域住民にタ

イムリーに提供できることは、地域住民にとって有用であり、これを実現す

る方法として携帯端末向けのコミュニティ放送は有効であると考えます。 

・ 以上より、今回報告書（案）において、実現する放送の一つとして、市町

村単位をエリアとした「新型コミュニティ放送」について提案されたことに

対して賛同するとともに、今後もさらに検討を深めて戴きたいと考えます。

【ケーブルテレビ無線利活用促進協議会】

 

2-6    ・ 現在、地球温暖化による異常気象、大地震が想定されるなか、地域住民の

安心・安全を確保するために、正確かつリアルタイムの防災情報を地域住民

に提供することが重要であります。これを実現するためのＩＣＴサービスと

して、地域（市町村）単位での携帯端末向けのコミュニティ放送は、リアル

タイム性や汎用性の面で有効であると考えます。 

・ また、昨今「地域格差」が進行するなか、「地域再生」を目的として、住民

にニーズにあったＩＣＴサービスを提供することが重要と考えます。「行政」

「観光」「地域イベント」「交通」などの地域情報を、あまねく地域住民にタ

イムリーに提供できることは、地域住民にとって有用であり、これを実現す

る方法として携帯端末向けのコミュニティ放送は有効であると考えます。 

・ 以上より、今回報告書（案）において、実現する放送の一つとして、市町

村単位をエリアとした「新型コミュニティ放送」について提案されたことに

対して賛同するとともに、今後もさらに検討を深めていただきたいと考えま

す。 

【キャッチネットワーク】
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

2-7    ・ 現在、地球温暖化による異常気象、大地震が想定されるなか、地域住民の

安心・安全を確保するために、正確かつリアルタイムの防災情報を地域住民

に提供することが重要であります。これを実現するためのＩＣＴサービスと

して、地域（市町村）単位での携帯端末向けのコミュニティ放送は、リアル

タイム性や汎用性の面で有効であると考えます。 

・ また、昨今「地域格差」が進行するなか、「地域再生」を目的として、住民

にニーズにあったＩＣＴサービスを提供することが重要と考えます。「行政」

「観光」「地域イベント」「交通」などの地域情報を、あまねく地域住民にタ

イムリーに提供できることは、地域住民にとって有用であり、これを実現す

る方法として携帯端末向けのコミュニティ放送は有効であると考えます。 

・ 以上より、今回報告書（案）において、実現する放送の一つとして、市町

村単位をエリアとした「新型コミュニティ放送」について提案されたことに

対して賛同するとともに、今後もさらに検討を深めていただきたいと考えま

す。 

【玉島テレビ】

 

2-8    ・ 現在、地球温暖化による異常気象、大地震が想定されるなか、地域住民の

安心・安全を確保するために、正確かつリアルタイムの防災情報を地域住民

に提供することが重要であります。災害時は住民に情報を提供するための媒

体が停電等により寸断される可能性が高く、一つでも多くの情報伝達媒体が

必要と考えます。これを実現するためのＩＣＴサービスとして、地域（市町

村）単位での携帯端末向けのコミュニティ放送は、リアルタイム性や汎用性

の面で有効であると考えます。 

・ また、昨今「地域格差」が進行するなか、「地域再生」を目的として、住民

にニーズにあったＩＣＴサービスを提供することが重要と考えます。「行政」

「観光」「地域イベント」「交通」などの地域情報を、あまねく地域住民にタ

イムリーに提供できることは、地域住民にとって有用であり、これを実現す

る方法として携帯端末向けのコミュニティ放送は有効であると考えます。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

・ 以上より、今回報告書（案）において、実現する放送の一つとして、市町

村単位をエリアとした「新型コミュニティ放送」について提案されたことに

対して賛同するとともに、今後もさらに検討を深めていただきたいと考えま

す。 

【ハートネットワーク】

2-9    １．「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」の設定について 

報告書案が「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」という形態を示した

うえで、そのための帯域を確保している点を評価する。この放送においては、

音声のほか、データ放送、簡易画像、ダウンロードサービスなど多彩なマル

チメディア放送サービスの実現を期待する。一方、アナログラジオからデジ

タルラジオへの“緩やかな移行”もあり得ると考えており、報告書案が「地

方ブロック向け放送」に「デジタルラジオ」の文言を加えた趣旨を、今後の

制度化においてしっかりと反映していただきたい。 

【日本民間放送連盟】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

 なお、13頁では「地方ブロッ

ク向けデジタルラジオ」と表記

していますが、サービスの内容

等は、「全国向け放送」と同様、

「マルチメディア放送」である

ことを前提としているもので

す。 

2-10     携帯端末向けマルチメディア放送サービスのひとつとして、「地方ブロック向

けデジタルラジオ放送」が認められたことについて、大いに歓迎する。 

【中国放送】

  

2-11     ＮＨＫはこれまで、放送のデジタル化に先導的役割を果たすため、デジタル

ラジオの実用化試験放送に参画し、その実用化に向けて努力してきました。そ

の立場から、報告書（案）において、デジタルラジオが、ＶＨＦ帯を使用して

新たに実現する放送として位置づけられたことを歓迎します。 

【日本放送協会】

 

2-12     実現する放送として、「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」と言及してあ

り、更に「既存ラジオ放送のノウハウの活用、サイマル放送あり、と既存ラジ

オ局の参入を考慮していることを高く評価したい。 

 これを最終制度化まで変わらない事を希望する。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

【エフエム愛知】

2-13     （編注：「第４章 １（１）マルチメディア放送の定義」において）「「全国向

け放送」「地方ブロック向け放送」等の別を問わず、（中略）このため、放送し

なければならない「形態等」を定める事なく、携帯端末での受信を前提として、

「映像・音声・データ」、「リアルタイム・ダウンロード」といったサービスを

自由に組み合わせることを可能とするよう定義づけることが考えられる。」とい

う考え方に賛同します。 
これにより、全国向け、地方ブロック向け、新型コミュニティ放送ともに、

このマルチメディア放送の定義にて規定されることから、第２章 実現する放

送 中においては、「全国向けマルチメディア放送」とともに「地方ブロック向

けマルチメディア放送」という記述に統一することで整合性を取るべきと考え

ます。 
【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

 なお、13頁では「地方ブロッ

ク向けデジタルラジオ」と表記

していますが、サービスの内容

等は、「全国向け放送」と同様、

「マルチメディア放送」である

ことを前提としているもので

す。 

2-14     （編注：「第４章 １（１）マルチメディア放送の定義」において）「「全国向

け放送」「地方ブロック向け放送」等の別を問わず、～（中略）～ このため、

放送しなければならない「形態等」を定める事なく、携帯端末での受信を前提

として、「映像・音声・データ」、「リアルタイム・ダウンロード」といったサー

ビスを自由に組み合わせることを可能とするよう定義づけることが考えられ

る。」という考え方に賛同します。 
これにより、全国向け、地方ブロック向け、新型コミュニティ放送ともに、

このマルチメディア放送の定義にて規定されることから、第２章 実現する放

送 中においては、「全国向けマルチメディア放送」とともに「地方ブロック向

けマルチメディア放送」という記述に統一することで整合性を取るべきと考え

ます。 
【エフエム東京】

  

2-15    マルチメディア放送においては、周波数帯により「全国向け」と「地方ブロ

ック向け」に区別されるが、共にマルチメディア放送として同様の技術仕様及
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

び機能を用いたサービスの提供が可能である。 

従い、「全国向けマルチメディア放送」に対し、「地方ブロック向けデジタル

ラジオ放送」との記載は「地方ブロック向けマルチメディア放送」と修正され

るのが望ましい。 

【三井物産】

2-16    １．V-LOW における「地方ブロック向け放送」が、何故「デジタルラジオ」と表

記されているのでしょうか。V-High と V-Low でできるサービスの内容は、差

はないはずなのに、「デジタルラジオ」と名づけていることは、既存のラジオ

事業者の利権を確保継承することを示すものと読み取られかねません。単な

る音声サービスや、アナログのラジオ放送のサイマル放送程度に、貴重な周

波数を使わせることは、国民の貴重な財産である電波を浪費することと同等

と考えます。既存事業者を特に排除する必要はありませんが、既存事業者の

古めかしい番組に、ほんの少し化粧を施した如きサービスを中心とするもの

ではないことを明確にするためにも、「ラジオ」という名称を全て削除するべ

きです。 

【個人等（匿名）】

  

2-17     多くの既存ラジオ社は、「指定地方公共機関」として地方自治体と災害時にお

ける放送協定等を結び、社内に防災通信設備を設置するなどしており、報道機

関としての実績と経験がある。このようなことを充分に活かすことが、「地方ブ

ロック向けデジタルラジオ放送」の利用者にとっても大変有益なものとなる。

こうした状況を踏まえた制度設計をお願いしたい。 
【アール・エフ・ラジオ日本】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

2-18     「地方ブロック向け放送」は、既存ラジオ放送とは異なる新規サービスであ

るが、「地域振興」「地域情報の確保」「地域文化・地域社会への貢献」は既存ラ

ジオ事業者が長期にわたって行ってきた事業活動そのものであり、「既存ラジオ

のノウハウの活用」は「地方ブロック向け放送」の発展にとって重要であると

考える。このため、新規サービスであっても既存ラジオ事業者が蓄積してきた
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

ノウハウや報道的環境を生かせるような制度整備を行っていただきたい。 
【大阪放送】

2-19    （編注：「第２章表中の「地域振興」「地域情報の確保」「地域文化・地域社会

への貢献」「既存ラジオのノウハウの活用」「通信・放送融合型サービスの実現」

の記述について） 

左欄の内容は、緊急災害報道をはじめとし既存ラジオ事業者が永年に亘り培

ってきたノウハウが生かせる部分が多いと考える。地方ブロック向けデジタル

ラジオ放送の制度整備にあたっては、「既存ラジオ局のノウハウの活用」が生か

されることをお願いしたい。 

【熊本放送】

 

2-20     「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」は、既存ラジオ放送とは異なる新

規サービスであるが、携帯端末向けのサービスであることを考えると、既存ラ

ジオ事業者が長い間に培ってきたノウハウが生かされる部分も多い。各事業者

のもつ、広い意味での報道的バックグラウンドを含め、新サービスであっても、

既存ラジオ事業者が蓄積してきたノウハウが生かされるような、放送メディア

としての制度整備をおこなっていただきたい。 
【栃木放送】

 

2-21    「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」は、既存ラジオ放送とは異なる新

規サービスであるが、携帯端末向けのサービスであることを考えると、既存ラ

ジオ事業者が長い間に培ってきたノウハウが生かされる部分も多い。各事業者

のもつ、広い意味での報道的バックグラウンドを含め、新サービスであっても、

既存ラジオ事業者が蓄積してきたノウハウが生かされるような放送メディアと

しての制度整備をおこなっていただきたい。 
【ニッポン放送】

 

2-22    「地方ブロック向デジタルラジオ放送」は、既存ラジオ放送と異なる新たな

サービスとして位置づけられている。携帯端末向サービスであることを考える

と、既存ラジオ放送事業者が長い間に培ってきたノウハウが活かされる部分が
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

多い。防災、災害情報の提供、公共的役割を担ってきた実績など、既存ラジオ

事業者が蓄積してきたノウハウが活かされるような放送メディアとしての制度

設計を行っていただきたい。 

【南日本放送】

2-23    制度化の理念については、現行のＦＭ放送の実績、ノーハウを活用すべきで

ある。 
ＦＭ放送が今まで取り組んできたＦＭ多重放送、ＦＭケイタイで取り組んで

きたデータ放送のノーハウが活用されるような制度を望む。 
【エフエム青森】

 

2-24    （編注：地方ブロック向けデジタルラジオ放送の制度化の理念について） 

既存のＦＭ放送の実績やノウハウは活用すべきと考える。 

マルチメディア放送において、多彩なサービスを創造するため、ＦＭ放送事

業者がＦＭ多重放送などで取り組んできた、データ放送や放送通信融合のサー

ビスによるノウハウの活用が可能な制度整備が望まれる。 

【エフエム香川】

 

2-25     既存ラジオ事業者が培ってきた実績やノウハウを活かされるような制度整備

を行っていただきたい。 

【エフエム鹿児島】

   

2-26    制度化の理念の「地域振興」「地域情報の確保」「既存ラジオのノウハウの活

用に関して、県域ＦＭ放送の４半世紀に及ぶ実績や放送ノウハウを活用すべき

と考えます。 

【エフエム佐賀】

 

2-27    「地域振興」、「地域情報の確保」、「既存ラジオのノウハウの活用」に関して、

現行のＦＭ放送の実績やノウハウを活用すべきと考える。 

今回の報告書では、アナログ音声放送は継続という方針の中で、新たなメデ

ィアとして「マルチメディア放送」を規定している。マルチメディア放送に

おいて、映像だけでない多彩なサービスを創造するため、ＦＭ放送事業者がＦ
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

Ｍ多重放送やＦＭケータイなどで取り組んできた、データ放送や放送通信融合

のサービスによるノウハウの活用（ひきつぎ）が可能な制度整備が望まれる。

【エフエム山陰】

2-28    記載の通りの「地域振興」「地域情報の確保」など、既存ラジオのノウハウを

活用すべきと考える。 

ＦＭラジオにおいては、ＦＭケータイやＦＭ多重放送において、取り組んで

きたデータ放送や放送通信融合のサービスの実績もあり、そういったノウハウ

を新しいマルチメディア放送の多彩なサービスに活用できる制度整備を望む。

【エフエム滋賀】

 

2-29    既存のＦＭ放送の実績やノウハウを活用すべきと考える。 

マルチメディア放送においては様々なサービスの提供が可能である。そのた

めにはＦＭ放送事業者が培ってきたノウハウが生かされる制度整備を希望す

る。 

【エフエム徳島】

 

2-30    「地方ブロック向け放送」において緊急災害情報等既存ラジオ局が担ってき

たノウハウの有効活用を望みたい。また、そのノウハウが十分発揮されるよう

な制度整備を望みたい。 

【エフエム長崎】

 

2-31    「地域振興」「地域情報の確保」、「既存ラジオのノウハウの活用」については

現行のＦＭ放送の実績やノウハウを活用すべきと考えます。 

【エフエム栃木】

 

2-32    「地域振興」、「地域情報の確保」、「既存ラジオのノウハウの活用」に関して、

現行のＦＭ放送の実績やノウハウを最大限に生かせる制度が望まれる。 

アナログ音声放送は継続という方針の中で、新たなメディアとして「マルチ

メディア放送」を規定している。マルチメディア放送において、映像だけでな

い多彩なサービスを創造するため、ＦＭ放送事業者がＦＭ多重放送やＦＭケー

タイなどで取り組んできた、データ放送や放送通信融合のサービスによるノウ
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

ハウの活用が可能な制度整備が望まれる。 

【エフエム北海道】

2-33    ＦＭ放送事業者が取り組んでいる文字多重放送やＦＭケータイなど、データ

放送や放送通信融合サービスのノウハウが活用可能な法整備を望みます。 
【エフエム宮崎】

  

2-34    「地域振興」、「地域情報の確保」、「既存ラジオのノウハウの活用」に関して、

現行のＦＭ放送の実績やノウハウを活用すべきと考える。今回の報告書では、

アナログ音声放送は継続という方針の中で、新たなメディアとして「マルチメ

ディア放送」を規定している。マルチメディア放送において、映像だけでない

多彩なサービスを創造するため、ＦＭ放送事業者がＦＭ多重放送やＦＭケータ

イなどで取り組んできた、データ放送や放送通信融合のサービスによるノウハ

ウの活用が可能な制度整備が望まれる。 
【エフエム山口】

   

2-35    ＦＭ放送事業者がこれまで取り組んできたＦＭ多重放送やＦＭケータイ等の

ノウハウは「通信・放送融合型サービスの実現」において活用できるものであ

り、「地域文化・地域振興」についてもこれまで貢献してきた経緯から、ＦＭ放

送事業者の活用を重視してもらいたい。 

【岡山エフエム放送】

 

2-36    「地域振興」「地域情報の確保」「既存ラジオのノウハウの活用」に関し、Ｆ

Ｍ放送の実績やノウハウを活用すべきと考えます。 
 ＦＭ放送事業者はこれまでＦＭ多重放送やＦＭケータイに取り組んできてお

り、そこで培ってきたデータ放送や放送通信融合サービスなどのノウハウが活

用されるような制度の整備が望まれると思います。 
【岐阜エフエム放送】

  

2-37     今回の報告書では、アナログ音声放送は継続という方針の中で、新たなメデ

ィアとして「マルチメディア放送」を規定している。マルチメディア放送に

おいて、映像だけでない多彩なサービスを創造するため、ＦＭ放送事業者が
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

ＦＭ多重放送やＦＭケータイなどで取り組んできた、データ放送や放送通信

融合のサービスによるノウハウの活用（ひきつぎ）が可能な制度整備が望ま

れる 

【広島エフエム放送】

2-38    「地域振興」、「地域情報の確保」、「既存ラジオのノウハウの活用」に関して、

既存の音声放送の実績やノウハウを最大限活用すべきであると考える。特に地

方においては採算性や人的要因から放送事業者以外の制作能力が未成熟であ

り、放送事業者の自社制作比率が高いことを理由のひとつとしてあげるもので

ある。 
今回の報告書では、アナログ音声放送は継続という方針の中で、新たなメデ

ィアとして「マルチメディア放送」を規定している。マルチメディアの名のも

と多彩なサービスを創造するためには、ＦＭ放送事業者がＦＭ文字多重放送や

ＦＭケータイ等で取り組んできたデータ放送および放送通信融合に向けたノウ

ハウの継承が可能な制度整備を希望するものである。 
【福井エフエム放送】

 

2-39    地方ブロック向けデジタルラジオ放送では、できる限り柔軟なサービス提供

を可能とする一方、既存ラジオ局のノウハウ･貢献度・実績が、いわば放送の「進

化と継承」を志向していると受け取っているが、よろしいか？ 

なお、ＦＭ多重放送やＦＭケータイなどＦＭ放送事業者が取り組んできたデ

ータ放送やその関連サービスなど制度への追加を望む。 

【エフエム仙台】

 報告書（案）に記述している

とおり、「地方ブロック向けデジ

タルラジオ放送」においては、

制度化の理念として「既存ラジ

オ局のノウハウの活用」を掲げ

つつ、サービスの内容等は、「全

国向け放送」と同様、「マルチメ

ディア放送」であることを前提

としているものです。 

2-40     ページなかほどの二つ目のブレットにおける、「既に携帯電話端末向けに行わ

れている情報配信サービスと関連したサービスとなることを前提とすること」

は、意味が曖昧で新規事業者に対する委縮効果を持つ可能性があるだけでなく、

ご指摘の部分は、マルチメデ

ィア放送が携帯電話端末向けに

行われている情報配信サービス
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

厳格に要求すると新たな事業の新規性を阻害する可能性がある。よって、「既に

携帯電話端末向けに行われている情報配信サービス」を「既存の、または新た

な革新的な携帯電話端末向け情報配信サービス」と修正されたい。 

【クアルコム・ジャパン】

と関連を有するものとなること

を前提とすることを記述してい

るものです。それを厳格に要求

する趣旨ではなく、後述のマル

チメディア放送の定義、事業に

対する規律の考え方からみて

も、「萎縮効果を持つ可能性があ

る」との指摘は当たらないと考

えます。 

2-41     ページなかほどの二つ目のブレットにおける、「既に携帯電話端末向けに行わ

れている情報配信サービスと関連したサービスとなることを前提とすること」

は、意味が曖昧で新規事業者に対する委縮効果を持つ可能性があるだけでなく、

厳格に要求すると新たな事業の新規性を阻害する可能性がある。よって、「既に

携帯電話端末向けに行われている情報配信サービス」を「既存の、または新た

な革新的な携帯電話端末向け情報配信サービス」と修正されたい。 

【FLO Forum】

 

2-42    （１）ｐ１４：３つの放送サービスに関するリストについて 

①現存するニーズにはまずは適切に対応することが必要 

 (コメント)本放送に対し、以下のようなニーズが健在化している。これら事

業者に対し、適切な対応が求められる。 

 ・ YRPWG へ事業検討を進める 42 企業団体が参画 

 ・ 22 の事業領域、66 社がサービス導入検討中 

②すべての市町村への画一的な割り当ては不要であるが、ニーズのある地域に

ついて帯域を柔軟に割り当てるべき 

 (コメント) 本放送は、すべての市町村への画一的な割り当ては前提としな

い。事業ニーズに基づき、帯域を割り当てることが肝要である。 

   本放送に関して、割り当てるべきエリアについての要望は以下の通り。

 報告書（案）に記述している

とおり、「地方ブロック向けデジ

タルラジオ放送」においては、

制度化の理念として「既存ラジ

オ局のノウハウの活用」を掲げ

つつ、サービスの内容等は、「全

国向け放送」と同様、「マルチメ

ディア放送」であることを前提

としているものです。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

 ・ サービスエリア最大で市区町村（コミュニティＦＭ放送のサービス単位

相当）、個々の事業エリア（例えば、建物内フロアー別、店舗別、イベント

スペース、スポーツ施設、テーマパーク等）に限定した特定エリアのみの

放送が可能となる。災害、イベント対応等、一定の期間に限定した放送も

可能としたい。 

③地域振興、地域情報の確保、地域文化・地域社会への貢献、地域ごとの情報

伝達手段 

 (コメント) 各地方で、地域資源の見直しによる地域コンテンツの制作、蓄

積が進んでいる。これらの活動との連携を積極的に進めたい。 

  地域に埋もれた又は創られるコンテンツに着目し、その利活用や流通を促

進させるため、アーカーブ化、ネットワーク化することで、個人・一般企

業ばかりでなく、一般放送やＣＡＴＶのコンテンツとしても使用されてい

る。 地域コミュニティ放送の実現と連携により、地域コンテンツの利活

用が促進され、更なる地域づくり・人づくりが期待される。 

④ＣＡＴＶとの連携 

 (コメント) 上記、ＹＲＰＷＧへ、ＣＡＴＶ複数社が参画。本放送を活用し

た事業検討を進めている。ポイントは、 

 ・ ＣＡＴＶ網を活用した家庭でのワンセグ視聴 

 （CATV 事業者による地域Ｗｉ-ＭＡＸ利用が想定され） 

 ・ コンテンツの移動送信局への配信ツールとしてのＷｉ-ＭＡＸ利用 

⑤サービス内容：リアルタイム中心 

 (コメント) 本放送に関し、２００６年度～現在、下記、複数のトライアル

サービスが実施されている。 

  映像に関しては、ほとんどリアルタイム型。データ放送に関しても、下記

のニーズが健在化している。 

 ・ 展示イベント等；プレスセンター等のリアルタイム情報のデータ放送で

の配信 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

 ・ スポーツイベント等；時間情報（例えば、カーレースの周回所要時間）

のリアルタイムデータ放送配信 

 ・ その他 

 以上から、放送コンテンツはリアルタイム中心となる事が想定される。 

⑥サービス内容：災害時放送等 

 (コメント) 災害時はエリアごとに異なる関連情報の配信が必要となる。本

放送が効果的に利用される可能性が大きい。「２００６年度総務省地上デジ

タル放送の公共分野における利活用に関する調査研究」で関連するシステ

ム開発を実施。 

【ＹＲＰ研究開発推進協会】

2-43    ブロック分割については、ブロックごとに事業者が異なることが想定される

ため、事業者間での調整は困難と考える。したがってブロックの決定は、各ブ

ロックの地域性などを考慮し、参入希望者の意見を踏まえたうえで国が定める

ことが適当である。 

【アール・エフ・ラジオ日本】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

2-44     ブロック分けについては、参入希望事業者の意見を踏まえ、国が定めること

が適当と考える。 

【熊本放送】

 

2-45    全国をどのようにブロック分けするかに関しては、それぞれのブロックの地

域性および参入希望者の意見を踏まえて、国が定めていただきたい。 

【山陽放送】

 

2-46    全国をどのようにブロック分けするかについては、それぞれのブロックの地

域性や参入希望者の意見をふまえたうえで、国が定める事が適当である。 

【中国放送】
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

2-47    全国をどのようにブロック分けするかに関しては、それぞれのブロックの地

域性および参入希望者の意見を踏まえ、国において定めることが適当と考えま

す。 

【栃木放送】

 

2-48    「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」の区分けや周波数の割当方法につ

いては、参入を希望する事業者の意見をふまえた上で、利用者の利益、地域の

生活圏、文化、経済などを総合的に考慮し、国からの提示がおこなわれること

が適切であると考える。 

【ニッポン放送】

 

2-49    全国をどのようにブロック分けするかに関しては、それぞれのブロックの地

域性および参入希望者の意見を踏まえ、国において定めることが適当と考える。

【文化放送】

 

2-50    ブロックの地域性及び参入事業者の意見を踏まえた上で、国民的インフラで

ある放送サービスの対象エリアは、国において定めるべきである。 

【山口放送】

 

2-51    ブロックの地域性や参入希望者の意見を踏まえ国が定めるのが適当と考え

る。 

【和歌山放送】

 

2-52     事業者の意見を聞きつつも、国民的インフラである放送サービスの対象エリ

アは、国としての例示を行っていただきたい。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

 

2-53    参入希望事業者の意見を聞きつつも、放送サービスの対象エリアについては、

国としての例示を行っていただきたい。 

【毎日放送】

 

2-54    参入希望事業者の意見を充分聞いて、ブロック分けを決定していただきたい。  
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

【静岡放送】

2-55    放送対象地域について 

地方ブロック向けデジタルラジオ放送のブロックわけは、国民・聴取者の利

益、地域の生活圏、経済、文化、歴史などを総合的に考慮し、関係事業者の意

向も尊重して決定するのが望ましい。 

【東海ラジオ放送】

 

2-56    区分けについては、マルチメディア放送が実現可能な効率的な区分けと同時

に事業採算性を加味した区分けを望みたい。 

【エフエム長崎】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

2-57    「地方ブロック向け放送」の区分けについては、マルチメディア放送が実現

可能な効率的な区分けと同時に事業採算性を加味した区分けを望みたい。 

【エフエム福岡】

 

2-58     地域ブロック向け放送の地域分けに関しては、マルチメディア放送が実現可

能な効率的な区分けと同時に事業採算性を加味した区分けが不可欠であり、そ

のためには、より狭地域のブロック向けを希望する。 
【広島エフエム放送】

  

2-59    デジタルラジオ放送のブロック分けについては、地域の文化や経済的なつな

がり等を基本にして考える必要があるが、国が進める道州制の区分けと合致さ

せる事が自然であると考える。 

【中国放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

2-60    「地方ブロック」の定め方については、全国を８ブロック程度に分割するのが

適当と考えます。近畿ブロックについては、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、

奈良県、和歌山県の２府４県が相当すると考えます。 
【ＦＭ８０２】
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

2-61     「地方ブロック向け放送」に於いて、ローカル情報のウエートは編成レイヤ

ーの運営いかんとなるが、「地域振興」の観点からローカル情報の確保は必須の

条件。県域レベルの情報を保障するため一定の目安（例えば２０％以上）とし

て明示すべきである。そうしないと、県域レベルに存在するリスナーの獲得は

難しい。 
【エフエム石川】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

2-62    （編注：「・広告市場に一定の限界があり、特にラジオ広告市場が近年縮小傾

向にあることを考えれば、有料放送を行えるようにすることが不可欠と考えら

れること」という記述について） 
・福岡地区の地区投下額は 02 年度のボトムを若干超える水準で推移してきた

が、07 年度はこれをも下回った（下表） 

 

このように広告市場が縮小傾向にあるからこそ有料放送はもちろん、アナロ

グからデジタルへの移行等も含め現行ラジオ社の全般的な経営状況も考慮する

べきと考える。 
【九州朝日放送】

地方ブロック向け放送におい

ては、従来の県域放送とは異な

るスポンサーの獲得が見込まれ

ること、県域と比較してより多

くの視聴者を対象としたサービ

スが可能となること等により、

広告市場の活性化が期待できる

と考えております。 

ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 
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  ３．「第３章 周波数の割当て」に対する意見 

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

3-1 1 サービスエリア

における世帯カ

バー率 

16 ～

17 
 希少性の高い地上放送の電波の有効利用という観点から、世帯カバー率の

目標を高く設定することは重要と考えます。しかしながら、１ページの「は

じめに」の項で「マルチメディア放送は、例えば、携帯電話端末での利用を

想定するなど、通信と放送の融合サービス的な特徴を強く有する新たな放送

メディア」と記されているように、マルチメディア放送は地上テレビジョン

放送のような基幹放送には該当しないと考えます。よって、地上テレビジョ

ン放送における民間放送に求められる「あまねく受信」の努力義務と同等と

することは、新規に事業を展開する上でハードルが高いと考えます。５ペー

ジの（１）⑤に「事業者の創意工夫を生かせるものとすることによって（中

略）ビジネスとして維持できることに留意した」とあるように、事業の円滑

な立ち上げの支障にならないように配慮が必要と考えます。 

【テレビ朝日】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-2    ２．サービスエリアにおける世帯カバー率について 

  マルチメディア放送は、サービスエリアにおいて「あまねく受信」でき

るよう求めると“努力義務”を示したことに加え、「開始５年後に90％以上

の世帯カバー率を実現すること」との記述があるものの、「地方ブロック向

けデジタルラジオ放送」については、「（懇談会のヒアリングでは）事業開

始から５年以内の段階で90％以上の世帯カバー率を実現できる旨の説明は

なく、こうした点に配慮することも必要である」と記述されている。参入

を希望する既存民放事業者としてそれぞれ前向きに取り組むものである

が、今後とも行政の柔軟な対応を期待する。 

【日本民間放送連盟】

 

3-3     今回の割当周波数が「放送」であり、「あまねく受信できるように努める」

べきである事は理解するが、マルチメディア放送は携帯電話端末が主たる受

信機と想定されることより、世帯カバー率がどの程度有効な指標であるかは

再検討すべきである。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

 又、事業性も考慮した場合に免許条件のような法的拘束力を持つ形ではな

く、弾力性を持ったものとしていただきたい。 

【伊藤忠商事】

3-4     新たな放送網の整備には多額の投資を要することから、過大な初期投資が

事業の長期的継続に支障を及ぼすことなく、携帯端末向けマルチメディア放

送が着実に普及・発展するよう、世帯カバー率の設定については、事業者の

事情に配慮し、柔軟に運用されることを要望します。 

【日本放送協会】

 

3-5     サービスエリアのカバー率については膨大な設備投資が必要になると考え

られることから、事業者の計画に配慮した緩やかな条件であることを望む。

【エフエム鹿児島】

 

3-6     ハード参入事業者数が１社限定であれば、サービス普及の観点から、制度

上における、あまねく受信や全国90％以上のエリアカバーの定義が必要であ

ると考えるが、ハード事業者が複数社であれば、市場競争においてのエリア

拡充を促進することが望ましい。よって、本項末尾に、上記コメント７の追

加の後に、さらに以下を追加されたい。 

「なお、ハード参入事業者数が１社限定であれば、サービス普及の観点から、

制度上における、あまねく受信や全国90％以上のエリアカバーの定義が必要

であると考えるが、ハード事業者が複数社であれば、市場競争においてのエ

リア拡充を促進することが望ましい。現に携帯事業者間では、顧客満足度向

上の一環でエリア拡充を実現している実績がある。１．７GHｚや2.5GHｚ帯の

特定基地局の免許割当要件と同一の条件とすべきである。」 

【クアルコム・ジャパン】

 個々の放送について、一定の

普及率を期待するものであり、

ハード事業者が複数であって

も、「放送用」に周波数が割り当

てられた趣旨等を踏まえれば、

修正の必要はないと考えます。 

3-7     サービスエリアは、SFNによる2社参入の下、市場競争促進によりエリアの

充実を図るべきであると考えます。 

携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会ヒアリ

ングの際、幣社が主張した「世帯カバー率約90％以上」は、放送を行なう事
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

業者が複数あり、市場競争上、３G携帯電話とほぼ同等のエリアを確保するこ

とが必要であることを前提としたものです。1.7GHｚ／2GHz帯や2.5GHz帯の特

定基地局の開設指針と同様の基準を設け、市場競争によって早期エリア拡充

を図ることが重要であると考えます。 

例えば、1.7GHz 帯又は２GHz 帯の周波数を使用する特定基地局の開設の場

合、運用開始の時期は少なくとも一の特定基地局について開設計画認定の日

から２年以内に運用を開始し、またカバー率は各総合通信局（沖縄総合通信

事務所を含む）の管轄区域ごとに、サービスの提供が可能な地域の割合（カ

バー率）が開設計画認定の日から５年以内（1.7GHz 帯東名阪バンドは３年以

内）に５割以上となるように特定基地局を配置すること、とされており、当

該基準と同等の基準が望ましいと考えます。 

【モバイルメディア企画】

3-8     世帯カバー率を確保することは、放送普及の条件として重要な位置を占

めることは間違いないが、具体的な数値を参入条件とすることは事業者に多

大な負担となる可能性がある。事業の継続性を考慮した場合、世帯カバー率

を「参入条件」とするのではなく、あくまでも「努力義務」としての扱いと

すべきである。 

【アール・エフ・ラジオ日本】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-9     マルチメディア放送をサービスエリアであまねく受信できるようにするこ

とは望ましいことで、それを努力目標として、事業者に求めることは適当だ

と考える。一方で、報告書に記載のように「開始５年後に９０％以上の世帯

カバー率を実現する」ことを、制度的な参入条件として規定することは好ま

しくないと考える。事業者の負担を著しく増大させ、新しいメディアの事業

性自体を損なうことにつながりかねない。 

【東京放送】

 

3-10    サービスエリアにおける世帯カバー率を高くすることは、有限希少な地上

放送の電波の有効利用の点から重要な施策と考えられるが、一方、マルチメ
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

ディア放送は携帯電話端末が主たる受信機と想定されることから、全国の世

帯に普及する地上テレビジョン放送のような基幹放送には該当しないと思わ

れる。また、条件が高すぎ、事業性を度外視した設備投資負担となれば、事

業者にとっては事業リスクが著しく高くなることが危惧される。 

「置局について事業者の創意工夫にゆだねることが適当」（２３頁）と考え

られていることもあり、世帯カバー率については、免許条件のような法的拘

束力の強いものではなく、事業性も考慮にいれた努力目標とするよう要望す

る。 

【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】

3-11     サービスエリアにおける世帯カバー率を高くすることは、有限希少な地上

放送の電波の有効利用の点から重要な施策と考えられるが、一方、マルチメ

ディア放送は携帯電話端末が主たる受信機と想定されることから、全国の世

帯に普及する地上テレビジョン放送のような基幹放送には該当しないと思わ

れる。また、条件が高すぎ、事業性を度外視した設備投資負担となれば、事

業者にとっては事業リスクが著しく高くなることが危惧される。 

 「置局について事業者の創意工夫にゆだねることが適当」（２３頁）と考え

られている通り、世帯カバー率については、免許条件のような法的拘束力の

強いものではなく、事業性も考慮にいれた努力目標とするよう要望する。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

 

3-12     サービスエリアにおける世帯カバー率を高くすることは、有限希少な地上

放送の電波の有効利用の点から重要な施策と考えられるが、一方、マルチメ

ディア放送は携帯電話端末が主たる受信機と想定されることから、全国の世

帯に普及する地上テレビジョン放送のような基幹放送には該当しないと思わ

れる。また、世帯カバー率の条件が高すぎ、事業性を度外視した設備投資負

担となれば、事業者にとっては事業リスクが著しく高くなることが危惧され

る。 

 「置局について事業者の創意工夫にゆだねることが適当」（２３頁）と考え
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られている通り、世帯カバー率については、免許条件のような法的拘束力の

強いものではなく、事業性も考慮にいれた努力目標とするよう要望する。 

【マルチメディア放送企画】

3-13    “広くあまねく”の確保に努めるのはもちろんであるが、「地域ブロック

向け放送」の努力義務については数値で目標を示すのでなく、事業者間の

計画に委ねるなど、一定の配慮がなされることを希望し、注2の記述に賛同

する。 

【ニッポン放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-14    “広くあまねく”の確保に努めるのはもちろんであるが、膨大な設備投資

が必要となる本事業で具体的な数値を示すことにより、その財源が過度にユ

ーザーにフィードバックされるようなことが起これば、放送として好ましく

ない。地域間の格差が生まれないことを配慮しつつ、事業者の計画に委ねる

べきである。 

【大阪放送】

 

3-15    膨大な設備投資が必要となる事業であり、具体的な数値目標を示すことは

その財源がサービス利用者に求められることに繋がり、放送メディアとして

の普及に障害となることも考えられる。 

地域間格差が生じないよう配慮のもと、事業者の計画にあわせた目標設定

をお願いしたい。 

【熊本放送】

 

3-16    “広くあまねく”の確保に努めるのはもちろんであるが、膨大な設備投資

が必要となる本事業で具体的は数値を示すことにより、その財源が過度にユ

ーザーにフィードバックされるようなことが起これば、放送として好ましく

ない。地域間の格差が生まれないことを配慮しつつ、事業者間の計画に委ね

るべきであります。 

【栃木放送】

 

 

3-17    放送ではより多くの国民にサービスを提供することは当然のことである  
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が、地方ブロック向け放送においては世帯カバー率の年限別目標値等を制度

化することは、短期に膨大な設備投資が必要となりその財源を視聴者等に転

嫁することになりかねず、放送メディアとしての正常な発展を阻害しかねな

い。情報・地域格差が生じないよう配慮することを条件に事業者の事業計画

に委ねるべきと考える。 

【文化放送】

 

3-18    放送局である以上サービスエリアにおいて「あまねく受信」努力は当然で

あるが、地方ブロック向けデジタルラジオ放送にも「開始５年後９０％の世

帯カバー率実現」の条件は非常に厳しいものと言わざるを得ない。 

ハード事業参入に際してインフラ整備は莫大な資金が必要で、世帯カバー

率の実現を参入条件でなく努力目標としておき、９０％達成年度は利用者の

要望と事業者の自主性のある経営計画に任せるべきである。 

【エフエム愛知】

 

3-19    サービスエリア内のカバー率については、早期のエリア確保の義務付けに

よって地域間の格差が生まれないよう特段の配慮を求める。例えば、固定受

信だけでなく、移動体受信や携帯端末受信のカバー率に対する評価など、柔

軟な条件を考慮し、事業者の計画に委ねるべきである。 

【エフエム熊本】

 

3-20    膨大な設備投資が必要となるハード事業者で、全国一律に具体的な数値が

示されるのは利用者の負担増になりかねない。事業者の計画に委ねるべきで

ある。 

【南日本放送】

 

3-21    膨大な設備投資が必要になる事業で具体的な数値を示すことは適切でない

と考える。地域間の格差が生まれないよういよう配慮しつつ、事業者間の計

画に委ねるべきである。 

【和歌山放送】

 

3-22     開局５年後のサービスエリア世帯カバー率９０％の条件は、非常に厳しい  
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ものである。地域の条件や新規事業に配慮した別案の提示を望む。 

【エフエム仙台】

3-23     急速な普及計画は膨大な資金を短期で必要とし、その財源を過度に広告

主・国民等に求めることは放送メディアとして好ましくなく、かつ事業の安

定性とメディアの普及の阻害要因となることも考えられることから、事業計

画と合わせた評価をお願いしたい。現在のアナログラジオの受信エリアは、

放送事業者の長年にわたる努力の積み重ねの上に出来上がったものであるこ

とを付記する。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

なお、地方ブロック向け放送

については、注２を付記してい

ます。 

3-24    急速な普及計画は膨大な資金を短期で必要とし、かつ事業の安定性とメデ

ィアの普及の阻害要因となることも考えられることから、事業計画と合わせ

た評価をお願いしたい。地形の問題もあり、一律の基準で判断しないようお

願いしたい。 
【静岡放送】

 

3-25    設備、インフラへの投資を含め、スムースな立ち上げとビジネスモデルの

確立を優先し、エリア確保についての条件付けは、早期の段階においては行

わないよう求めたい。 

【エフエム大阪】

 

3-26    サービスエリア内のカバー率については、早期のエリア確保の義務付けに

よって地域間の格差が生まれないよう特段の配慮を求める。 

【エフエム熊本】【再掲】

 

3-27    「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」は、設備投資や収入面での困難

が予想されるため、早期のエリア確保の義務付けなどは行わないよう配慮を

望みたい。 

【エフエム福岡】

 

3-28    サービスエリア確保には努力するが、当初は収入の面などから困難が予想

される。このため、５年以内の義務化については配慮願いたい。 
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【エフエム宮崎】

3-29    北海道に於いて、アナログラジオのエリア整備に関して長年に渡って多額

な費用をかけ維持して来た経緯と経営の負担を鑑みると、急速な普及計画は

参入事業者に多大な負担をかける為、慎重にすべきである。 

【ＳＴＶラジオ】

 

3-30    北海道の広いエリアをカバーする為には放送事業者の多大な努力と長い年

月が必要だった。急速な普及計画は参入事業者に多大な負担をかけ、全国普

及の障害になりかねないので慎重にすべきである。 

【北海道放送】

 

3-31    短期間での普及計画は、参入希望者に対し膨大な資金を強要することにな

り、これは受信者への負担を求める事も想定され、かえって普及を阻害する

要因となりかねない。放送事業は資金のみで醸成されるものではなく、「地方

向けブロック放送」においては、着実な全国普及を目指すためにも、ブロッ

クごとの市場性を考慮した上での目標設定を要望します。 

【毎日放送】

 

3-32    「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」は、事業採算性に困難が予想さ

れるため、全国一律の設定ではなく地方ブロック事業者の採算性に合わせた

設定の配慮を求めたい。 

【エフエム長崎】

地方ブロック向け放送の世帯

カバー率については、「事業開始

から５年以内の段階で９０％以

上の世帯カバー率を実現出来る

旨の説明はなく、こうした点に

配慮することも必要であると考

えられる」（p17注２）を付記し

ています。 

3-33    短期間での普及計画は、参入希望者に対し膨大な資金を強要することにな

り、これは受信者への負担を求める事も想定され、かえって普及を阻害する

要因となりかねない。放送事業は資金のみで醸成されるものではなく、「地方

向けブロック放送」においては、着実な全国普及を目指すためにも、ブロッ
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クごとの市場性を考慮した上での目標設定を要望します。 

【毎日放送】【再掲】

3-34     放送局のカバー率確保の努力は当然の義務と考えるが、それぞれの地域ブ

ロックの状況に応じた置局計画も認めていただき、開始したデジタルラジオ

の無理の無い普及計画をサポートすることが最終的に良質の放送普及に繋が

るものと考えます。 

 また、ラジオのライフライン的な役割を考慮した行政面での支援措置も必

要と考えます。 

【静岡エフエム放送】

  

3-35    カバー率の算定については、固定受信機によるサービスエリア内受信を唯

一の基準とするのではなく、車載端末や携帯端末での受信におけるカバー率

も評価するなどの配慮を求める。 

【エフエム大阪】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

 

3-36    サービスエリア内のカバー率は固定受信を基準とするのではなく、移動体

受信等も含め、その地域の実情に応じた柔軟な条件を望む。 

【エフエム徳島】

 

3-37    サービスエリア内のカバー率については、固定受信機によるサービスエリ

ア内の受信を唯一の基準とするのではなく、車載端末による移動体受信や都

市部における携帯端末受信のカバー率を高めることを評価するなど、事業性

に配慮した、なるべくゆるやかで柔軟な条件を望む。 

【エフエム香川】

 

3-38    サービスエリア内のカバー率については、固定受信機による受信を唯一の

基準とするのではなく、車載端末による移動体受信や携帯端末受信のカバー

率を高めることを評価するなど、事業性や地域性に配慮した、なるべくゆる

やかで柔軟な条件を望みます。 

【エフエム栃木】
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3-39    サービスエリアのカバー率については、固定受信機によるサービスエリア

内の受信を唯一の基準とするのではなく、車載端末による移動体受信や都市

部における携帯端末受信のカバー率を高めることを評価するなど、事業性に

配慮した、なるべくゆるやかで柔軟な条件を望む。 

【エフエム北海道】

 

3-40    サービスエリア内のカバー率については、固定受信機によるサービスエリ

ア内の受信を唯一の基準とするのではなく、車載端末による移動体受信や都

市部における携帯端末受信のカバー率を高めることを評価するなど、事業性

に配慮した、なるべくゆるやかで柔軟な条件を望む。 
【エフエム山口】

 

3-41    サービスエリア内のカバー率については、固定受信機によるサービスエリ

ア内の受信を唯一の基準とするのではなく、車載端末による移動体受信や都

市部における携帯端末受信のカバー率を高めることを評価するなど、事業性

に配慮した、なるべくゆるやかで柔軟な条件を望む。 
【広島エフエム放送】

 

3-42     「あまねく受信」の努力義務を制度的に確保することについては賛同いた

します。しかし「携帯端末向けマルチメディア放送」の特性上、固定受信と

は異なり、高速道路、山間部などの地域での受信にも重きを置く必要がある

と考えます。世帯カバー率のみに重きをおかず、柔軟な条件による「あまね

く受信」の努力義務が必要かと思います。 

【長野エフエム放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-43    いまや移動体受信機による聴取が重要になっているので、カバー率の評価

にしていただきたい。 
【エフエム青森】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-44     サービスエリア内のカバー率については、固定受信機によるサービスエリ

ア内の受信を唯一の基準とするのではなく、車載端末による移動体受信や都

市部における携帯端末受信のカバー率を高めることを評価するなど、事業性
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に配慮した条件を導入することが望ましいと考えます。 

【エフエム東京】

3-45    （編注：「１ サービスエリアにおける世帯カバー率」について） 
 末尾「・・・確保することも考えられる」の後に、以下を加筆されたい。

 「また、カバー率の算出には、世帯カバー率ではなく人口カバー率を用い

ることも検討すべきである。さらに、マルチメディア放送は通信機能との連

携が強い放送サービスとなると見込まれるため、屋内環境で受信可能でない

と十分に機能が発揮できない。よって屋内カバー率についても、一定のカバ

ー率の実現を事業参入の条件とすることも検討すべきである。 
【クアルコム・ジャパン】

  

3-46     携帯端末向けマルチメディア放送サービスは、主として携帯電話のお客様

を想定した放送サービスであり、サービスエリアの設計にあたっては、受信

アンテナの据付けを想定した地上デジタルテレビ放送などと利用シーンが異

なる点を考慮すべきと考えます。したがって、カバー率の定義や評価指標に

ついては、従来の世帯カバー率ではなく、例えば携帯電話と同じように人口

カバー率とすること等を検討すべきと考えます。 

【メディアフロージャパン企画】

  

3-47     また、受信端末は移動中の利用シーンが多く想定されることから、世帯カ

バー率より人口カバー率を用いた基準が望ましいと考えます。 

【モバイルメディア企画】

  

3-48     今回の割当周波数が「放送」であり、「あまねく受信できるように努める」

べきである事は理解するが、マルチメディア放送は携帯電話端末が主たる受

信機と想定されることより、世帯カバー率がどの程度有効な指標であるかは

再検討すべきである。 

 【伊藤忠商事】【再掲】

 

3-49    ○ 世帯カバー率とありますが、これまでの放送での表記であるが、「携帯端

末向け放送」では個々の携帯する人、車が対象であり「人口率」（仮称）表

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として
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記が考えられる。（懇談会での審議経緯があるのでしょうか） 
○ 従来のMF、ＦＭ、テレビの放送は主に固定受信でありサービスエリア

ーは世帯カバー率でよいが、「携帯端末向け放送」であり、既存携帯電話サ

ービスエリアーの考え方とも整合のとれたサービスエリアー率とするべき

である。 
○ 表記については（注３）を追加して、「サービスエリアーについては当面

世帯カバー率を用いるが、今後の実施状況を参考にして人口率等によるこ

とも検討する。」 
【個人等（藤原功三）】

承ります。 

3-50     「（注２）本懇談会のヒアリングでは、「地方ブロック向け放送」について

は、事業開始から５年以内の段階で９０％以上の世帯カバー率を実現できる

旨の説明はなく、（以下略）」との記述がありますが、第 10 回懇談会の資料１

ヒアリング資料 P.2 にありますように、エフエム東京は、地方向け放送にお

いて開始後４年で 95％、５年で 98%の世帯カバー率を実現するむね提案して

おります。現報告書案では、90％世帯カバーを実現できるとの事業者が皆無

であったと読み取れる表現となっておりますので、この部分の修正を求めま

す。 

【エフエム東京】

 ご指摘を踏まえ、「実現できる

旨の説明がすべての事業者から

あったものではなく」と修正し

ます。 

3-51     固定テレビジョン用のデジタル地上波放送と携帯端末向けマルチメディア

放送は、ネットワーク・トポロジーが異なる。具体的には、前者に比べ携帯

端末では屋内受信や移動中受信が要求されること、アンテナの大きさに制約

があることなど、受信環境で顕著な差がある。このような差異のため、適切

なカバー率を達成するためにネットワーク・トポロジーを適応させることが

必要となる。 

【FLO Forum】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

3-52    あまねくは現行ラジオ社は基幹放送として実施してきた。しかしながら、

実態は都市型難聴取や家庭内の混信障害が著しくなってきている。こういっ

 地方ブロック向け放送は新た

な放送として制度化すべきと考
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

た場所での実質的な「あまねく」を実行するためには、難聴取対策としての

デジタル化も視野に入れる必要があり、その意味でのサイマル放送は大きな

意義があると考える。 
【九州朝日放送】

えますが、サイマル放送につい

ては、第４章にあるように、基

本的には特段の制約は不要と記

述しています。 

3-53 2(1) 複数のチャンネ

ルの割当ての要

否 

18 ～

19 
その他、地方ブロック向け放送内での周波数の切り分けは効率的な運営を

構築する上で事業者の裁量に任せることが肝要と考える。 

【九州朝日放送】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-54     ＳＦＮを実現するためには、ＭＦＮと比較して一般的にＴＴＬが多くなる

ことから、別途ＴＴＬ用の周波数の確保が必要になると考えます。 

【日本放送協会】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

3-55 2(1) ア ネットワー

クの構築方法 
 

18  後半の「しかし、SFN によっても、・・・構築する必要がある。」は、懇談

会で得られた結論と異なる。懇談会は、各事業者が SFN を用いて全国放送を

行うことが可能であるとして終了している。SFN に課題があるからと言って

直ちに MFN にするというのは短絡的であり、事業者からの回答のように、各

種技術的対応によって SFN は可能である。よってこの箇所を削除されたい。

【クアルコム・ジャパン】

ご指摘を踏まえ（注２）を、

「・・・当該混信をするエリア

を放送対象エリア（略）とする

ためには、オプティマイゼーシ

ョン（送信遅延時間や送信出力

等を調整することにより、エリ

ア確保や干渉抑制を行うこと）

等の個別の対策を講じたり、追

加のチャンネルを含めたネット

ワーク・・・」と修正します。 

 

3-56     後半の「しかし、SFN によっても、・・・構築する必要がある。」は、懇談

会で得られた結論と異なる。懇談会は、各事業者が SFN を用いて全国放送を

行うことが可能であるとして終了している。SFN に課題があるからと言って

直ちに MFN にするというのは短絡的であり、事業者からの回答のように、各
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

種技術的対応によって SFN は可能である。よってこの箇所を削除されたい。

全国向け放送において SFN を確保することは、日本が（オペレーター保護

ではなく）競争環境促進、多元主義、多様性、（キャパシティの向上という意

味での）消費者の選択、さらには（規制当局にとって必須である）効率的な

帯域管理において、リーダーシップを発揮することとなるという点を是非銘

記いただきたい。 

【FLO Forum】

3-57     ネットワークの在り方の選択は最も重要な問題の一つである。報告書は、

MFN を混信に対する解決方法と位置付けるように読めるが、これはミスリー

ディングである。レポートは複数のオペレーターが、混信の可能性の問題は

克服でき、SFN は可能であると明確に述べているという事実を無視している。

さらに、SFN により二つのオペレーターが可能となるが、これにより市場発

展の初期段階における選択肢とバラエティの増加を確保することができる。

【Big Picture International】

 

3-58    ○ SFN と MFN の表記を明確にするため、次のように表記する。 

（注２） ＳＦＮ（Single Frequency Network）とは、隣接するサービスエ

リアを単一のチャンネル（周波数）でカバーするネットワークをいう。

マルチメディア放送の放送ネットワークの構築について、周波数を有

効に利用にするためには、ＳＦＮとすることが効果的である。 

○ SFN 方式の機能、問題点の対策解決するために主方式 SFN を補完するた

めの一部地域限定での方式が MFN 方式である。MFN 方式単独で全国展開さ

れるものではない。 

（注３）を追加 

ＭＦＮ（Multiple Frequency Network）とは、隣接するサービスエリア

ーを混信、干渉を避けて個々に複数チャンネルを用いてカバーするネッ

トワークをいう。利用周波数については SFN の複数倍を必要とする。 

（注３）を（注４）に変更 

第３章の２（１）の議論の趣

旨から、原案をベースとして、

（注２）を、「・・・当該混信を

するエリアを放送対象エリア

（略）とするためには、オプテ

ィマイゼーション（送信遅延時

間や送信出力等を調整すること

により、エリア確保や干渉抑制

を行うこと）等の個別の対策を

講じたり、追加のチャンネルを

含めたネットワーク・・・」と

修正します。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

【個人等（藤原功三）】

3-59    ○ MFNを必要とする理由に一般的に理解されているVHF－LOWに発生するス

ポラデック E層での「異常伝播」等を理由にするのは不適切である。異常

伝播は P２１（注２）にも記されているように VHF－LOW に発生するものと

記されているように当該 VHF-HIGH での発生率は極稀である。 

○ よって表記は、また地形、自然現象等での稀に発生する異常伝播等・・・

と修正 

【個人等（藤原功三）】

 18 ページの「異常伝搬」は「ス

ポラディックＥ層」によるもの

を想定しているものではなく、

予期しない電波の回り込み等に

よるものを想定しており、21 ペ

ージの「スポラディックＥ層」

とは書き分けています。 

 

3-60 2(1) イ 「全国向け

放送」の扱い 
19  「全国向け放送」については、「ＳＦＮを用いて単一のチャンネルのみを用

いる方法により置局を行うことを前提として、周波数帯域幅を割り当てるこ

とが適当である」とあることは、周波数の有効利用の点から適切な考えであ

る。ただし、世帯カバー率を確保するために複数のチャンネルが必要となっ

た場合の処置として、割り当てた帯域幅の分割や免許の取り消しが言及され

ている。そのようなことになれば、事業者としては、一定の帯域を以って事

業計画を立てて免許申請を行うことから、事業開始前での計画の破綻も懸念

される。そこで、記載の通り「一定程度の余裕を見越して」、例えば、事業者

の数を最小単位に絞るなど、本事業が順調に立ち上がり推移できるよう期待

する。 

【マルチメディア放送企画】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

3-61    「全国向け放送」については、「ＳＦＮを用いて単一のチャンネルのみを用

いる方法により置局を行うことを前提として、周波数帯域幅を割り当てるこ

とが適当である」とあることは、周波数の有効利用の点から適切な考えであ

る。ただし、世帯カバー率を確保するために複数のチャンネルが必要となっ

た場合の処置として、割り当てた帯域幅の分割や免許の取り消しが言及され

ている。そのようなことになれば、事業者としては、一定の帯域を以って事

業計画を立てて免許申請を行うことから、事業開始前での計画の破綻も懸念

 



43 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

される。そこで、記載の通り「一定程度の余裕を見越して」、例えば、事業者

の数を最小単位に絞るなど、本事業が順調に立ち上がり推移できるよう期待

する。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

3-62     V-HIGH は 14.5MHz と狭い帯域幅であり、ファイル型サービスが本メディア

の特徴の一つと位置づけると可能な限り高速で大容量のコンテンツを提供す

る事が前提となり、SFN での置局とする事に賛成である。しかしながら世帯

カバー率を確保するために複数のチャンネルが必要になった場合として「割

り当てた周波数の分割」、「免許の取り消し」が言及されているが、これを条

件とすることにより事業参入障壁とならないように別途記載されている「周

波数割り当ては一定程度の余裕を見越して行う」ことに賛成である。 

【伊藤忠商事】

 

3-63     最後の段落の後半「・・・こうした事態にもある程度は柔軟に対処できる

よう、事業者への周波数割当ては一定程度の余裕を見越して行うことが適当

である。」は、不適切である。各事業者が SFN による全国向け放送の構築が可

能であると懇談会に対して回答しているにも関わらず、SFN を事業者が実現

できない可能性を政府が先に想定して、予め条件を「一定程度の余裕を見こ

して」緩く設定することは、周波数の有効利用及び事業者の技術本位の選別、

さらにその結果生じる競争環境の促進を妨げることになり、不適切である。

よって、この部分の後半を削除し、単に「・・・免許を取り消す等の措置を

講じる。」と修正されたい。 

【クアルコム・ジャパン】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

3-64     「世帯カバー率 90％以上」は、ハード事業者が 2社あり、市場競争環境が

あることが前提である旨の記述をお願い致します。また、携帯端末向けマル

チメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会において「全国向け放送」

ヒアリング対象者全てが SFN 干渉は回避可能としており、SFN 干渉が発生し

た場合の周波数分割や免許取消などの記述は不要であると考えます。 

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

有限である周波数の有効利用を重視し、SFN 前提に技術検討を進めるべき

であると考えます。 

【モバイルメディア企画】

3-65    周波数帯域幅を分割したり、免許を取り消したりということが前提となっ

ているとすれば、事業者の事業計画が破綻することにもなりかねません。よ

って、全国向け放送が発展するためにも、割り当ての段階で、将来において

周波数帯域幅の減少や、免許の取り消しが起きないよう、行政上の指針を明

確にした上で、事業者の数が精査されることを要望いたします。 

【テレビ朝日】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-66    ○ 「全国向け放送」周波数については、当初の懇談会では複数チャンネル

で検討されたが単一チャンネルのみでも可能ではないかとの指摘を受け、

加えて事業者ヒヤリングで①②で SFN で対応可能が示され、SFN を前提と

して周波数帯域幅を割当るのが適当である。・・・と審議結果が出されて

いる。 

○ 「全国向け放送」方式は、SNF 方式が基本で、当 SFN 方式ではサービス

エリアー構成が困難地域・場所に限り MFN 方式が適用される。 

○ 免許を取り消す等の措置・・・とあるが電波法第５条（欠格事由）に該

当するとしての措置が行使されるのか。  

○ 代わる文案としては、「既設免許人相互間等での周波数利用計画調整」を

講じざるを得ないが、・・・・とに修正案 

【個人等（藤原功三）】

報告書（案）に記載している

とおり、「全国向け放送」では、

参入を検討している事業者はい

ずれもＳＦＮにより９０％を超

える世帯カバー率の確保は可能

としているため、報告書（案）

では、それについてＭＦＮを前

提としていません。また、それ

が達成できない場合の措置は、

現行の制度のみを前提としてい

るものではありません。 

 

3-67     周波数割当てにあたっては、技術的困難性、ネットワーク構築の確実性、

経済性等を考慮しつつも、周波数有効利用の観点を重視した割当を行うべき

と考えます。 

【メディアフロージャパン企画】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-68 2(2) 実現する放送ご

との周波数の割

20 地方ブロック向け放送のネットワーク構築には想定外のことが発生する恐

れがある。そのため、新型コミュニティ放送の実現については当初から年限

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として
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当て を設定することなく、地方ブロック向け放送のネットワーク構築の状況も勘

案しつつ検討すべきと考える。 

【文化放送】

承ります。 

 

3-69    地方ブロック向け放送のネットワーク構築には想定外のことが発生する恐

れがあります。したがって、新型コミュニティ放送の実現については当初か

ら年限を設定することなく、地方ブロック向け放送のネットワーク構築の状

況なども勘案しつつ検討すべきだと考えます。 

【栃木放送】

 

3-70    デジタル新型コミュニティ放送について 

周波数の割り当て及び実現については、現在なお進行中である「平成の大

合併」による、サービス地域の変更・競合・重複が起こらないよう、充分に

討議を重ねて頂きたい。 

【個人等（水上圭輔）】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

3-71    ・ 「新型コミュニティ放送」は、各市町村という狭いエリアを対象として

いるため、それに見合った小出力の電波を想定してシミュレーションし、

周波数利用効率について判断すべきと考えます。例えば、数十ｍＷの小出

力の送信局を、有線ネットワークを利用しながら複数設置してＳＦＮを実

現することにより、他エリアへの干渉を最小限にした市町村内のエリアカ

バーが実現できます。また、１エリアは１ｃｈ利用するとした場合、５ｃ

ｈ程度あれば全国の市町村において、「新型コミュニティ放送」が可能にな

るのではないかと考えます。「新型コミュニティ放送」への専用周波数割り

当てについて改めて検討して戴きますようお願い致します。 

・ 周波数の有効利用がなされるかの判断は、電波が発射されるエリアでは

なく、多くの利用者が有効に利用するかどうかで判断されるべきです。「新

型コミュニティ放送」が、多くの市町村において住民の生活利便性を向上

させるものであれば、一部の市町村で電波利用されていなくとも、周波数

の有効利用はなされていると考えます。一部地域で死蔵することを理由に、

今回新たに割り当てられる周

波数帯域幅は３２．５ＭＨｚし

かないことから、地域間の情報

格差が生じることの無いよう

「地域振興」「地域情報の確保」

といった理念を実現するために

は、まずは地方ブロック向け放

送を実現することが適当と考え

ます。 
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全国一律に専用周波数を割り当てないとの考え方は、地域事業者の無線事

業への参入障壁になるとも考えます。したがいまして、地域事業者への周

波数割り当ての是非については、地域事業者の意思や地域のニーズを十分

勘案して判断して戴きますようお願い致します。 

【ケーブルテレビ無線利活用促進協議会】

3-72    ・ 「新型コミュニティ放送」は、各市町村という狭いエリアを対象として

いるため、それに見合った小出力の電波を想定してシミュレーションし、

周波数利用効率について判断すべきと考えます。例えば、数十ｍＷの小出

力の送信局を、有線ネットワークを利用しながら複数設置してＳＦＮを実

現することにより、他エリアへの干渉を最小限にした市町村内のエリアカ

バーが実現できます。また、１エリアは１ｃｈ利用するとした場合、５ｃ

ｈ程度あれば全国の市町村において、「新型コミュニティ放送」が可能にな

るのではないかと考えます。「新型コミュニティ放送」への専用周波数割り

当てについて改めて検討して戴きますようお願い致します。 

・ 周波数の有効利用がなされるかの判断は、電波が発射されるエリアでは

なく、多くの利用者が有効に利用するかどうかで判断されるべきです。「新

型コミュニティ放送」が、多くの市町村において住民の生活利便性を向上

させるものであれば、一部の市町村で電波利用されていなくとも、周波数

の有効利用はなされていると考えます。一部地域で死蔵することを理由に、

全国一律に専用周波数を割り当てないとの考え方は、地域事業者の無線事

業への参入障壁になるとも考えます。したがいまして、地域事業者への周

波数割り当ての是非については、地域事業者の意思や地域のニーズを十分

勘案して判断して戴きますようお願い致します。 

【キャッチネットワーク】

 

3-73    ・ 「新型コミュニティ放送」は、各市町村という狭いエリアを対象として

いるため、それに見合った小出力の電波を想定してシミュレーションし、

周波数利用効率について判断すべきと考えます。例えば、数十ｍＷの小出
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力の送信局を、有線ネットワークを利用しながら複数設置してＳＦＮを実

現することにより、他エリアへの干渉を最小限にした市町村内のエリアカ

バーが実現できます。また、１エリアは１ｃｈ利用するとした場合、５ｃ

ｈ程度あれば全国の市町村において、「新型コミュニティ放送」が可能にな

るのではないかと考えます。「新型コミュニティ放送」への専用周波数割り

当てについて改めて検討して戴きますようお願い致します。 

・ 周波数の有効利用がなされるかの判断は、電波が発射されるエリアでは

なく、多くの利用者が有効に利用するかどうかで判断されるべきです。「新

型コミュニティ放送」が、多くの市町村において住民の生活利便性を向上

させるものであれば、一部の市町村で電波利用されていなくとも、周波数

の有効利用はなされていると考えます。一部地域で死蔵することを理由に、

全国一律に専用周波数を割り当てないとの考え方は、地域事業者の無線事

業への参入障壁になるとも考えます。したがいまして、地域事業者への周

波数割り当ての是非については、地域事業者の意思や地域のニーズを十分

勘案して判断して戴きますようお願い致します。 

【玉島テレビ】

3-74    ・ 「新型コミュニティ放送」は、各市町村という狭いエリアを対象として

いるため、それに見合った小出力の電波を想定してシミュレーションし、

周波数利用効率について判断すべきと考えます。例えば、数十ｍＷの小出

力の送信局を、有線ネットワークを利用しながら複数設置してＳＦＮを実

現することにより、他エリアへの干渉を最小限にした市町村内のエリアカ

バーが実現できます。また、１エリアは１ｃｈ利用するとした場合、５ｃ

ｈ程度あれば全国の市町村において、「新型コミュニティ放送」が可能にな

るのではないかと考えます。「新型コミュニティ放送」への専用周波数割り

当てについて改めて検討していただきますようお願いいたします。 

・ 周波数の有効利用がなされるかの判断は、電波が発射されるエリアでは

なく、多くの利用者が有効に利用するかどうかで判断されるべきです。「新
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

型コミュニティ放送」が、多くの市町村において住民の生活利便性を向上

させるものであれば、一部の市町村で電波利用されていなくとも、周波数

の有効利用はなされていると考えます。一部地域で死蔵することを理由に、

全国一律に専用周波数を割り当てないとの考え方は、地域事業者の無線事

業への参入障壁になるとも考えます。したがいまして、地域事業者への周

波数割り当ての是非については、地域事業者の意思や地域のニーズを十分

勘案して判断していただきますようお願いいたします。 

【ハートネットワーク】

3-75    ・ 「新型コミュニティ放送」は、各市町村という狭いエリアを対象として

いるため、それに見合った小出力の電波を想定してシミュレーションし、

周波数利用効率について判断すべきと考えます。例えば、数十ｍＷの小出

力の送信局を、有線ネットワークを利用しながら複数設置してＳＦＮを実

現することにより、他エリアへの干渉を最小限にした市町村内のエリアカ

バーが実現できます。また、１エリアは１ｃｈ利用するとした場合、５ｃ

ｈ程度あれば全国の市町村において、「新型コミュニティ放送」が可能にな

るのではないかと考えます。「新型コミュニティ放送」への専用周波数割り

当てについて改めて検討していただきますようお願いいたします。 

・ 周波数の有効利用がなされるかの判断は、電波が発射されるエリアでは

なく、多くの利用者が有効に利用するかどうかで判断されるべきです。「新

型コミュニティ放送」が、多くの市町村において住民の生活利便性を向上

させるものであれば、一部の市町村で電波利用されていなくとも、周波数

の有効利用はなされていると考えます。一部地域で死蔵することを理由に、

全国一律に専用周波数を割り当てないとの考え方は、地域事業者の無線事

業への参入障壁になるとも考えます。したがいまして、地域事業者への周

波数割り当ての是非については、地域事業者の意思や地域のニーズを十分

勘案して判断していただきますようお願いいたします。 

【ひまわりネットワーク】

 



49 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

3-76    ・ 「新型コミュニティ放送」においては、主に地域に必要な防災、行政、

交通など、日常の地域情報を流すことが想定され、多くの場合、直接の営

利性は排除したコンテンツであります。したがって、自治体自らがサービ

ス提供したり、地域密着型の既存事業者が既存事業の延長でサービス提供

することが考えられ、単独での事業採算性とは無関係にサービス提供する

ことが多いと思われます。このことから、「新型コミュニティ放送」に専用

周波数を割り当てない理由の一つとして事業採算性が確保できないとの記

載は削除していただきますようお願いいたします。 

【ケーブルテレビ無線利活用促進協議会】

現行法令を前提とすれば、放

送をする無線局の免許の申請が

あった場合、総務大臣は業務を

維持するに足る財政的基礎があ

ることを審査することとされて

いるところ、受信端末が十分に

普及していない段階において

は、事業採算性を確保すること

が困難である傾向が一層強まる

ことから記載しているもので

す。 

 

3-77    ・ 「新型コミュニティ放送」においては、主に地域に必要な防災、行政、

交通など、日常の地域情報を流すことが想定され、多くの場合、直接の営

利性は排除したコンテンツであります。したがって、自治体自らがサービ

ス提供したり、地域密着型の既存事業者が既存事業の延長でサービス提供

することが考えられ、単独での事業採算性とは無関係にサービス提供する

ことが多いと思われます。このことから、「新型コミュニティ放送」に専用

周波数を割り当てない理由の一つとして事業採算性が確保できないとの記

載は削除していただきますようお願いいたします。 

【キャッチネットワーク】
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

3-78    ・ 「新型コミュニティ放送」においては、主に地域に必要な防災、行政、

交通など、日常の地域情報を流すことが想定され、多くの場合、直接の営

利性は排除したコンテンツであります。したがって、自治体自らがサービ

ス提供したり、地域密着型の既存事業者が既存事業の延長でサービス提供

することが考えられ、単独での事業採算性とは無関係にサービス提供する

ことが多いと思われます。このことから、「新型コミュニティ放送」に専用

周波数を割り当てない理由の一つとして事業採算性が確保できないとの記

載は削除していただきますようお願いいたします。 

【ハートネットワーク】

 

3-79    （２）ｐ２０：新型コミュニティ放送は事業採算性を確保することが困難で

あり、受信端末が十分に普及していない段階で事業を開始する場合、そうし

た傾向が一層強まる。 

複数のチャンネル利用が想定される「地方ブロック向け放送」のネットワ

ークが一応整備された段階で、その地方ブロックで用いられていないチャン

ネルを使用して実現することが考えられる。 

 (コメント)本放送は、マスマーケット向けの番組配信を狭域で行うサービ

スではなく、特定のエリアに共通の目的を持って集まる多数の人々へ対

するサービスであり、効率的な新しい放送・通信連携メディアとして位

置づけられる。したがって、上記に述べる多種多様の事業者がその実現

を期待しており、以下の事業性の検討、準備が行われている。（UHF 帯域

の利用を検討） 

【一般公共エリアでの放送（Ｂ２Ｃ）】 

・中心市街地 

・住宅地 

・観光地 

・その他 

【ロケーションオーナーが明確なエリアでの放送（Ｂ２Ｂ２C）】 

本懇談会は、90-108MHz 及び

207.5-222MHz の周波数帯域の

「放送用」の利用について検討

を行っているものです。 

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

・スポーツ施設 

・イベント施設 

・テーマパーク 

・原子力発電所、防衛施設等及び周辺地域 

・コンビナート 

・公共交通、交通拠点（駅、空港等） 

・その他 

端末携帯向けマルチメディア放送サービス等のあり方に関する懇談会 報

告書（案）によると本放送のＶＨＦの跡地利用が可能となる時期が２０１２

～１７年になることが想定されている。受信端末の普及を含めた事業環境の

熟成が想定しにくいため、ＶＨＦの利用に先立ち、汎用携帯電話を対象とし

た放送（ＵＨＦ）をパイロットサービスとして実施し、事業性の検証、事業

実績の蓄積を先行実施すべきである。 

【ＹＲＰ研究開発推進協会】

3-80    現状の報告書案には、特定エリア向けの「スポット放送」という発想が欠

如しているように見受けられる。スポット放送とは、新型コミュニティ放送

の一形態と整理されるが、その目的は、例えば商店街やテーマパーク、地下

街や公共施設の構内など、限られたエリア向けの放送であり、従来からスポ

ットワンセグ等の名称で実験的な取り組みが各地でなされている。既にワン

セグ端末が 3 千万台を超える普及に至りＦＭケータイと同様に身近な放送受

信機となった現状において、これを使ったエリア向け情報配信ビジネス／サ

ービスのポテンシャルは計り知れないといっても過言ではない。地域の情報

発信のインフラとして、地域活性化に大いに貢献するであろうし、特に昨今

は、デジタルサイネージが急速に普及している中で、このサイネージとの連

携においてスポット放送はその場その場での顧客動線を誘導していく上での

有効な武器になりえることは衆目の一致するところである。（別紙 2参照＜省

略＞） 

マルチメディア放送の周波数

を用いた「特定エリア向けの「ス

ポット放送」については、端末

の普及等を勘案して、「新型コミ

ュニティ放送」の枠内で実現す

るべきと考えますが、今般の意

見募集に係る報告書（案）に対

する参考意見として承ります。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

しかしながら、現状の報告書ではスポット放送の参入余地についての言及

はなく、また新型コミュニティ放送の導入整備の順番に引きずられた場合、

これまでに顕在化してきているビジネスチャンスを潰してしまう危険すらあ

ると言えるだろう。 

ついては、新型コミュニティ放送の中でも特にスポット放送の早期導入に

ついて、早急に検討を行い、その導入までの指針を与えていただきたい。ま

た特にその免許制度については、従来の放送局とは違った新しいコンテンツ

プロバイダ(例えば商店街やテーマパークや公共施設など)が比較的自由に参

入できるような免許形態の在り方が望ましい。さらには、スポット放送にお

いても前述と同様にデータ放送の IP 化を実現することで、サイネージとの連

携や受信したデータの店舗端末との連携なども積極的に図っていくことが必

要である。 

【中村修（慶應義塾大学環境情報学部教授）】

3-81 2(3) Ｖ－ＬＯＷ、Ｖ

－ＨＩＧＨの割

当ての考え方 

21 「全国向け放送」への周波数の割当てについて、携帯電話端末での受信を

前提とし、携帯電話との関連性の高いビジネスモデルが想定されるというこ

とから、Ｖ－ＨＩＧＨとしたことは妥当であり高く評価される。 

【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

3-82     「全国向け放送」への周波数の割当てについて、携帯電話端末での受信を

前提とし、携帯電話との関連性の高いビジネスモデルが想定されるというこ

とから、Ｖ－ＨＩＧＨとしたことは妥当であり高く評価される。 

【マルチメディア放送企画】

 

3-83     「全国向け放送」への周波数の割当てについて、携帯電話端末での受信を

前提とし、携帯電話との関連性の高いビジネスモデルが想定されるというこ

とから、Ｖ－ＨＩＧＨとしたことは妥当であり高く評価される。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

 

3-84    携帯端末での受信を前提とした「全国向け放送」に対し、アンテナの内蔵が

可能になるＶ－ＨＩＧＨの周波数帯域を割り当てるのは適切だと考える。ま
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

た、複数のチャンネルが必要になる「地方ブロック向け放送」にＶ―ＬＯＷ

のより多くの周波数帯域を割り当てたことも評価できる。 

【東京放送】

3-85     マルチメディア放送は、主に携帯電話端末での受信を前提とし、「全国エリ

ア」において、視聴者が移動しながら生活圏を超越し、通信サービスと連携

した統合的なサービスを提供できることが重要である。また、携帯電話端末

へのアンテナの内蔵（小型化）を考慮すると、V-HIGH であることが適当であ

る。よって「全国向け放送」を V-HIGH としたことは適当であり、賛成する。

【ＮＴＴドコモ】

 

3-86    2011 年のサービス開始までの準備期間が 3 年と短い事もあり、「全国向け

放送」の受信端末は携帯電話が主軸となると想定される。従って、使用周波

数帯域は、携帯電話端末へのアンテナの内蔵が可能な、V-HIGH が適当であり、

賛成である。 

一方、同一技術方式の利用により、端末内で相互に連携するサービスも考

えられ、V-LOW との共用端末に関しては、技術的課題の解決について今後も

検討を進めていただきたい。 

【伊藤忠商事】

 

3-87    ・「新型コミュニティ放送」は、前述のとおり、日常の地域情報を地域住民

に無償で提供すること基本としていることから、住民の多くが受信可能な

端末を有していることが必要であり、多くの国民が所有する携帯電話端末

で受信できることが必須となります。したがって、全国向け放送と同様に、

「新型コミュニティ放送」も携帯電話端末に受信機能が搭載されるべきと

考えます。そのために、Ｖ－ＨＩＧＨの周波数を利用することが前提条件

であるのなら、「新型コミュニティ放送」においてもＶ－ＨＩＧＨ帯の専用

周波数が割り当てられるべきと考えます。 

【ケーブル無線利活用促進協議会】

全国向け放送の実現のために

は、１４．５ＭＨｚを削減する

ことは困難と考えます。 

 

3-88    ・ 「新型コミュニティ放送」は、前述のとおり、日常の地域情報を地域住  
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

民に無償で提供すること基本としていることから、住民の多くが受信可能

な端末を有していることが必要であり、多くの国民が所有する携帯電話端

末で受信できることが必須となります。したがって、全国向け放送と同様

に、「新型コミュニティ放送」も携帯電話端末に受信機能が搭載されるべき

と考えます。そのために、Ｖ－ＨＩＧＨの周波数を利用することが前提条

件であるのなら、「新型コミュニティ放送」においてもＶ－ＨＩＧＨ帯の専

用周波数が割り当てられるべきと考えます。 

【キャッチネットワーク】

3-89    ・ 「新型コミュニティ放送」は、前述のとおり、日常の地域情報を地域住

民に無償で提供すること基本としていることから、住民の多くが受信可能

な端末を有していることが必要であり、多くの国民が所有する携帯電話端

末で受信できることが必須となります。したがって、全国向け放送と同様

に、「新型コミュニティ放送」も携帯電話端末に受信機能が搭載されるべき

と考えます。そのために、Ｖ－ＨＩＧＨの周波数を利用することが前提条

件であるのなら、「新型コミュニティ放送」においてもＶ－ＨＩＧＨ帯の専

用周波数が割り当てられるべきと考えます。 
【ハートネットワーク】

 

3-90    ・ 「新型コミュニティ放送」は、前述のとおり、日常の地域情報を地域住

民に無償で提供すること基本としていることから、住民の多くが受信可能

な端末を有していることが必要であり、多くの国民が所有する携帯電話端

末で受信できることが必須となります。したがって、全国向け放送と同様

に、「新型コミュニティ放送」も携帯電話端末に受信機能が搭載されるべき

と考えます。そのために、Ｖ－ＨＩＧＨの周波数を利用することが前提条

件であるのなら、「新型コミュニティ放送」においてもＶ－ＨＩＧＨ帯の専

用周波数が割り当てられるべきと考えます。 
【ひまわりネットワーク】

 

3-91    Ｖ－ＬＯＷでの放送が検討されている「地方ブロック向けデジタルラジオ ご指摘はヒアリングの結果に
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

放送」については、デジタルラジオ推進協会（ＤＲＰ）にて試験放送を行い、

通信・放送連携サービス等につき各種検討されてきた。携帯電話にＦＭラジ

オの搭載も可能である現状から、Ｖ－ＬＯＷの携帯電話への搭載は、事業者

として強く期待したいところである。したがって、報告書にこの項目（注１）

をあえて付加する必要は無いものと考える。 

【アール・エフ・ラジオ日本】

よる事実関係の部分であり、修

正は不要と考えます。 

懇談会として、今後の技術革

新により携帯電話でＶ－ＬＯＷ

の放送の受信が可能となること

を否定するものではなく、その

ようになることを期待していま

す。 

 

3-92    携帯電話は今後の技術開発により、V-LOW アンテナ問題は解決される可能

性があり、「受信アンテナが長くなり、携帯電話端末へのアンテナの内蔵に難

点がある」との記載、及び注１の記載は修正されるのが望ましい。 

マルチメディア放送においては、特に携帯電話端末における今後の技術開発

を支援頂き、「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」が共に同一端末で

視聴できる環境を整備して頂きたい。 

【三井物産】

 

3-93    Ｖ―ＬＯＷでも、今後の技術革新により携帯端末での受信が可能になるこ

とを留意し、その旨、記載すべき。Ｖ―ＬＯＷを使用する事業者の発売端末

の可能性やビジネスモデルの可能性を狭めることにつながらないようにして

ほしい。 

【エフエム香川】

 

3-94    今後のめざましい技術革新によっては V-LOW が携帯端末での受信可能とな

ることを記載すべき。 

柔軟なビジネスモデルの可能性をせばめることにつながらないよう配慮い

ただきたい。 

【エフエム佐賀】
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3-95    今後の技術革新により携帯端末での受信がＶ‐ＬＯＷでも、可能になるこ

とを留意し、その旨の記載を求めたい。Ｖ‐ＬＯＷを使用する事業者の発売

端末の可能性やビジネスモデルの可能性を狭めることにつながらないように

してほしい。 

【エフエム福岡】

 

3-96    Ｖ－ＬＯＷも、今後の技術革新により携帯端末での受信が可能となること

を想定し、Ｖ－ＬＯＷを使用する事業者の発売端末の可能性やビジネスモデ

ルの可能性を狭めることにつながらないように配慮願いたい。 

【エフエム長崎】

 

3-97    Ｖ－ＬＯＷでも今後の技術革新により携帯端末での受信が可能だという点

に留意して、その旨を記載すべきです。Ｖ―ＬＯＷを使用する事業者の発売

端末やビジネスモデルの可能性を狭めることにつながらないようにしていた

だきたいと考えます。 
【岐阜エフエム放送】

 

3-98    Ｖ―ＬＯＷでも、今後の技術革新により携帯端末での受信が可能になるこ

とを留意し、その旨、記載すべき。Ｖ―ＬＯＷを使用する事業者の発売端末

の可能性やビジネスモデルの可能性を狭めることにつながらないようにして

ほしい。 

【エフエム山口】

 

3-99    現時点で V-LOW に対応するｱﾝﾃﾅを携帯電話に内蔵することが困難なことは

報告書の通りですが、技術革新により将来、搭載の可能性も考えられるので

この点に言及して欲しいと考えます。 

この実現は地域ブロック向け放送の事業展開にも大きな影響を与えると考

えます。 

【エフエムラジオ新潟】
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3-100    現時点の見通しではＶ－ＬＯＷに対応するアンテナを携帯電話に内蔵する

ことが困難なことは報告書の通りですが、技術革新により将来、搭載の可能

性も示唆していただきたい。これにより地域ブロック向け放送の事業展開に

も大きな影響を与えます。 

【静岡エフエム放送】

 

3-101    Ｖ―ＬＯＷでも、今後の技術革新により携帯端末での受信が可能になるこ

とを留意し、その旨、記載すべきである。ここに記載の内容ではＶ―ＬＯＷ

を使用する事業者の発売端末の可能性やビジネスモデルの可能性を狭めるこ

とにつながりかねないと考える 

【広島エフエム放送】

 

3-102    V-LOW を使用する放送についても受信端末は携帯電話端末を視野に入れ、

V-HIGH と同等の受信条件が確立されていることを前提に、「全国向け放送」

と「地方ブロック向け放送」の周波数帯域の割り当てを提案して頂きたい。

【岡山エフエム放送】

 

 

3-103     V－LOW を使用する事業者のビジネスチャンスに配慮したものにして欲し

い｡ 

【エフエム青森】

 

3-104    地方ブロック間の連携及び採算性のある事業として成立させるため、ブロ

ックの区分けについては全国的な連携を可能とする事業者の申請を基本とす

る制度の整備を強く望む。 

【岡山エフエム放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-105    受信端末の普及や受信者の利便性を考えると、Ｖ－ＬＯＷについてアンテ

ナが携帯電話端末に内蔵できるよう、技術開発の発展に強く期待したい。ま

た国には、メーカーに対してその働きかけをお願いしたい。 
【中国放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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3-106    デジタルラジオ放送はＶＨＦ－Ｌｏｗ帯を使用するとしていますが、現在

使用されている機器の互換性もなく、近隣諸国を含む海外ではＦＭ放送に使

われています。加えて、この周波数帯をデジタルラジオ放送に利用すると、

夏季のスポラディックＥ層発生時近隣諸国各局との混信が発生して受信不能

になることも十分予測されます。現在利用を検討している周波数帯はあまり

適当な周波数帯ではないと思います。よって、利用する周波数帯を今一度見

直した方が、さらに円滑な運用が出来ると思います。 
【個人等（小野拓真）】

地上テレビジョン放送の完全

移行により空き周波数帯となる

周波数については、電波有効利

用方策委員会報告（2007年6月）

において、「90－108MHzは、国際

電気通信連合憲章に規定する無

線通信規則において規定されて

いる周波数分配において放送業

務にのみ分配されており、多く

の国において音声放送用に使用

されていることをも考慮し、「放

送」用とすることが適当である」

とされたところであり、他の帯

域は他の用途に用いることが決

定しているところです。 

 

3-107 3(1) 「全国向け放

送」の扱い 
23 置局については、経済合理性を考慮の上、事業者の創意工夫に委ねること

が重要であり賛成である。 
【伊藤忠商事】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

3-108    認定計画制度に近い仕組みの導入には賛同する。ブロック分け、周波数の

割当て、置局のあり方などを、民間の創意工夫に任せることは、国民のニー

ズを的確に反映させることとなり、技術の発展やニーズの変化などへの臨機

応変な対応を可能とするものと考える。 

【エフエム大阪】
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3-109    ブロック分け、周波数の割り当て、置局等を民間の創意工夫に任せ提案さ

せ、それを審査する新制度を歓迎します。技術の発展はもとよりサービスニ

ーズの迅速な事業への反映を可能とするものです。 

【エフエム佐賀】

 

3-110     認定計画制度に倣った制度の導入に賛同いたします。ブロック分け、周波

数の割り当て、置局のありかたなどを、民間の創意工夫に任せて提案させる

ことは、国民のニーズを的確に反映させることになる上、技術の発展やニー

ズの変化などへの臨機応変な対応を可能とするものと考えます。 

【エフエム東京】

 

3-111    認定計画制度に倣った制度の導入に賛同する。ブロック分け、周波数の割

り当て、置局のありかたなどを、民間の創意工夫に任せて提案させ、それを

審査する制度整備を歓迎する。それは、国民のニーズをビビッドに反映させ

ることになる上、技術の発展やニーズの変化などへの臨機応変な対応を可能

とするものである。 

【エフエム山口】

 

3-112    認定計画制度に倣った制度の導入に賛同する。ブロック分け、周波数の割

り当て、置局のありかたなどを、民間の創意工夫に任せて提案させ、それを

審査する制度整備を歓迎する。 

【広島エフエム放送】

  

3-113     認定計画制度に倣った制度の導入に賛同いたします。ブロック分け、周波

数の割り当て、置局のありかたなどを、民間の創意工夫に任せて提案させる

ことは、国民のニーズを的確に反映させることになる上、技術の発展やニー

ズの変化などへの臨機応変な対応を可能とするものと考えます。 

【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】
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3-114    ７．周波数の割当は、できるだけ民間に任せる柔軟性が不可欠です。認定計

画制度に準ずる制度が検討されていますが、絶対に導入すべき制度であり

ます。 

【個人等（匿名）】

  

3-115    置局について、事業者の創意工夫に委ねることが適当とし、そのため、移

動系電気通信業務について導入されている認定計画制度を参考にする旨が記

載されているが、放送はソフトやサービスがまずあって成立することから、

どのようなソフトやサービスであるのかも合わせて総合的に比較審査とする

べきではないかと考えられる。 
【マルチメディア放送企画】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-116    置局について、事業者の創意工夫に委ねることが適当とし、そのため、移

動系電気通信業務について導入されている認定計画制度を参考にする旨が記

載されているが、放送はソフトやサービスがまずあって成立することから、

どのようなソフトやサービスであるのかも合わせて総合的に比較審査とする

べきではないかと考えられる。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

 

3-117    「こうした仕組みを導入した場合、個々の放送局の免許は、基本的には個

別の放送局が他の無線局に悪影響を及ぼさないことを確保する観点から行わ

れること」とあるが、ハード事業者が複数で、置局計画が著しく異なる場合、

例えば、放送型ネットワークと小セル型ネットワークでそれぞれ構築した場

合には、相互の干渉が生じるという課題があることに留意すべきである。認

定計画制度による比較審査においては、このような問題について適切な調整

と適確な判断を期待する。 
【マルチメディア放送企画】

「全国向け放送」についてハ

ード事業者を複数とした場合に

必要となる調整については、p29

の③の注に「ハード事業者間で

調整することを義務づける等の

措置が不可欠となる」と記述し

ており、今後の検討課題である

と認識しています。 

 

3-118    また、「こうした仕組みを導入した場合、個々の放送局の免許は、基本的に

は個別の放送局が他の無線局に悪影響を及ぼさないことを確保する観点から
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行われること」とあるが、ハード事業者が複数で、置局計画が著しく異なる

場合、例えば、放送型ネットワークと小セル型ネットワークでそれぞれ構築

した場合には、相互の干渉が生じるという課題があることに留意すべきであ

る。認定計画制度による比較審査においては、このような問題について適切

な調整と適確な判断を期待する。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

3-119    ハード事業者が複数で、置局計画が著しく異なる場合、例えば、放送型ネ

ットワークと小セル型ネットワークで夫々構築した場合、相互の干渉が生じ

る課題があることに留意すべきである。このような技術的な差異については、

事業者間で調整不能なことも想定されることから、認定計画制度による比較

審査において、どのように調整し決定するのか、あらかじめ明らかにしてお

くべきである。 

【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】

 

3-120    携帯電話端末が主たる受信機を想定するマルチメディア放送は、基幹放送

には該当しないと考えており、またマルチメディア放送におけるビジネスモ

デルが明確でないことを考慮したとき、認定計画制度のような制度が導入さ

れた場合、事業者に対して設備投資を強要することにもなり、経営を圧迫す

るおそれがあると考えます。よって、国民のニーズやビジネスモデルをにら

みながらマルチメディア放送を発展させるという視点から、経営を縛ること

にもなりかねない認定計画制度のような制度が導入されることは現時点では

反対いたします。 

【テレビ朝日】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-121 3(2) 「地方ブロック

向け放送」の扱

い 

23 ～

24 
 「地方ブロック向け放送」の区分けについては、マルチメディア放送が実

現可能な効率的な区分けと同時に事業採算性を加味した区分けか望まれる

が、一方で利用者の立場からみて今後、道州制問題など急速に進展すること

も加味し、国民のニーズにたった有効利用等を踏まえ、更に検討することに

賛同する。 

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 
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【エフエム香川】

3-122    「地方ブロック向け放送」の区分けについては、実現可能な効率的な区分け

と事業の採算性を加味した区分けが望まれる。しかしながら事業者側からみ

るだけでなく利用者の立場からみて今後様々な問題や制度が急速に進展し変

化することも加味しながら、国民のニーズや周波数の有効利用等を踏まえ、

更に検討することに賛同する。 
【エフエム徳島】

 

3-123    国民ニーズが反映された効率的な区分けを行うために、たとえば全国連携

可能な事業者によるブロック分け申請を認めるなどの認定計画制度の導入を

望む。 

【エフエム大阪】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-124    事業の採算性を考えると、ブロックの区分は全国連携可能な事業者の申請を

可とした制度を望む。 

【エフエム青森】

 

3-125    「地方ブロック向け放送」の区分けについてはマルチメディア放送が実現

可能で効率的な区分けとし、放送事業者の創意工夫に委ねた、全国的に連携

が可能な事業者による区分けを可能とする制度となることを望む。 

【エフエム鹿児島】

 

3-126    マルチメディア放送が実現可能な効率的かつ、事業の採算性を配慮した区

分けが望まれます。 

そのためには、全国１つの、もしくは全国連携可能な事業者によるブロッ

クの区分け申請を可能とした制度を望みます。 

【エフエム佐賀】

 

3-127    「地方ブロック向け放送」の区分けについては放送実現可能な効率的な区

分けと、事業採算性も加味した区分けが望まれる。そのために、①の全国一

つもしくは、全国連携可能な事業者による申請が認められることを望む。 

【エフエム滋賀】
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3-128     「地方ブロック向け放送」の区分けについては、全国向け放送と同様、国

民のニーズが反映された効率的な区分けが事業採算性を加味したうえで決定

されることが臨まれます。このため、全国一つの、もしくは全国連携可能な

事業者によるブロックの区分け申請を原則とする認定計画制度の導入を強く

希望します。 

【エフエム東京】

 

3-129    「地方ブロック向け放送」の区分けについては、マルチメディア放送が実

現可能な効率的な区分けと同時に事業採算性を加味した区分けが望まれる。

そのためには、全国一つの、もしくは全国連携可能な事業者によるブロック

の区分け申請を是とし、そのための制度整備を望みます。 

 また、ブロック分け、周波数の割り当て、置局のありかたなどについては、

全国向け放送と同様、放送事業者の創意工夫に委ねた認定計画制度の導入を

望みます。 

【エフエム栃木】

  

3-130     「地方ブロック向け放送」の区分けについてはマルチメディア放送が実現

可能な効率的な区分けと同時に事業採算性を加味した区分けが望まれる。そ

のためには、全国一つの、もしくは全国連携可能な事業者によるブロックの

区分け申請を是とし、そのための制度整備を望みます。 

【エフエム宮崎】

 

3-131    「地方ブロック向け放送」の区分けについては、マルチメディア放送が実

現可能な効率的な区分けと同時に事業採算性を加味した区分けか望まれる。

そのためには、全国一つの、もしくは全国連携可能な事業者によるブロック

の区分け申請を是とし、そのための制度整備を強く望む。 

【エフエム山口】

 

3-132    「地方ブロック向け放送」の区分けについては、マルチメディア放送が実

現可能な効率的な区分けと同時に事業採算性を加味した区分けが望まれる。

そのためには、全国一つの、もしくは全国連携可能な事業者によるブロック
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の区分け申請を是とし、そのための制度整備を強く望む。また、別の考え方

として、地上デジタルテレビジョン放送のハイビジョン伝送に使用している

帯域を更なる圧縮技術により 10 セグ程度まで圧縮し、空いたセグメントをデ

ジタルラジオに使用するという事が可能であれば、テレビ事業者が受託、ソ

フト事業者が委託事業者となり、インフラ整備への投資が大幅に軽減できる

と考える。 

【広島エフエム放送】

3-133     「地方ブロック向け放送」の区分けについては、全国向け放送と同様、国

民のニーズが反映された効率的な区分けが事業採算性を加味したうえで決定

されることが臨まれます。このため、全国一つの、もしくは全国連携可能な

事業者によるブロックの区分け申請を原則とする認定計画制度の導入を強く

希望します。 

【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】

  

3-134    周波数割り当てについては、混信・妨害が発生しないよう全国全ブロック

を考慮した周波数割り当て調整が必要であると考える。円滑な置局作業の実

現のためにも「基本的な周波数の割り当て」については、国が調整すること

が望ましい。 

【中国放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-135     「地方ブロック向け放送」の周波数の割り当てについては、各地方ブロッ

ク間の混信等が発生しないように、全国で複数のチャンネルが必要であり、

全国全ブロックを考慮した周波数割り当ての調整が必要であると考える。放

送事業者の創意工夫に委ねた「全国向け放送」に準じた仕組みを導入するこ

とも考えられるが、円滑な置局作業を実現させるためにも、「基本的な周波数

の割り当て」については、国が各ブロック間の調整をすることが望ましいと

考える。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

 

3-136    「地方ブロック向け放送」の周波数割当てについては、各地方ブロック間  
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の混信等が発生しないように、全国で複数のチャンネルが必要であり、全国

全てのブロックを考慮した割当ての調整が必要となる。従って、円滑な置局

作業を実現するためにも、国が各ブロック間の調整を行うことを要望します。

【毎日放送】

3-137    周波数割り当てについては混信等が発生しないよう、全国全ブロックを考

慮した調整をおこなう必要があり、円滑な置局作業を実現するためにも国が

各ブロック間の調整をすべき。 

【山口放送】

 

3-138    基本的な周波数の割り当ては、国が各ブロック間の調整をしていただきた

い。 

【和歌山放送】

 

3-139    ブロック分けに関しては事業者任せでなく国が決めてほしい。 

報告書案のＮＨＫの地方番組審議会の区分け案や自民党の道州制推進委員

会案も考慮する必要もあるとは思うが、日頃の経済の結び付きや交通・文化・

住民の生活圏や放送局と地域の拘わりを考慮した上でブロック分けを望みた

い。 

特に試案の中部ブロックエリアは北陸地方を含んだ広範囲な設定で、地域

情報と言っても生活実態、経済環境が異なるためと、山脈に遮られた物理的

交通時間の大きさと地域住民の生活時間から車でのマルチメディア放送の利

用を考えれば、北陸地方と中部地方は分けた方がより地域に必要な濃い情報

が発信出来る。 

【エフエム愛知】

 

3-140    地方ブロックの区分けは、あらかじめ国が決定すべきである。 

【エフエム仙台】

 

3-141    「地方ﾌﾞﾛｯｸ」は、ﾌﾞﾛｯｸ分けする地域の経済圏（住民の生活圏）を基準と

し、国が決めていただきたいと考えます。この場合、従前から存在する歴史

ある地域ブロックの分け方（例・「関東甲信越」等々）は尊重されてよいので
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はないかと考えます。 

【エフエムラジオ新潟】

3-142    「地方ブロック」はブロック分けする地域の経済圏（住民の生活圏）を基

準とし、国が決めていただきたい。 

尚、報告書案では NHK の地方放送番組審議会の区分けが例示されているが、

この区分けでは生活圏を大きく上回るため、生活圏を中心とした区分けの例

では歴史のある選抜高校野球の地域ブロック分けなどを参考にしていただき

たい。 

【静岡エフエム放送】

 

3-143    「地方ブロック」の区分け及び周波数の割り当ては、特定事業者の意向に

偏ることがあってはいけないので、国が行うか、国が強いリーダーシップを

とることが必要と考えます。この場合、各地方ごとの周波数（帯域）需要を

正確に把握し、周波数（帯域）不足や死蔵が起こらないようにすることが重

要と考えます。 

【ベイエフエム】

 

3-144    災害時の緊急放送をはじめとする地域情報の確保や、地域文化・地域社会

への貢献の面から考えて、「とりあえず申請があった地方ブロックについて処

理を行うこと」に賛成する。 

周波数割り当てについては、混信・妨害が発生しないよう全国全ブロック

を考慮した周波数割り当て調整が必要であると考える。円滑な置局作業の実

現のためにも「基本的な周波数の割り当て」については、国が調整すること

が望ましい。 

また、準備ができたブロックから順次申請がなされた場合においても周波

数割り当てが可能となるような「周波数使用計画」が策定されることを希望

する。 

【中国放送】【一部再掲】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-145     実際の申請については、各地方ブロックの事業計画を考慮しながら、準備  
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が出来たブロックから順次処理する枠組みを可能とすることを希望する。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

3-146    「地方ブロック向け放送」の割り当てについては、各ブロックの市場性、

事業計画等を考慮しながら、参入申請があったブロックから順次処理してい

くこと要望します。 

【毎日放送】

 

3-147    実際の申請については各地方ブロックの事業計画を考慮しながら、準備が

できたブロックから順次処理する枠組みを考えてもらいたい。 

【和歌山放送】

 

3-148    申請が行われない地方ブロックが生じた場合、「全国向け放送」に改めた上

で再度参入希望者を募集とする考えだが、「ブロック放送」の基本方針に反す

る。 

【エフエム仙台】

 

3-149    ３．放送対象地域について 

「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」のブロック分けは、関係事業者

の意向を十分に尊重し、国民・聴取者の利益、地域の生活圏、経済、文化、

歴史などを総合的に考慮したうえで決定するのが適切である。申請が行われ

ない地方ブロックが生じた場合の処理として、「地方ブロック向けデジタルラ

ジオ放送」への割り当てを「全国向け放送」に改めた上で、再度参入希望者

を募集するとの考えが例示されているが、こうした手法は申請事業者の事業

計画に対する影響が大きく、また、申請があったブロックにおける国民・聴

取者の期待に背くことにもなり、採用すべきでないと考える。 

【日本民間放送連盟】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-150    申請の無いブロックがある場合に、「地方ブロック向けデジタルラジオ」へ

の割当てを「全国向け放送」としたうえで再度参入希望者を募集するという

ことでは、既申請事業者の事業計画そのものを１から見直すことなり、事業

者側に多大な負担となるばかりでなく、サービス開始時期の大幅な遅れをも
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たらすことにもなりかねない。 

地域に密着した地域ブロック毎のサービスが、きちんとおこなわれるような

制度の整備が望まれる。 

【アール・エフ・ラジオ日本】

3-151    申請がおこなわれない地方ブロックが生じた場合の処理として、「地方ブロ

ック向け放送」への割当を「全国向け放送」に改めた上で、再度参入希望者

を募集するとの考えが示されているが、このやり方は申請した事業者の事業

計画そのものに大きく影響するので、採用すべきでない。「地方ブロック」ご

とに発信されるブロックの情報は災害時の安心報道等を例にとってみても必

須のものであり、「地域振興」「地域情報の確保」の観点からも「地方ブロッ

ク向け放送」への割当は止めるべきでない。 

また、「地方ブロック向け放送」に参入する放送事業者の比較審査にあたっ

ては、２００３年以来、実用化試験放送を実施し、技術基準や新しいサービ

スの開発、実験で実績を積み重ねてきた放送事業の実績、貢献や、「既存ラジ

オのノウハウの活用」が可能であるか等を評価項目に入れるべきである。 

【大阪放送】

 

3-152    ラジオ放送事業をめぐる状況は各地方ブロックにおいて、必ずしも一律で

はない。申請が行われない地方ブロックが生じた場合に、「すべて全国向け放

送に改めた上で再度参入希望者を募る」などの対応策が例示されているが、

これは決して採用すべきではないと考える。申請に関しては、各地方ブロッ

クの聴取者、事業性、経済、文化、歴史などを勘案の上、準備ができたブロ

ックから段階的に処置していくような対応が望ましい。そもそも各地方の地

域性や多様性を生かすためのブロック分けでもあり、その意義が生かされな

いことにもなる。 

【東京放送】
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3-153    申請が行われない地方ブロックが生じた場合の処理として、「地方ブロック

向けデジタルラジオ放送」への割当を「全国向け放送」に改めた上で、再度

参入希望者を募集するとの考えが示されているが、このやり方は申請した事

業者の事業計画そのものに大きく影響するので、採用すべきでなく、「地方ブ

ロック」ごとに発信されるブロックの情報は、災害時の安心報道等を例にと

ってみても必須のものであると考えます。申請がおこなわれない地方ブロッ

クが生じた場合にあっても、他のブロック事業者の協力や参入を含め、ブロ

ックサービスがきちんとおこなわれるよう、制度の検討がなされるべきであ

ります。 

【栃木放送】

 

3-154    申請が行われない地方ブロックが生じた場合の処理として、「地方ブロック

向けデジタルラジオ放送」への割当を「全国向け放送」に改めた上で、再度

参入希望者を募集するとの考えが示されているが、相当のブロック申請があ

れば「全国向け放送」に再度参入希望者を募集する必要はなく、申請がおこ

なわれなかったブロックへの対応は、申請を待つなど、改めて考慮されるべ

きであると考える。 

【ニッポン放送】

 

3-155    （編注：報告書案 24 ページ「すべて「全国向け放送」に改めた上で再度参

入希望者を募集すること」との記述に対し、） 

「全国向け」「地方ブロック向け」を別々の周波数割当とする制度理念を尊

重するためには、このやり方は採用すべきではない。 

申請がおこなわれない地方ブロックが生じた場合でも、他のブロック事業

者の協力や参入を含め、ブロックサービスが確実に担保されるべき。 

【山口放送】

 

3-156    国が地方ブロックの区分けやその地方ブロック利用条件をあらかじめ定め

る②の場合を希望する。 参入事業者任せでは調整が取れない場合が起こり

得ると危惧する。国がブロック用チャンネルを設定し放送事業者が申請する
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場合、申請のない地方ブロックが生じた場合は申請のあったブロックまで割

当てを止める、とあるのは申請した事業者の事業意欲を国が削ぐ事になり住

民の失望感も大きい。 この処置案は賛成できず、下段の「とりあえず申請

のあったブロックについて処理する」制度にして戴きたい。 

【エフエム愛知】

3-157    仮に現在のアナログラジオのサイマル放送だけでスタートしたとしても、

近い将来においてＩＣＴ技術が更に発展した段階で、数多くの新規サービス

にチャレンジできると期待するラジオ事業者がいる。 

制度がスタートしたのち、申請がなければ直ぐに「地方ブロック向け」割

当を止めるといった拙速な判断は避けるべきである。少なくとも数年程度、

参入の申請を待つ期間を設けるのが望ましいと考える。事業者が準備と覚悟

を整えるまでの猶予すら認めないというのでは、情報文化振興の観点から好

ましいことでないと考える。 

【エフエム群馬】

 

3-158    第一案の申請があった地方ブロックでの放送も含め「地方ブロック向け放

送」への割り当てを止めすべて「全国向け放送」に改めた上で再度参入希望

者を募集する場合、既に申請しているブロックの事業者やユーザに混乱を与

え新たな放送のイメージに影響を与えます。したがって第一案は採用すべき

ではないと考えます。したがって、第二案の「とりあえず申請があったブロ

ックについて処理を行うこと」としていただきたい。 

【静岡エフエム放送】

 

3-159    また、「地域向けの放送」は、生活圏を中心に考慮すべきであり、基本的に

県域放送とするのが望ましい。「地域向けの放送」においては、県域ごとに少

なくとも１セグ以上の電波帯域を確保するべきである。 

【エフエム群馬】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-160    「地方ブロック」の区分けについて、電波の逼迫情報は十分理解するもの 今般の意見募集に係る報告書
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の、文化・物流等の交流圏域と社会的役割を考えれば、太平洋側の東海地区

と日本海側の北陸地区を併せた「中部ブロック」では有機的結合は少なく、

「北陸ブロック」或いは北陸地区と信越地区を併せた「北信越ブロック」を

認めるべきである。行政的には北陸総合通信局、北陸農政局等があり、これ

を当地の発展のためのブロックの基本とすべきと考える。 

【エフエム石川】

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-161    「地方ブロック向け放送」の区分けについては、マルチメディア放送を現

実のものとするための効率的な区分け（周波数の割当て）が必要ということ

は十分理解しており、また今後導入されるであろう「道州制」の区割り案と

も密接に関係している問題であると認識している。しかしながら事業の採算

性確保の為には、単なる地理的条件による区分けではなく、「地域経済」、「歴

史文化」「人的交流圏域」などブロック内が有機的に結合している区分けを希

望するものである。 

【福井エフエム放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

3-162    （編注：「国が異なる地方ブロック間のチャンネル利用について個別の調整

することは必要なく、放送事業者の創意工夫に委ねた「全国向け放送」に準

じた仕組みを導入することも考えられる。」という記述について）地方ブロッ

ク向け放送は、きめ細かな災害報道などを可能とするなど、より公共的な役

割りをもつサービスが期待される。このため、地域間混信などを排除するた

めにも全国向け放送に比べ、十分な精査が必要と考える。 
【デジタルラジオ推進協会】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

3-163    地方ブロック向け放送の周波数割当方法は、今後の検討に委ねられている

が、以下のことを配慮した検討が必要であります。 

・ブロック間の電波干渉やブロック内の SFN 干渉への対応などきめ細かい周

波数割当が要求されます。 

・分割可能な帯域幅がより狭い方式を採用することにより周波数を無駄なく

配置でき、電波の有効利用につながります。 
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・技術方式の選択とも密接に関係することから、技術方式の検討と連携して

周波数割当を検討すべきと考えます。 

【栃木放送】

3-164    地方ブロック向け放送の周波数割当方法は、今後の検討に委ねられている

が、以下のことを配慮した検討が肝要である。 

・ ブロック間の電波干渉やブロック内のSFN干渉への対応などきめ細かい

周波数割当が要求される。 

・ 分割可能な帯域幅がより狭い方式を採用することにより周波数を無駄

なく配置でき、電波の有効利用に繋がる 

【文化放送】

 

3-165    「地方ブロック向け放送」については、今後の検討に委ねられているので、

制度化の理念に述べられているように、「地域振興」「地域情報の確保」・・で

述べられている地域の考え方と相違することが考えられるので、広くするこ

とだけではなく、番組内容によって、地方ブロックを例えば、現在のテレビ

放送の広域（東海地方）に分けた同一の放送番組を放送できるように制度面

及び技術面の双方に係る検討をしていただきたい。 

【ＺＩＰ－ＦＭ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

3-166    地方ブロックの区分けと同様に地方ブロック内の区分けも放送事業者の創

意工夫に委ねることが肝要と考える。 

【九州朝日放送】

 

 ２６ページの修正のように、

地方ブロック内で、地方ブロッ

クで同一の放送番組を放送しな

がら、あわせて地域向けの放送

番組を放送することを可能とす

る場合には、ご指摘のように考

えられます。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 意見に対する考え方 

3-167    地方ブロック向け放送の周波数割当て方法は、今後の検討に委ねられてい

るが、ブロックによっては参入希望者数の多寡が発生することが想定される。

ブロックごとの周波数帯域の割当てについては、割り当て周波数帯幅を一律

とするのではなく、状況に応じて柔軟に対応（増減）できるように考えてお

くべきである。 

【アール・エフ・ラジオ日本】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

3-168    （編注：「地方ブロック向け放送」の周波数の割り当てに方法について）地

方ブロック向け放送のデジタルラジオに参入する放送事業者の比較審査にあ

たっては、省令に基づき 2003 年以来、実用化試験放送を実施し、技術基準や

新しいサービスの開発、実験で実績を積み重ねてきた放送事業の実績、貢献

を評価項目に入れるべきと考える。 

【デジタルラジオ推進協会】

参入の事業者等の考え方につ

いては第４章に記載していると

おりですが、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 

 

 

3-169    地方ブロック放送に関しては、「今後の検討」に委ねられている課題が多す

ぎる。報告書はより結論に近づけるか、少なくとも他のほとんどの課題につ

いてなされている様に、可能性のあるシナリオを描くべきである。主要な課

題は全国放送にも関連する一方、災害対応のような地方の重要課題はワンセ

グで行うことが可能である。 

【Big Picture International】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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４．「第４章 制度の在り方」に対する意見 

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-1 1(1) マルチメデ

ィア放送の

定義 

25  （編注：「第４章 １（１）マルチメディア放送の定義」において）「「全

国向け放送」「地方ブロック向け放送」等の別を問わず、（中略）このため、

放送しなければならない「形態等」を定める事なく、携帯端末での受信を

前提として、「映像・音声・データ」、「リアルタイム・ダウンロード」とい

ったサービスを自由に組み合わせることを可能とするよう定義づけること

が考えられる。」という考え方に賛同します。 
【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

4-2    マルチメディア放送の定義として、従来のような放送の形態等に応じた

規定をやめ、事業者の創意工夫に最大限に配慮した柔軟な定義とする姿勢

は、非常に正しい発想であり、大いに賛同できるところである。ただし、

これを真に実現するには、放送方式を１にするか複数にするか、といった

伝送レイヤでの方式議論以上に、コンテンツ製作者にとってハードルの低

い(コストが低く自由度が高い)製作環境を実現するためのコンテンツ方式

のあり方や、従来の放送で言われてきた放送の一意性からの脱却、例えば

受信デバイス能力に応じた表示の自由度、といった新しい発想を許容する

のか、といったコンテンツ面での議論が十分に尽くされなくてはならない。

【中村修（慶應義塾大学環境情報学部教授）】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

4-3     データファイルのダウンロードサービスに関しては、多種多様なサービ

スとなる可能性を秘めている。したがって、特定のデータ形式に囚われず、

汎用的な複数のデータ形式の利用が可能となる仕組みとすることが肝要。

早期に技術基準、運用規定の検討を進めるべきと考えます。 
【ＹＲＰ研究開発推進協会】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-4     「形態等」を定めないことには賛成できる。その上で、「全国向け放送」

と「地方ブロック別放送」について、目的と性格を区分するのが望ましい

と考える。例えば「全国向け放送」の性格は、通信事業に放送技術を加味

したマルチメディアとし、コンテンツは蓄積型とデータを中心にリアルタ

イムコンテンツを付加する。一方、「地方ブロック別放送」の性格は、放送

事業にデジタル技術を加味したマルチメディアとし、リアルタイムコンテ

ンツを中心に蓄積型コンテンツやデータを付加する。つまり、後者は現状

のラジオをデジタル化してデータ等を付加するイメージとする。これによ

り、県域ラジオ事業者の参入を促す。 

この場合、技術基準は統一し、「全国向け放送」と「地方ブロック別放送」

を同一の携帯端末でワンセグ放送並みに受信できることを必須条件とした

い。 

【エフエム群馬】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 「マルチメディア放送」は、

放送対象地域の相違を前提とし

て、自由なサービス提供を可能

とすることが重要と考えていま

す。 

また、技術方式については、

第５章のとおりです。 

 

4-5     「マルチメディア放送」の中にあって、「地方ブロック向けデジタルラジ

オ放送」は、従来のラジオがもっていた“アイズ・フリー”（視覚に頼らな

い）の利点を最大に生かしながら、なおかつ簡易映像、データ放送、双方

向サービスなどの機能が付加された、まったく新しいメディアとして、き

ちんと位置づけられるべきものと考える。従って、映像を中心とするテレ

ビジョンに近似したサービスとは、明確に区別されるべきである。 

【ニッポン放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 なお、報告書（案）におけ

るマルチメディア放送の定義に

よれば、ご指摘のサービスは可

能であると考えます。 

4-6    ・現在デジタルラジオは音声中心の超短波放送の枠組みの中で実用化試験

放送を実施している。地方ブロック向け放送のデジタルラジオは、今後と

も音声放送を核とし、デジタル技術を駆使したデータ放送やダウンロード

サービスなど、新たな機能を利用したサービスの展開を図る新しいメディ

アと考える。 

・一方、携帯端末で受信することを考えれば、移動中にサービスを受信す

ることも多く想定できることから、“アイズ・フリー”としての特性を生かし
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

た音声中心コンテンツ（音声中心＋簡易映像＋データ等）をサービスの軸

としてゆくことも考えられる。 
【デジタルラジオ推進協会】

4-7     （サービスの定義について）現在、すでにアナログラジオ放送を行いな

がら、当サービスへの参入を図ろうとしているものの多くは、動画サービ

スを売りにするようだが、それでは、ワンセグテレビと何が違うのか明確

にして頂きたい。 
（報告書内の「現在の各放送の定義」における表でも、ワンセグ放送とデ

ジタルラジオの簡易動画付き放送は、周波数帯の違い以外は、全く同じ欄

を示している。） 
動画ばかり追うと、これまで80年以上に亘って培ってきた、「ラジオ」そ

のものが、テレビに飲み込まれるのではないかと懸念します。 
もっと、従来のラジオの特性を活かしたデジタルラジオサービスの向上

に努めて頂きたい。 
【個人等（水上圭輔）】

 本懇談会でも、マルチメディ

ア放送は、事業者の創意工夫が

最大限に生かされ、国民のニー

ズに的確に対応することとなる

ことを期待するものです。 
 

4-8     該当部分の前段では、サービスの自由な組み合わせを強調しながら、後

段で「映像」についてのみ、その品質に言及している理由は何でしょうか。

「映像」の品質については特に言及せず、技術的規格検討と事業者の選択

に任せる事が適切と考えます。 
【デジタル放送研究会】

 マルチメディア放送における

「映像」が現在の「ワンセグ放

送」「テレビジョン放送の本放

送」との比較で、どの程度のも

のを前提とすることが適当か

（それにより一定帯域で確保で

きるチャンネル数も異なる）を

検討する必要があるのではない

かという問題意識によるもので

す。 
今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

承ります。 

 

 

4-9     「映像」の品質については、圧縮技術の進化や、画面の大型化など端末

技術の進化、また普及の状況等から、その時点でユーザニーズに併せた最

も適切な画質のコンテンツを提供・販売すべきで、一律の規制はなじまな

いと考えられる。 
通信と同じく最新の技術動向や国民のニーズを踏まえたサービス品質の

向上をもたらすためにも、基本的には事業者の創意工夫に任せるような制

度となることを強く期待する。 
【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

 ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 

 

4-10    映像の品質は現在のワンセグと同様のものとするとしているが、マルチ

メディア放送の映像品質と機能はワンセグよりも相当高度なものでなくて

はならないと理解している。現在、これを提供しているのはMediaFLOと

DVB-Hである。 
【Big Picture International】

「ワンセグ放送」は具体的な

イメージのために表記している

ものであり、「定義」においては、

今後の技術の進展等に柔軟に対

処できるようにすることが必要

であると考えています。 

 

4-11     「マルチメディア放送」の定義が明確にならなければ事業者にとって事

業の計画を立てることすら出来ない。よって、できるだけ早い時期に定義

を定めることを希望する。 
【エフエム徳島】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。なお、スケジュール

については、第６章に記載のと

おりです。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-12 1(2) 放送対象地

域 
26 「地方ブロック向け放送」についても「全国向け放送」と同様「地方ブ

ロック向け放送」に割り当てた周波数により、「地方ブロックで同一の放送

番組」を放送しながら、あわせて「県域向けの放送番組」を放送出来るこ

とを想定してほしい。 

【ラジオ福島】

 ご指摘を踏まえ、注として、

「「地方ブロック向け放送」につ

いても同様に、「地方ブロックで

同一の放送番組」を放送しなが

ら、併せて、例えば「県域向け

の放送番組」を放送することも

考えられる。」との記述を追加し

ます。 

 

4-13    地方ブロック向け放送においても 「マルチメディア放送において、事業

者の自由な事業展開を最大限尊重する観点からは、国民のニーズに適う場

合には、「地方ブロック向け放送」に割り当てた周波数により、「地方ブロ

ックで同一の放送番組」を放送しながら、あわせて「県域向けの放送番組」

を放送することも想定される。このため、こうしたことを可能とするよう、

必要な制度整備を行うことが考えられる。」 とすべきと考える。 
【九州朝日放送】

  

4-14    「地方ブロック向け放送」が、そのブロック内の特定地域（たとえば県）

に向けて、独自の情報を放送することが必要となる場合がある。中継局単

位の番組編成を変えることで実現できるが、そのような場合にも対応でき

るような、柔軟な制度整備が望まれる。 
【アール・エフ・ラジオ日本】

  

4-15    地方ブロック向け放送においては、その制度化の理念として「地域振興」

「地域情報の確保」「地域文化・地域社会への貢献」が謳われていることか

ら、ひとつの放送対象地域内においても中継局ごとの番組編成が可能とな

るような柔軟な制度整備が望まれる。 
【熊本放送】

  

4-16    地方ブロック向け放送においては、その制度化の理念として「地域振興」   



79 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

「地域情報の確保」「地域文化・地域社会への貢献」がうたわれていること

から、1つの放送対象地域内においても中継局ごとの番組編成等が可能とな

るような柔軟な制度整備を望みます。 
【栃木放送】

4-17     地方ブロック向け放送においては、その制度化の理念として「地域振興」

「地域情報の確保」「地域文化・地域社会への貢献」が謳われていることか

ら、１つの放送対象地域内においても中継局ごとの番組編成等が可能とな

るような柔軟な制度整備が望まれる。 
【文化放送】

  

4-18     地方ブロック向け放送においては、その制度化の理念として「地域振興」

「地域情報の確保」「地域文化・地域社会への貢献」が謳われていることか

ら、1つの放送対象地域内においても中継局ごとの番組編成が可能となるよ

うな柔軟な制度整備が望まれる。 
【南日本放送】

  

4-19     地方ブロック向け放送においては、その制度化の理念として掲げられて

いる「地域振興」「地域情報の確保」「地域文化・地域社会への貢献」の観

点からも、１つの放送対象地域内においても中継局ごとの番組編成等が可

能となるような柔軟な技術検討・制度整備をお願いしたい。 
【山陽放送】

  

4-20     「地方ブロック向け放送」の制度化の理念として、「地域振興」「地域情

報の確保」「地域文化・地域社会への貢献」が挙げられているが、各地域が

現在の行政単位である都道府県というかたちで発展してきたという経緯も

あり、各県ごとの地域特性の違いに配慮することが望まれる。1つの放送対

象地域であっても中継局ごとの番組編成等が可能であるような柔軟な制度

整備とすることを要望する。 
【エフエム熊本】

  

4-21     「地方ブロック向け放送」については、今後の検討に委ねられているの   
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

で、制度化の理念に述べられているように、「地域振興」「地域情報の確

保」・・で述べられている地域の考え方と相違することが考えられるので、

広くすることだけではなく、番組内容によって、地方ブロックを例えば、

現在のテレビ放送の広域（東海地方）に分けた同一の放送番組を放送でき

るように制度面及び技術面の双方に係る検討をしていただきたい。 
【ＺＩＰ－ＦＭ】

4-22     「全国向け放送」については、放送対象地域内を区分した地方向け放送

を可能とすると述べているが、「地方ブロック向け放送」について同様のこ

とが述べられていない。本「報告書（案）の概要」に示された地方ブロッ

クの例示によると、放送対象地域は現在一般的な県域に比べ相当広範囲で

ある。これでは地域密着型のコンテンツ放送になじまないので、「地方ブロ

ック向け放送」においても放送対象地域をさらに区分したローカル放送が

可能な制度整備が必要であると考えます。 
【ベイエフエム】

  

4-23     「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」を設けるという本制度の

主旨に則れば、「地方向けの放送番組」はあくまで「地方ブロック向け放送」

によっておこなわれるべき。 

【山口放送】

 事業者の自由な事業展開を最

大限に尊重する観点からは、「全

国で同一の放送番組」の放送を

確保する限り、柔軟な運用がな

されるべきと考えます。 

 

4-24     （放送対象地域の在り方について）全国向け、地方ブロックもしくは各

県域向け、コミュニティ向け、いずれも、重要であるので、昨今の改革に

おける、道州制の導入や市町村合併による影響も考慮しつつ、柔軟に免許

交付を行って頂きたい。 

全国ブロックでの放送サービスにおいては、情報発信地が東京大阪とい

った大都市に偏りすぎないよう、支局からの中継放送など、地域の空洞化

の促進を防止するようなサービスを心がけて頂きたい。 

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

インターネット及び、地上デジタルテレビ放送において発生している、

地方在住者や低所得者層が切り捨てられる、"デジタルディバイド"が、こ

の地上デジタルラジオ、マルチメディア放送サービスでは発生しないよう、

心がけて頂きたい。 

【個人等（水上圭輔）】

4-25 2(1) ア（ア）勘案

すべき要素 
27  「多様なサービスを実現するためには、１のソフト事業者が多くのチャ

ンネルを有するようにすることが適当」「多様で多チャンネルの放送を安定

的な事業運営を確保しつつ行うためには、１のソフト事業者に対し、まと

まった周波数帯域幅を当てることが求められる」という考え方は、放送に

求められる「多様性」について、周波数を細かく分けて多数に免許すると

いうことではなく、１のものに幅広い帯域を与え、それを有効活用させる

ことで成立させるということであり、このメディアの特性を十分に理解し

た妥当かつ画期的なものであると評価される。 

一方、今回の割当ての対象となる周波数帯域幅は合わせて32.5MHzしかな

く、かつそれがＶ－ＬＯＷ（18MHz）とＶ－ＨＩＧＨ（14.5MHz）にそれぞ

れ別のメディアとして分離・分別されている。「全国向け放送」には2～4程

度の事業者を前提とすることが適当と記載されているが、14.5MHzは仮にガ

ードバンドなしとしても、4で分けると1社あたり3.625MHzになる。マルチ

メディア放送は新規の事業であり、普及を促進し、ダウンロードなど視聴

者のニーズに適ったサービスをハードと一体となってタイムリーに行うに

は、もっと広い帯域幅が必要であることから、ソフト事業者数を更に絞り

込むことが適切であると思われる。 

【マルチメディア放送企画】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-26     「多様なサービスを実現するためには、１のソフト事業者が多くのチャ

ンネルを有するようにすることが適当」「多様で多チャンネルの放送を安定

的な事業運営を確保しつつ行うためには、１のソフト事業者に対し、まと

まった周波数帯域幅を当てることが求められる」という考え方は、放送に
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求められる「多様性」について、周波数を細かく分けて多数に免許すると

いうことではなく、１のものに幅広い帯域を与え、それを有効活用させる

ことで成立させるということであり、このメディアの特性を十分に理解し

た極めて妥当かつ画期的なものであると高く評価される。 

一方、今回の割当ての対象となる周波数帯域幅は合わせて 32.5MHz しか

なく、かつそれがＶ－ＬＯＷ（18MHz）とＶ－ＨＩＧＨ（14.5MHz）にそれ

ぞれ別のメディアとして分離・分別されている。「全国向け放送」には 2～4

程度の事業者を前提とすることが適当と記載されているが、14.5MHz は仮に

ガードバンドなしとしても、4 で分けると 1 社あたり 3.625MHz になる。マ

ルチメディア放送は新規の事業であり、普及を促進し、ダウンロードなど

視聴者のニーズに適ったサービスをハードと一体となってタイムリーに行

うには、もっと広い帯域幅が必要であることから、ソフト事業者数を更に

絞り込むことが適切であると思われる。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

4-27    WOWOW では、BS での有料放送に、ブロードバンドでの VOD や携帯端末に

向けたモバイルサービスなどを加えて、メディア横断的にサービスを充実

させることを検討しております。 

既存の有料放送事業者がメディア横断的に有料放送サービスを充実させ

ることは、自らの加入者を拡大すると同時に、新たなメディアの普及にも

大きく貢献すると考えております。 さらには、有料放送市場やコンテンツ

産業の発展に資するものとなると捉えております。 

マルチメディア放送におけるソフト事業の参入の枠組みを検討するにあ

たっては、WOWOW のような有料放送事業者が、メディア横断的にチャンネル

を提供することが可能になるようにしていただくことを強く希望いたしま

す。 

【ＷＯＷＯＷ】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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4-28     （編注：１のソフト事業者が有するチャンネル数と放送局に係る表現の

自由享有基準の関係について）左記項目に述べられているように、相反す

る２つの要素があるので慎重に検討をしていただきたいと思います。特に

「地方ブロック向け放送」においては、これまでの地域密着型のラジオ放

送のノウハウを十分生かすことができるよう、現ラジオ放送事業者のうち、

ソフト事業者として参入を希望する者には参入が可能となる枠組みが必要

だと思います。 

【ベイエフエム】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

4-29     （参入する者の決定に当たって考慮する事項について）長年蓄積された

ノウハウを活かすべく、既存放送事業者の優先を求める意見が多いようだ

が、その長年ということに胡坐を掻きすぎ、視聴者との乖離も感じる。よ

って、新しいマルチメディア放送を実現するためにも、新規事業者も参入

しやすいよう、既存放送事業者には、「配慮する」程度にとどめるべきと思

われる。 

【個人等（水上圭輔）】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

4-30 2(1) ア（イ）「全

国向け放送」

のソフト事

業者の数 

27  リアルタイム型とファイル型を複合的に提供する等放送に求められる多

様性を実現する上でソフト事業者に「まとまった周波数帯域幅を割り当て

る」ことは重要と考える。 

又、本メディアの中核サービスと位置づけられる高速・大容量ファイル

型サービスの実現をする為にも、最大でもソフト事業者は、２事業者とし

ていただきたい。 

【伊藤忠商事】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

4-31     コンテンツの多様性は不可欠だが、萌芽期にあるダイナミックな市場に

おいては、ソフト事業者の数に関して柔軟な原則を採用することが必要で

あると考える。 

【FLO Forum】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

4-32     一つのソフト事業者に対し、まとまった周波数帯域を割り当てるに際し  「例えば２～４事業者程度」
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ては、マスメディア集中排除の理念上から、2～4 のソフト事業者の数は少

ないと考えます。 
また、現在多チャンネル放送を実施している CS 放送においてであって

も、複数チャンネルの免許を保有している委託放送事業者が実質的に運営

しているチャンネル数は、多くても 5 チャンネル程度、殆どは 3 チャンネ

ル以下であることから、「全国向け放送」へ参入するソフト事業者の数は、

10～15 事業者程度が現実的であり好ましいと考えます。 
【個人等（匿名）】

は一つの例示ですが、ソフト事

業者は、多様で多チャンネルの

放送を安定的な事業運営を確保

して行えるよう、まとまった周

波数帯域幅が割り当てられるべ

きと考えます。 

 

4-33     14.5MHｚ幅に対する参入ソフト事業者数が２～４とされた導出過程は不

明瞭であるため、記述するべきではなく、参入規律を明確にする必要があ

ると考えます。既存の放送におけるソフト事業者の概念に捉われることな

く、携帯電話のコンテンツ配信ビジネスのように、より多くのコンテンツ

ホルダーやコンテンツアグリゲータが参加できる枠組みが、日本のコンテ

ンツ市場を活性化できるものと考えます。 

【モバイルメディア企画】

 ソフト事業者は、「多くのチャ

ンネルを有する者」が「複数」

あるべきことを提言しており、

具体的な数について「例えば」

２～４と例示し、「具体的なソフ

ト事業者の数については、今後

更に検討を進めることが適当」

としているものです。 

後段部分については、今般の

意見募集に係る報告書（案）に

対する参考意見として承りま

す。 

4-34     「１のソフト事業者に対し、まとまった周波数帯域幅を割り当てる」と

されている。その場合、ＣＳ放送のように多くの放送事業者が認定される

制度と比較して、マルチメディア放送全体のサービス・コンテンツの種類・

内容は認定されたソフト事業者が判断する比重が増加する。

事業者の認定にあたっては、既に携帯端末向けにサービスが行われている

ようなものではない、多様で幅広い新規サービスを提供する事業者を優先

すべきと考える。 

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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【ソニー・放送メディア】

4-35    「全国向け放送」におけるソフト事業者は、特定の事業者が寡占しない

ように、最大割当は一事業者あたり 6MHz 程度として頂きたい。 

【三井物産】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-36    ソフト事業者の数を考える際は、一つの事業者に安定した事業環境を提

供するよりも、複数の事業者に競争的環境を保証することを重視すべきで

ある。報告書は全国向け放送について２～４のソフト事業者を勧めつつ、

ハード事業者については県域または地域ブロックごとに１つ、全国向けに

１～２を提言している。誤解を避けるために、それぞれの事業者に与えら

れる周波数の数と幅と、その理由を明記すべきである。 

【Big Picture International】

 報告書（案）では、ソフト事

業者について、競争的環境を確

保するため「複数」あるべきこ

とを提言しています。 

また、ハード事業者について

は、第３章において「全国向け

放送」はＶ－ＨＩＧＨを、「地方

ブロック向け放送」はＶ－ＬＯ

Ｗを割り当てることを提言して

おり、それらを前提に周波数の

幅が決定されるものです。 

4-37     「１のソフト事業者に対し、まとまった周波数帯域幅を割り当てること

が求められる。」という文と「複数のソフト事業者（例えば２～４事業者程

度）を前提とすることが適当である。」という文は、ソフト事業者の数が一

つなのか複数なのか文意が読み取りにくく、一般人にとっては誤解を生じ

る可能性がある。総務省放送政策課に問い合わせたところ、「１のソフト事

業者」とは「２～４つあるうちの１つ１つ」という意味であるということ

であるので、（法的には正しい標記であるとしても）文意を明確化するため

に、「１つ１つのソフト事業者に対し・・・」と修正されたい。 

【クアルコム・ジャパン】

「複数のソフト事業者（例え

ば２～４事業者程度）を前提と

することが適当」と明確に記述

しており、修正の必要はないと

考えます。 

4-38 2(1) イ（ア）「全

国向け放送」

のハード事

28 利用できる帯域は 14.5 MHz しかないことから、記載の通り、設備投資の

重複回避、周波数の有効活用の観点から、ハード事業者の数は１でよいと

考える。 

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見と考え

ます。 
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業者の数 仮に、異なる技術方式を採用する２つの事業者となった場合には、競争

の結果、端末普及は進んでも、それぞれ特定の受信端末での限定利用とな

ると、全体としてのサービスが発展しない恐れもある。これでは、同一サ

ービスを全ての端末が受信できるという利用者の利便性を損なうことにな

りかねないのではないか危惧される。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

4-39    利用できる帯域は 14.5 MHz しかないことから、記載の通り、設備投資の

重複回避、周波数の有効活用の観点から、ハード事業者の数は１でよいと

考える。 

仮に、異なる技術方式を採用する２つの事業者となった場合には、競争

の結果、総体として普及は進んでも、それぞれ特定の受信端末での限定利

用となり、全体としてのサービスが発展しない恐れもある。これでは、国

民のニーズに反することになりかねず、同一サービスを全ての端末が受信

できるという放送の趣旨に反することになるのではないか。 

【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】

 

4-40    利用できる帯域は 14.5 MHz しかないことから、記載の通り、設備投資の

重複回避、周波数の有効活用の観点から、ハード事業者の数は１でよいと

考える。 

仮に、異なる技術方式を採用する２つの事業者となった場合には、競争

の結果、端末普及は進んでも、それぞれ特定の受信端末での限定利用とな

ると、全体としてのサービスが発展しない恐れもある。これでは、同一サ

ービスを全ての端末が受信できるという利用者の利便性を損なうことにな

りかねないのではないか危惧される。 

【マルチメディア放送企画】

 

4-41    周波数の有効活用並びに設備投資の重複回避の為にも、ハード事業者の

数は１でよいと考える。 

【伊藤忠商事】
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4-42    ハード・ソフトの事業者数の検討は、サービス利用者の立場を考慮する

必要があると考えます。サービスの多様化や技術の高度化による利便性の

向上などを考えると、事業者数は競争原理が働く複数者であるべきと考え

ます。 

ハードの事業者数は、有限である周波数の有効利用を重視し、14.5MHz の

周波数幅を鑑みると SFN 前提で 2者であるべきと考えます。 

【モバイルメディア企画】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-43    事業環境のダイナミックな変化が予想される本サービスでは、ユーザ・

ニーズに即したサービスを迅速に提供し続ける為に、競争環境の構築が重

要と考えます。よって、競争促進の観点から、ハード事業者の数は２とす

ることが望ましいと考えます。 

【ローデ・シュワルツ・ジャパン】

  

4-44     第４章２（１）についてですが、懇談会は、マルチメディア放送事業に

義務付けられる設備投資額に言及しています。複数のネットワークやマル

チメディア放送事業者が存在することは、「設備投資が重複」するので、放

送事業者は１事業者とすることが望ましいと提言しています。元来、市場

への参入を望んでいる事業者が市場原理に基づいて下すべき判断を懇談会

が行おうとしていることに米国政府は懸念を抱きます。米国政府は、設備

競争は最大限に推進されるべきだと確信しています。仮に、最終的に、複

数のネットワークでは経済上サービスが提供できないとなれば、政府の予

測、つまり、事前に最適な市場構造が何か想定することよりも、結果的に

統合が市場原理に基づいた選択として行われる方が望ましいと考えます。 

【在京米国大使館】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

なお、ハード事業者の数は、

「設備投資の重複」のほか「周

波数の有効利用」「競争促進」の

観点から、「ハード事業者を１と

することが適当である。他方、

（略）ハード事業者の数を２と

することも考えられる。」として

います。 

4-45     「全国向け放送」について、技術方式およびハード事業者の数は現時点

で１が適切とすべきではなく、今後の海外およびマーケット動向、各技術

方式の詳細な内容、ハード事業者の経営方針について今後十分に検討した

上で適切に決定すべきと考えます。特に「SFN での全国向け放送」の検討を

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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鋭意進めるべきであると考えます。 

【伊藤忠テクノソリューションズ】

4-46    ハード（インフラ）の整備については、事業者間において技術方式が同

じ場合には、V-HIGH での全国向けマルチメディア放送サービスのハード事

業者に V-LOW でのハード整備も（任意でなく）義務付けることが望ましい。

【三井物産】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-47    ○唐突に「ハード事業者」がでてくるが、順序立てての表記とするべき。 

○代わる文案として・・・・14.5MHz という比較的広い周波数帯域幅を、い

くつの数の放送事業者（ハード兼ソフト）に割当るかについては、まず、

①設備投資額、②周波数の有効利用、③競争の促進について考えると下記

のような課題を有しており、ここにハード（専業）事業者が必要になって

くると考える。 

【個人等（藤原功三）】

 「２ 参入規律」の「（１）の

参入の枠組み」に「（いわゆるハ

ードとソフト）」と注記している

ほか、「参入の枠組みについて

は、次のとおり個別に検討した」

と記載しており、問題はないと

考えます。 

4-48 2(1） ウ ハード

ソフト分離

制度の導入 

29～
30 

「ハード・ソフトの分離」の概念については大いに賛同する。 

【岡山エフエム放送】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

4-49     さまざまな分野のソフト事業者の参入をしやすくする意味で、ハード・

ソフトの分離の考え方の導入を支持いたします。また、ハード事業者によ

る役務の提供条件を公正で透明なものにすべきという考え方に強く賛同い

たします。 

【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】

  

4-50    「地上波放送」において、「ハード・ソフト一致」は放送の信頼性確保の

観点からも原則であると考えますが、今回の報告書（案）に示された「地

方ブロック向け放送」において連結送信を前提とすれば、「ハード・ソフト

分離」的な制度の導入は不可避となります。ハード事業・ソフト事業の柔

軟性の確保の観点から致し方ありませんが、放送の持つ社会的な役割を充

分に意識した制度整備を強く希望します。 
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【朝日放送】

4-51    1. 当財団（以下「VICS センター」という。）は、現在、我が国を代表する

ＩＴＳの一つとして、車載機端末向けに、全国で、主要道路に設置され

た光ビーコン、電波ビーコンによる通信と共にＮＨＫのＦＭ放送に多重

する方法を用いて、各地域の道路交通情報を提供している。 

この FM 多重放送は、有効に利用されているメディアであるものの伝送

容量等に限りがあり、増大する情報提供ニーズには応じきれない状況が

生まれつつある。 

このため、VICS センターは、ＦＭ多重放送を補完もしくはこれに替わ

るメディアとして、マルチメディア放送に関心を寄せてきたところであ

る。 

2. 今回の報告書案では、マルチメディア放送を３つのタイプで示された

が、VICS センターでは、上記の要請のほか、道路交通情報は地域ごとの

提供が求められるので、この３つの中の「地方ブロック向け放送」に各

地方において参画する形態が合致しているものと考えている。 

3. 「地方ブロック向け放送」の実現に当たっては、ハード・ソフト分離

の制度が採用されることを希望し、ハード事業者は、出来れば全国で１

とし、公共性が高く経営基盤が強固な事業者が主体となって設立され、

今後、新公益法人法制の下で公益財団法人として存続することを予定し

ている VICS センターが参入機会を確保されるような制度とされ、かつそ

のような事業の運営がなされることを期待したい。 

4. VICS センターでは、引き続き、マルチメディア放送の制度化に向けた

検討や動向に注目していきたいと考えている。 

【道路交通情報通信システムセンター】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-52    参入における多様性を考えればハードとソフトの分離の考えは賛成であ

るが強制分離ではないことを希望する。 

【エフエム青森】

 報告書（案）では、「「ハード・

ソフト分離」の制度の活用を可

能とすることが考えられる」、
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「ハード事業者は優先的にソフ

ト事業者となれるように措置す

ることが考えられる」としてい

ます。 

 

4-53     ソフト・ハード分離の考え方は、ソフト事業者が参入しやすくなり規制

緩和の精神にも通じ、競争原理も働くことは、事実であろう。 

なお、報告書において、ハード・ソフトを強制的に分離するものではな

いことを確認したい。そうであれば参入の多様性を確保できることになる。

【エフエム仙台】

  

4-54    ソフト事業者の参入をしやすくする意味で、ハード・ソフトの分離の考

え方には賛同する。一方で、報告書の精神は、ハード・ソフトの強制分離

でないことを確認したい。そうであれば、この新しい放送においては、参

入の多様性を確保できることになる。 

【エフエム山口】

  

4-55     ソフト事業者の参入をしやすくする意味で、ハード・ソフトの分離の考

え方には賛同する。一方で、報告書の精神は、ハード・ソフトの強制分離

でないことを確認したい。そうであれば、この新しい放送においては、参

入の多様性を確保できることになる。 

【広島エフエム放送】

  

4-56     「放送」はハード・ソフト両方に責任を持つべきであり、災害時の放送

確保という点からもハード・ソフト一致が望ましいが、ハード整備に要す

る多額の資金を考慮し、ハード・ソフト分離を可とする考えには賛同する。

但し、強制分離の意味ではないことを確認したい。 

【エフエム大阪】

  

4-57    ハード・ソフト分離の考え方に賛同いたします。 

また、新市場の立ち上げにあたりハード事業者は、一定の条件化の下で

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え
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優先的にソフト事業者となれることについても事業参入のリスク軽減の観

点から賛同いたします。 

【エフエム佐賀】

ます。 

 

4-58     新しいコンテンツの充実を考えればソフト事業者の参入のためにもハー

ド･ソフト分離の考え方には基本的に賛成である。一方、膨大な設備投資な

ど事業参入のリスクを考えればハード会社が一定の条件の下でソフト事業

者になれることは放送事業の維持に必要であると考える。 

【エフエム鹿児島】

  

4-59     ハード・ソフト分離制度は、大変好ましく賛成いたしますゆえ、ハード

事業者に対し、一定の条件の下で優先的にソフト事業者となれるように措

置する際には、35 ページ「（ア）利用者の限定」、37 ページ「（ウ）ソフト

事業者とハード事業者の間の規律」、にて記載されている内容が十分配慮・

反映され、機能することが必要であります。 

【個人等（匿名）】

 

4-60     放送は、信頼できる情報を安定して受信者に届けることが必須であり、

既存の放送においては、ハード・ソフト一致による責任運営で国民の信頼

を得てきた。そのことを考えるとハード・ソフト分離の制度を導入した場

合においても、ハード事業者とソフト事業者の間に一定の関連が成立すべ

きであり、「ハード事業者は、一定の条件の下で優先的にソフト事業者とな

れるよう措置すること」は健全な放送の継続に資するものと考える。 
【大阪放送】

  

4-61    既設の放送においてはハード・ソフト一致による責任運営で国民の信頼

を得てきました。そのことを考えると、ハード・ソフト分離の制度を導入

した場合においても、ハード事業者とソフト事業者の間に一定の関連が成

立すべきであります。報告書にある「ハード事業者は、一定の条件の下で

優先的にソフト事業者となれるように措置すること」は健全な放送の継続

に資するものと考えます。 
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【栃木放送】

4-62     既設の放送においてはハード・ソフト一致による責任運営で国民の信頼

を得てきた。そのことを考えると、ハード・ソフト分離の制度を導入した

場合においても、ハード事業者とソフト事業者の間に一定の関連が成立す

べきである。報告書にある「ハード事業者は、一定の条件の下で優先的に

ソフト事業者となれるように措置すること」は健全で安定的な放送の継続

に資するものと考える。 
【文化放送】

  

4-63     マルチメディア放送で新たなサービスとして期待されるダウンロード放

送は、大小、多種、雑多なコンテンツの集合体となることも想定され、視

聴者のニーズに適った最適な編成で送出することが肝要である。 

ハード・ソフト分離の制度を導入した場合においても、「ハード事業者は一

定の条件の下でソフト事業者となれるように措置すること」は、その運用

上、必須の形態であり、実現を強く要望する。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

  

4-64     マルチメディア放送で新たなサービスとして期待されるダウンロード放

送は、大小、多種、雑多なコンテンツの集合体となることも想定され、視

聴者のニーズに適った最適な編成で送出することが肝要である。 

ハード・ソフト分離の制度を導入した場合においても、「ハード事業者は一

定の条件の下でソフト事業者となれるように措置すること」は、その運用

上、必須の形態であり、実現を強く要望する。 

【マルチメディア放送企画】

  

4-65     ハード・ソフト分離を導入する場合、多額の資金を必要とするハード整

備のインセンティブを確保するために、ハード事業者が優先的にソフト事

業者となれる措置を講じることに賛成致します。 

【メディアフロージャパン企画】

  

4-66     事業運営に伴うリスク回避やハード整備のインセンティブ確保の観点だ   
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けではなく、視聴者のニーズに適ったサービスの発展や早期普及には、コ

ンテンツ提供主体とインフラ事業主体とが密に連携したサービス開発やマ

ーティング活動が重要である。そのためには、ハード事業者が優先的にソ

フト事業者となれる制度となるよう強く希望する。 

【ＮＴＴドコモ】

4-67     仮にハード・ソフト分離となった場合にも、「ハード事業者は一定の条件

の下でソフト事業者となれるように措置すること」は、必須と考える。 

【伊藤忠商事】

  

4-68    懇談会当初の提案募集にあったとおり、地上放送局はハード・ソフト共

に責任を負って事業しており、特に災害時においては放送設備の確保、災

害情報の収集と地域住民の安全対策報道など、ソフト・ハード一体となっ

た全社的な報道の使命を持った社員の熱意で作り上げるものである。 地

上デジタルラジオ放送でも地域社会への貢献、災害時放送等をサービスに

掲げるので同様であり、ハード・ソフト分離方式はなじまないと考える。 

 しかし分離制度導入の場合は報告案にある通り、「ハード事業者は一定の

条件の下に優先的にソフト事業者となれるように措置する」ことは賛成で

ある。そして現既存放送事業者で結果としてのソフト事業者が番組編成権

を持てるような制度を考慮して戴きたい。 

【エフエム愛知】

  

4-69     ハード・ソフトの一致・分離については、放送が安定的・継続的に視聴

者に届けられることを前提に、事業者が多様な事業形態の中から最適な形

態を選択できるよう、柔軟な制度整備を要望します。 

【日本放送協会】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-70    （ハードソフト一致か分離か）インフラと番組内容両方に責任を持たな

くてはいけないのも理解できるが、より多くの事業者がより多くのコンテ

ンツを発信するためにも、柔軟な制度の適用を希望します。 

【個人等（水上圭輔）】
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4-71     「ハード・ソフト分離」の制度を活用するにしても、ハード事業者とソ

フト事業者は事業運営上密接な連携が必要であり、一体的に運用できる仕

組みが望ましいと考えます。その際にソフト事業者の編成権を守ることも

重要であると考えます。 
【ＦＭ８０２】

 

 

 

4-72    ４．ハード・ソフト分離制度の導入について 

「放送」サービスは、ハード・ソフト一致による事業形態が望ましく、

事業者が希望すれば一体的に運用できる制度とすべきである。日本の地

上放送の歴史において、ハード・ソフト一致の制度は、免許審査におけ

る行政の直接的な番組への関与を防ぐことで言論・表現の自由を保障す

るとともに、放送サービスの国民へのあまねく普及を推進し、成し遂げ

るという役割を果たしてきた。 

「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」においては、ハード整備に

多額の資金を必要とすることなどから、ハード・ソフト分離型の制度の

提案は検討に値すると考えるが、上述の理由から、仮に分離型制度を採

用するにしても、ハード・ソフトを一体的に運用できる仕組みが望まし

いと考える。 

【日本民間放送連盟】

 

4-73    ・放送は、信頼できる情報を安定して受信者に届けることが必須。その為、

｢地方ブロック向け放送｣においても受信者のニーズをもとに、置局計画に

反映するなど、ハード事業とソフト事業は、事業運営上密接な連携が必要

と考える。 
【デジタルラジオ推進協会】

 

4-74     既存の放送はハード・ソフト一致による責任運営で国民の信頼を得てき

た。そのことを考えると、ハード・ソフト分離の制度を導入した場合にお

いても、ハード事業者とソフト事業者の間に一定の関連が成立すべきであ

る。 
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【山口放送】

4-75     「地方ブロック向け放送」においては、多額の設備投資を必要とするた

め、ハード・ソフト分離制度は理解できないこともない。しかし、日本の

地上波放送の歴史において、ハード・ソフト一致による責任運営が果たし

てきた役割が大きかったのも、紛れもない事実である。健全な放送の継続

に資するためにもハード・ソフト一致による事業形態が望ましいが、ハー

ド・ソフトの分離制度が導入された場合でも、ハード事業者とソフト事業

者の間に一定の関連をもたせるべきである。 
【エフエム熊本】

  

4-76     放送サービスはハード・ソフト一致による事業形態が望ましいが、地方

ブロック向けデジタルラジオ放送においてはハード整備に多額の資金を必

要とすることなどから、ハード・ソフト分離型制度の提案は検討に値する

と考えられる。しかし、ハード・ソフトを一体的に運用できるシステムが

望ましい。又、放送であることを鑑みれば、ソフト事業者の編成権を保障

することはきわめて重要である。新サービスであっても、既存ラジオ事業

者の持つノウハウが生かされるような制度整備が望ましい。 

【東海ラジオ放送】

 

4-77     日本の地上放送の歴史を振り返ると「ハード・ソフト一致」の制度は、

言論表現の自由を保障するとともに、放送サービスの国民へのあまねく普

及を推進し、成し遂げる役割を果たしてきた。デジタルラジオ放送におい

ても「ハード・ソフト一致」の事業形態が望ましい。 

分離型の制度が採用される場合には、ソフト事業者が、地域情報を確保

し地域文化・地域社会へ貢献すると共に、災害時の迅速な情報提供をする

ためにも、ソフト事業者の編成権を保障する「デジタルＢＳ型受委託」の

形をとり「緩やかな一致」とすることが適当であると考える。 

なお、当社テレビと愛媛県のあいテレビとはデジタル化に際し、マスタ

ー設備を共同で運用する、いわゆる「配信センター」を取り入れたが、そ
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の際、編成権と設備の独立を明確にし総務省より免許を受けていることを

付記させていただく。 

【中国放送】

4-78     地域ブロック向けデジタルラジオ放送のインフラを短期間で整備し、運

営するためには、その地域ブロック内に放送エリアを持つラジオ放送事業

者が中心となり、ハード事業を共同運営することが必要になると想定しま

す。その運営を前提としての「ハード・ソフト分離」は賛成します。 

【エフエムラジオ新潟】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-79    地域ブロック向けデジタルラジオ放送のインフラを短期間で整備し、運

営するためには、その地域ブロック内に放送エリアを持つラジオ放送事業

者が中心となり、ハード事業を共同運営することが必要になると想定しま

す。その運営を前提としての「ハード・ソフト分離」は賛成します。 

上述のとおりハード事業者が設立された場合は必ずしもインセンティブ

は必要としないと考えますが、優先的にソフト事業者となることについて

は賛成します。尚、ソフト事業者の番組編成権についてはハード事業者に

管理されることが無いよう制度面で保障することが必要です。 

【静岡エフエム放送】

 

 

4-80    ハード・ソフト分離の考え方は、事業展開の柔軟性を確保するものであ

り、前向きにとらえたい。但しハード事業者はソフト事業者、あるいは放

送事業に参入を希望する社が共同で出資、設立することが考えられる。従

って、ハード事業者がソフト事業者に対してインセンティブをもてるよう

にする、あるいは番組、コンテンツの編成権をきちんとソフト事業者がも

つなど、ハード事業者、ソフト事業者のゆるやかな連携を確保するため、

両者のあいだには一定の規律を設けるべきである。 

【ニッポン放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

 

4-81    「地方ブロック向け放送」に関しては、多チャンネル化が実現しやすい

衛星放送（ＢＳデジタル）型のハード･ソフト分離制度の導入が選択肢とし
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て現実的である。また１つの企業がハード、ソフト会社を支配することに

よって、他のソフト会社が恣意的に排除されるようなことがないよう、制

度の整備をお願いしたい。 

【東京放送】

4-82     ソフト会社（または放送事業に参入を希望する社）が出資してハード会

社を設立する「デジタルＢＳ型受委託」であれば、必ずしもインセンティ

ブを必要としない。 

ハード事業者がソフト事業者となる場合の、メリットとデメリットを慎

重に検討したうえで、制度整備をして頂きたい。 

【中国放送】

 

4-83     前述のとおりハード会社はソフト会社（または放送事業に参入を希望す

る社）が出資して設立する場合には、必ずしもインセンティブを必要とし

ないと考えるので、ハード会社が直接的に編集権を持つことの得失は今後

慎重な検討を希望する。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

 

4-84     地上放送においては、ハード・ソフト一致の事業形態が望ましい。しか

し、電波の有効利用の観点から、連結送信を前提とすれば、ブロックごと

に一のハード事業者と複数のソフト事業者になると思われので、柔軟性を

持って構成できる分離の制度は検討に値すると考えます。但し、ソフト事

業者個々の編成権確保の観点から、ハード事業者はソフト事業に参入を希

望する者が出資して設立することが前提と想定しており、制度整備におい

ても柔軟な分離制度の導入を要望します。 

 前述のようにソフト事業者個々の編成権確保の観点から、ハード事業者

はソフト事業者の出資が前提と考えており、ハード事業者がソフト事業者

となれる優先権は必要としないのではないかと考えます。ハード事業者が

直接的な編成権を保有することのないような制度整備を要望します。 

【毎日放送】
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4-85     ブロック化において、連結送信を前提にすればハード会社は１が望まし

いが、ソフト会社は複数になる可能性が大きいと思われる。その形態を柔

軟に構成できる分離の制度の導入には賛成である。ただ弊社は、ハード会

社はソフト会社（または放送事業に参入を希望する社）が出資をして設立

する（デジタルＢＳ型受委託）ことを想定しており、完全な「分離」では

なく、「緩やかな一致」と捕らえている。なお、１資本にハード会社とソフ

ト会社の運営が託されると、その他の放送事業に参入を希望する社の排除

または差別的扱いにつながる危険性があると考えるので、制度整備の中で

考慮することを期待する。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

 

4-86    但しソフト事業者に何らかの認定制を設けることは必要である。 

【エフエム愛知】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-87    ハード・ソフト事業者の分離制度や、ハード事業者によるコンテンツ・

ビジネスへの参加を検討する際には、事前に想定された財務的要請や効率

よりも、市場原理を念頭に置くべきである。 

【Big Picture International】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-88     ハード・ソフトを分離するとしても、参入が容易であることと適正な競

争を妨げない範囲内で、公共の利益となる放送を確保するために、ソフト

事業者にも一定の認定基準を設け、ハード業者がソフト事業に参入する場

合もこの基準を適用するなどの公平性の確保を望む。 
【エフエム大阪】

 

4-89     ソフト事業者とハード事業者間において、現行放送法と同じような受委

託制度は必要であり、両者間の部内取引の透明性確保は重要である。また、

公共公益という側面からソフト事業者には免許などの認定制度を設けるべ

きと考える。これにより国民の信頼も高まり事業規律の高揚も図れる。 
【エフエム仙台】
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4-90     さまざまな分野のソフト事業者の参入をしやすくする意味で、ハード・

ソフトの分離の考え方の導入を支持いたします。また、ハード事業者によ

る役務の提供条件を公正で透明なものにすべきという考え方に強く賛同い

たします。 

 また、「ブロック向け放送」に関しては、ブロック間で放送サービスにつ

いての極端な差が出ないよう、あるいは、全国すべてのブロックで放送が

実現できるよう、各ブロックの経済性などの実情に配慮してソフト事業者

の参入を受け入れるようなハード事業者の参入が望ましく、また、そのた

めにもソフト事業者には免許ないし、免許に準じた認定制度を設けること

を望みます。 

【エフエム東京】

 

4-91    ソフト事業者の参入をしやすくする事から、ハード・ソフト分離も賛同

できるが、ソフト事業者にも免許・認定制等を導入し編成権を保障する等

の配慮を願いたい。 

【エフエム長崎】

  

4-92    ハード・ソフトは一体である事業形態が望ましいが、ハード整備への投

資などを考えると、ハード・ソフト分離型も賛同できる。その場合、ソフ

ト事業者の編成権を保障することは極めて重要である。そのためにもソフ

ト事業者に、認定制などの仕組みを制度として設けていただきたい。 

【エフエム福岡】

  

4-93     「ブロック向け放送」に関しては、ブロック間で放送サービスについて

の極端な差が出ないよう、あるいは、全国すべてのブロックで放送が実現

できるよう、各ブロックの経済性などの実情に配慮してソフト事業者の参

入を受け入れるようなハード事業者の参入を望む。また、そのためにも、

ソフト事業者には免許ないし、免許に準じた認定制度を設けることを望み

たい。これを担保することで、適正な競争を現出しつつも放送法の精神を

遵守し、公共の福祉に資する規律を確保することができるものと信ずる。 
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【エフエム北海道】

4-94    「ブロック向け放送」に関して、各ブロックの経済性などの実情に配慮

してソフト事業者の参入を受け入れるようなハード事業者の参入を望みま

す。 
また、そのためにもソフト事業者には免許ないし、免許に準じた認定制

度を設けることを望みます。これを担保することで、適正な競争を現出し

つつも放送法の精神を遵守し、公共の福祉に資する規律を確保できるもの

と信じます。 
【エフエム宮崎】

 

4-95    「ブロック向け放送」に関しては、ブロック間で放送サービスについて

の極端な差が出ないよう、あるいは、全国すべてのブロックで放送が実現

できるよう、各ブロックの経済性などの実情に配慮してソフト事業者の参

入を受け入れるようなハード事業者の参入を望む。また、そのためにもソ

フト事業者には免許ないし、免許に準じた認定制度を設けることを望みた

い。これを担保することで、適正な競争を現出しつつも放送法の精神を遵

守し、公共の福祉に資する規律を確保することができるものと信じる。 
【エフエム山口】

 

4-96    「ブロック向け放送」において地域格差を生じさせないためにも、ソフ

ト事業者の経済力に配慮した受け入れができるハード事業者の参入を望

む。また、公共の福祉に資する規律を確保するためにもソフト事業者には

免許に準じた認定制度の導入を希望する。 
【岡山エフエム放送】

 

4-97     「ブロック向け放送」に関しては、ブロック間で放送サービスについて

の極端な差が出ないよう、あるいは、全国すべてのブロックで放送が実現

できるよう、各ブロックの経済性などの実情に配慮してソフト事業者の参

入を受け入れるようなハード事業者の参入を望む。また、そのためにもソ

フト事業者には免許ないし、免許に準じた認定制度を設けることを望みた
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い。これを担保することで、適正な競争を現出しつつも放送法の精神を遵

守し、公共の福祉に資する規律を確保することができるものと信じる。 
【広島エフエム放送】

4-98    ハード・ソフト分離制度は、事業参入の多様性を確保されるものとして

賛同致します。 
ハード・ソフト分離を実行する際は、現行の衛星放送に導入されている

制度同様に、ハード事業者のみならず、ソフト事業者にも放送事業者免許

を交付する、若しくは免許に準ずる認定を受け自主的に編集できる環境作

りに配慮して頂きたい。また、ソフト事業者の選定基準について早目に指

針を決めて頂きたい。 
【三井物産】

 

4-99    ４．ハード事業者とソフト事業者を分離することが可能である記述があり

ますが、この制度は是非導入すべきであると考えます。ハード事業者は

ある程度公共的な性格を持つので、社会基盤を担う企業が共同して、迅

速な整備を行うべきであり、一方でソフト事業者も一定の資格や能力、

実績によって制度的に「事業者認定」を行うべきであると考えます。ソ

フト事業者は、過当競争にならない程度の適度な競争状態をつくり、コ

ンテンツや電波の独占が生じないように制度的に担保するべきです。 
【個人等（匿名）】

  

4-100    また、放送であることに鑑みれば、ソフト事業者の編成権を保障する

ことは極めて重要であり、ソフト事業者について認定制などの仕組みを

制度上設けることが適切である。 

【日本民間放送連盟】
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4-101     本放送については、 

①テーマパーク等；ロケーションオーナーとサービス提供者が同一→ハー

ド・ソフト一体型のサービスとなる可能性が大きい。 

②タウンスポット、観光スポット、イベント等；ロケーションオーナーと

サービス提供者が別→ハード・ソフト分離型のサービスを想定する必要

がある。 

以上から、ハード・ソフト一体を原則とするが、分離が必要な場合は

ハード事業者に責任を持たせ、分離によって発生する課題は一体となっ

て解決する仕組みをつくる必要があろう。 

【ＹＲＰ研究開発推進協会】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-102    ハード事業者の、ソフト事業者に対する公平な役務の提供を担保するた

め、受委託制度を採用するかどうかについては、早期に明示されるべきで

ある。またソフト事業者として参入を考えるものにとっても、ハード事業

者側の中長期に亘る提供条件が事業計画策定に必要であるため、早期の明

示が必要であると考える。 

【アール・エフ・ラジオ日本】

今後のスケジュールは第６章

に記載しているとおりです。今

般の意見募集に係る報告書（案）

に対する参考意見として承りま

す。 

 

4-103    マルチメディア放送の視聴端末において、「全国向け放送」と「地方ブロ

ック向け放送」が共に視聴できる様、また、端末開発に支障無き様、「全国

向け放送」と「地方ブロック向け放送」のハード事業者を同時期に決定す

ること配慮して頂きたい。 

（2011 年後半のサービス開始が可能となる様、端末メーカーの開発リード

タイムが十分に確保出来る時期までに「全国向け放送」と「地方ブロック

向け放送」のハード事業者を決定する様配慮願いたい。） 

【三井物産】

 

4-104    ｢ブロック向け放送｣に関して、ハード事業者が全国のブロックのソフト

事業者が参入できるような参入の仕方にしてもらいたい。 
【エフエム青森】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

 

4-105 2(1) エ ＮＨＫ

のノウハウ

等の活用 

30～
31 

 ＮＨＫは、非常災害時の緊急報道をはじめ、移動中の人々に対して迅速・

的確なニュース・情報や良質の番組をお届けすることは、公共放送として

重要な役割だと考えています。 

 こうした考え方を踏まえつつ、携帯端末向けマルチメディア放送サービ

スにどう取り組むかについては、現在検討中であり、今後、検討の進展に

応じて適宜希望を表明します。 

【日本放送協会】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

4-106    ５．ＮＨＫのノウハウ等の活用について 

「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」の立ち上げや普及にあたり、

ＮＨＫの技術インフラやコンテンツ等のノウハウの活用に期待する。 

【日本民間放送連盟】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

4-107    ＮＨＫに関しては、「デジタルラジオ」の普及に関して、そのコンテンツ・

技術的なノウハウ・設備的な協力など、最大限の主体的な取り組みを期待

する。民放・ＮＨＫの一致協力体制なしには、音声メディアのデジタル化

への取り組みは完成しないものと考えます。 

【朝日放送】

  

4-108    全国の普及を考えた場合、ＮＨＫが有するコンテンツや技術面等のノウ

ハウの活用は必要と考える。 

【ＳＴＶラジオ】

  

4-109    「地方ブロック向け放送」の立ち上げや普及に当たっては、ＮＨＫのコ

ンテンツや、技術面でのノウハウの活用に期待したい。また日本の放送環

境は、公共放送と民間放送の二元体制によって健全な発展を遂げてきた歴

史がある。新しい放送においても、一方が肥大することなく、そのバラン

スを引き続き維持できることが望ましい。 

【東京放送】

  

4-110    ＮＨＫの技術面を含めたノウハウはメディアの普及発展に重要な役割を   
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果たすとみられる。ＮＨＫと民間の協力体制の構築を希望したい。 

【和歌山放送】

4-111     NHK が有するコンテンツや技術面等のノウハウの活用は必要と考える。 

【北海道放送】

  

4-112     放送技術における NHK の資産、新メディア立上げの為のノウハウの活用

は極めて重要であり、本メディアにおいても同様であり賛成する。 

【伊藤忠商事】

  

4-113     新たな放送メディアである携帯端末向けマルチメディア放送サービスの

普及・発展のため、また、お客様のニーズに対応するために、NHK が有する

コンテンツやノウハウが活用できるよう、柔軟な制度対応を希望します。 

【メディアフロージャパン企画】

  

4-114     新しいメディア、新しいコンテンツサービスにおいて、ＮＨＫの技術面

を含めたノウハウの活用は、このメディアの普及、発展の観点から、きわ

めて重要であると考える。民間との協力体制が可能となるような体制を作

るべきであり、従ってＮＨＫが参入を希望するのであれば、ぜひ前向きな

検討をお願いしたい。 

【大阪放送】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-115     ＮＨＫのコンテンツ、技術的ノウハウの活用は必須と考えます。今後Ｎ

ＨＫも希望すれば事業参画が可能となるよう、前向きな検討をお願いした

い。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

 

4-116    新しいメディア、新しいコンテンツ・サービスにおいて、NHK の技術面を

含めたノウハウの活用は、このメディアの普及、発展の観点から、きわめ

て重要であると考える。民間との協力体制が可能となるような体制を作る

べきであり、従って NHK が参入を希望するのであれば、ぜひ前向きな検討

をお願いしたい。 

【栃木放送】
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4-117    新しいメディア、新しいコンテンツ・サービスにおいて、ＮＨＫの技術

面を含めたノウハウの活用は、このメディアの普及、発展の観点から、き

わめて重要であると考える。民間との協力体制が可能となるような体制を

作るべきであり、ＮＨＫが参入を希望するのであれば、ぜひとも前向きな

検討を御願いしたい。 

【ニッポン放送】

  

4-118     マルチメディア放送、とりわけ地方ブロック向け放送において NHK は重

要な役割を果たすものと思われる。NHK の事業参画を期待する。 

【文化放送】

  

4-119     地方ブロック向け放送にとって、ＮＨＫのノウハウの活用は必要であり、

今後ＮＨＫの希望があれば、この事業に参画可能となるよう、前向きな検

討を要望します。 

【毎日放送】

  

4-120     現在のＮＨＫの役割に関する議論を踏まえると、ＮＨＫの放送事業者と

しての参入については、民業圧迫の懸念から、参入すべきではないと考え

る。 

【エフエム滋賀】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-121     目下のＮＨＫ役割に関する議論を踏まえると、民業圧迫への懸念から、

ＮＨＫは、ハード事業者としてもソフト事業者としても参入すべきではな

いと考えます。 

【エフエム東京】

  

4-122    目下のＮＨＫの役割に関する議論を踏まえると、民業圧迫への懸念から、

ＮＨＫは、ハード事業者、ソフト事業者とも参入すべきではないと考えま

す。 

【エフエム栃木】

  



106 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-123    目下のＮＨＫ役割に関する議論を踏まえると、民業圧迫への懸念から、

ＮＨＫは、ハード事業者としてもソフト事業者としても参入すべきではな

い。 

【エフエム山口】

  

4-124    ＮＨＫの役割に関する議論を踏まえると、民業圧迫を防止するためにも

ＮＨＫはハード事業者としてもソフト事業者としても参入すべきではない

と考えます。 
【岐阜エフエム放送】

  

4-125    ２．同様に、NHK の扱いが不明確であり、受信料の無駄遣いとなりかねませ

ん。NHK の参加の仕方は極めて限定的に列挙すべきで、ハード事業者にな

る資格がないことを明記するべきと考えます。 

【個人等（匿名）】

 

4-126     （ＮＨＫによるチャンネルリースについて）視聴者からの受信料で経営

が成り立っている NHK において、チャンネルリースで収入を得ることはそ

ぐわないと感じます。制作委託、番組販売などで対応すベきと考えます。 

【個人等（水上圭輔）】

 

4-127     ＮＨＫが所有する設備（特にＶ－ＬＯＷ）が有効に活用できるよう制度

が整備されることを望む。 

【エフエム大阪】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-128     公共放送である NHK の技術面でのノウハウや施設は国民的な財産とも言

える。マルチメディア放送の普及･発展のためにこの財産が活用されるよう

な制度整備を要望する。 

【エフエム熊本】

  

4-129    ＮＨＫの技術面でのノウハウや施設は国民的な財産とも言える。マルチ

メディア放送のあまねく普及や事業的発展のためにこの財産が活用される

ような制度整備を望みたい。 

【エフエム福岡】
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-130     ＮＨＫが所有しているコンテンツや技術面等のノウハウを活用すること

が大事である。また、ＮＨＫやのアナログ設備については、２０１１年の

アナログ放送終了以降、不要設備となる事から、本来なら撤去・廃棄費用

が必要となるが、新規に始まるマルチメディア放送に活用できれば、国民

の財産が有効活用され、さらには、マルチメディア放送の普及促進に貢献

することとなる。是非、そのようなことができる制度・仕組みを構築して

いただきたい。 

【エフエム北海道】

  

4-131    NHK の参入は民間事業の圧迫が懸念されるので、NHK 所有の設備を安価で

提供することを義務とするなど民間事業に配慮して欲しい。 

【エフエム青森】

  

4-132    ＮＨＫが保有するコンテンツや技術面等のノウハウを活用することはこ

の新しいマルチメディア放送の普及やこの事業リスク（資金）軽減のため

にも必要である。特に、ＶＨＦ帯、ＬＯＷ帯を利用するためにＮＨＫが所

有している設備（中継所、アンテナなど）等、放送法を根拠として存在す

る公共放送事業者の財産を新しい放送に参入する民間事業者に対し廉価・

無償（事業採算性がとれるまで）で提供する義務を課すことは、社会イン

フラの無駄を省き、Ｖ－ＬOW における「地方ブロック向けマルチメディア

放送」の事業性の向上や普及に大きく貢献するものとして強く希望する。 

【エフエム長崎】
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-133    VHF 帯、特に LOW 帯を利用するためにＮＨＫが所有している設備（中継所、

アンテナなど）については、国民的な財産といってもよいものである。放

送法を根拠として存在する公共放送事業者の財産を、新しい放送に参入す

る民間事業者に対し廉価で提供する義務を課すことは、社会的な無駄を省

くことになるとともに、V-LOW における「地方ブロック向けマルチメディア

放送」の事業性の向上やあまねく普及に大きく貢献するものとして、強く

希望する。 

【広島エフエム放送】

  

4-134    マルチメディア放送におけるハード事業のコスト負担は大きい為、コス

ト軽減のためにも、ＮＨＫのインフラ設備は、マルチメディア放送のハー

ド事業者への開放を義務付けることを望む。 

【三井物産】

  

4-135    一方で、VHF 帯、特に LOW 帯を利用するためにＮＨＫが所有している設備

（中継所、アンテナなど）については、国民的な財産といってもよいもの

であり、放送法を根拠として存在する公共放送事業者の財産を、新しい放

送に参入する民間事業者に対し廉価で提供する義務を課すことは、社会的

な無駄を省くことになるとともに、V-LOW における「地方ブロック向けマル

チメディア放送」の事業性の向上やあまねく普及に大きく貢献するものと

して、強く希望いたします。 

【エフエム東京】

 

4-136     一方で、ＶＨＦ帯、特にＬＯＷ帯を利用するためにＮＨＫが所有してい

る設備（中継所、アンテナなど）については、国民的な財産といってもよ

いものと考えます。新しい放送に参入する民間事業者に対し廉価で提供す

ることは社会的な無駄を省くとともに、Ｖ－ＬＯＷにおける「地方ブロッ

ク向けマルチメディア放送」の事業性の向上やあまねく普及に大きく貢献

するものとして、希望するものです。 

【エフエム栃木】
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-137    一方で、VHF 帯、特に LOW 帯を利用するためにＮＨＫが所有している設備

（中継所、アンテナなど）については、国民的な財産といってもよいもの

である。放送法を根拠として存在する公共放送事業者の財産を、新しい放

送に参入する民間事業者に対し廉価で提供する義務を課すことは、社会的

な無駄を省くことになるとともに、V-LOW における「地方ブロック向けマル

チメディア放送」の事業性の向上やあまねく普及に大きく貢献するものと

して、強く希望する。 

【エフエム山口】

  

4-138    ＶＨＦ帯、特にＬＯＷ帯を利用するためにＮＨＫが所有している中継所

などの施設はいわば、国民的な財産。この財産を新しい放送に参入する民

間事業者に廉価で提供する義務を課すことは必要なことで、Ｖ―ＬＯＷに

おける「地方ブロック向けマルチメディア放送」の事業性の向上や普及に

大きく貢献するものとして希望します。 
【岐阜エフエム放送】

 

4-139    ３．一方、NHK の既存の送信設備は、VHF の LOW であることが多いと推測さ

れます。もともと国民が納めた受信料で投資をしたものなので、恣意的

な利用は許されるものではありません。誰がハード事業者になっても、

NHK の送信設備を安価に活用できるように義務付けをすることが、国民の

利益になります。NHK の設備の活用に当たっては、透明性を確保できるよ

う、NHK の開放義務を明記するべきです。 

【個人等（匿名）】

 

4-140    ＮＨＫが関連分野で経験を持っているとしても、その活用は、新たなビ

ジネスモデルにおける事業者の権利を阻害したり、事業者が自分の技術・

コンテンツ・ビジネスオペレーションやソリューションを開発・選択する

ことを妨げることを懸念する。 
【Big Picture International】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 



110 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-141     どのような技術やコンテンツを活用するかは、事業を行う民間事業者の

自由な選択に任されるべきであり、NHK 以外にも、すぐれた技術やコンテン

ツを持つ事業者のノウハウ等の活用が期待される。よって本項の末尾に以

下を追加されたい。 

 「なお、どのような技術やコンテンツを活用するかは、基本的には事業

を行う民間事業者の自由な選択に任されるべきことであることから、NHK の

ノウハウ等の活用の促進に際しては、このような事業者の自由が害されな

いように留意することが必要である。また同時に、NHK だけでなく、すぐれ

た技術やコンテンツを持つ NHK 以外の事業者の技術・コンテンツ等の積極

的な活用が図られるべきである。」 

【クアルコム・ジャパン】

 当然に、NHK 以外の優れた技術

やコンテンツを持つ事業者のノ

ウハウ等の活用は期待されるも

のと考えます。 

 

4-142     どのような技術やコンテンツを活用するかは、市場の自由な選択に任さ

れるべきであり、NHK 以外にも、すぐれた技術やコンテンツを持つ事業者の

ノウハウ等の活用が期待される。よって本項の末尾に以下を追加されたい。

「なお、どのような技術やコンテンツを活用するかは、基本的には市場

の自由な選択に任されるべきことであることから、NHK のノウハウ等の活用

の促進に際しては、このような事業者の自由が害されないように留意する

ことが必要である。また同時に、NHK だけでなく、すぐれた技術やコンテン

ツを持つ NHK 以外の事業者の技術・コンテンツ等の積極的な活用が図られ

るべきである。」 

【FLO Forum】

 

4-143 2(2) ア 放送局

に係る表現

の自由享有

基準 

31 マルチメディア放送は新しい放送であるが、充分に普及するためには、

ある程度の期間が必要となり、その間、既存の放送局が持つノウハウやコ

ンテンツ制作能力などが不可欠となる。したがって、「緩和」の方向とする

ことについては賛成である。 

【アール・エフ・ラジオ日本】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 



111 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-144     「マスメディア集中排除原則」の緩和は賛成である。 

【伊藤忠商事】

 

4-145     新たなメディアである全国向けマルチメディア放送の円滑な立ち上げを

図る等の観点から、緩和の方向とすることが適当との本報告書の趣旨に賛

同します。 

【メディアフロージャパン企画】

 

4-146    マルチメディア放送については、既存の放送よりも規制を緩和するとい

う方針には賛成する。報告書は、米国でもマルチメディア放送は放送とし

て扱われていないとしている。しかしながら同時に、報告書は放送と通信

が融合した世界を先取りすべきであるのに、両者が未だに分離されている

ままの世界を前提として書かれている。これは機会の損失であり、今後予

定されている法律面での通信・放送融合が起きた場合に問題を生じる可能

性がある。 

【Big Picture International】

報告書（案）第４章の冒頭に

あるとおり、「通信・放送融合法

制の全体の見直しや、技術革新

に関する動向等を十分に踏ま

え、必要な見直しを行いつつ、

柔軟に対応することが適当であ

る」と考えている。 

4-147    新しい市場となる携帯マルチメディア放送市場を円滑に立ち上げる観点

から、既存の放送メディアに対するマスメディア集中排除の枠組みとは分

離し、出資比率に相当程度の自由度を持たせることを望む。 

【三井物産】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

4-148     「地上放送として新たに制度化されるマルチメディア放送の円滑な立ち

上げを図る観点から、基本的には緩和の方向とすることが適当」と記載さ

れていることは高く評価される。 

しかしながら２０１１年頃のメディア環境は、デジタル放送の普及～成

熟に加え、通信の広帯域・大容量化によるメディア配信手段の多様化・高

度化が進んでおり、マルチメディア放送にとって、多くの強大なコンペテ

ィターの存在が想定される。また、本マルチメディア放送が全国ネットワ

ーク構築・維持にかかる莫大なコストを負担しつつ、且つゼロから顧客を

開拓しなければならない有料主体のサービスであることなども併せると大

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見と考え

ます。 
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きな支配力を獲得することは困難であるため、マスメディア集中排除原則

については適用除外とすることが適当と考える。 

ハードとソフトに分けて免許する場合のあり方も含めて、新メディアの

立ち上げに参画しやすい制度を期待したい。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

4-149     マルチメディア放送では、希少性の高い電波を利用するため、通信・放

送が融合したより新しいサービスを構築していく必要がある。そのために

は、既存事業者の適切な協力を得つつも、マスメディア集中排除原則を維

持し、様々な新規事業者が参入することにより、既存サービスに無い多様

な新しいコンテンツ・サービスの開発が促進されていくべきと考える。 
【ソニー・放送メディア】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-150    ６．出資規律について 

「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」を含むマルチメディア放送

について、「放送局に係る表現の自由享有基準」を適用するとしたうえで

「基本的には緩和の方向」としたことを支持する。 

既存民放事業者が他の参入希望者に比べ劣後の扱いとならないことを

要望する。 

【日本民間放送連盟】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

4-151     「放送局の自由享有基準」について「基本的には緩和の方向とする事が

適当である」と記されている事について、マルチメディア放送の円滑な普

及の観点から、大いに歓迎し賛同する。 

また、既存放送事業者が、その他の参入希望者に比べ、不公平とならな

いような配慮をお願いしたい。 

【中国放送】
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4-152    マルチメディア放送では、規律を「基本的には緩和の方向とする」との

記載は評価できる。また既存放送事業者が新規参入事業者に比べて不利な

扱いとならないよう希望する。 

【東京放送】

 

4-153     放送メディアであることから、一定の基準を設けることには賛成である

が、既存放送事業者が、その他の参入希望者に比べ不公平とならないよう

配慮をお願いしたい。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

  

4-154    既存の放送とは違ったビジネスモデルが予想されることから、緩和の方

向とすることに賛成である。さらに、既存放送事業者とその他の参入希望

事業者とで不公平とならないよう配慮されることをお願いしたい。 

【栃木放送】

  

4-155     既存の放送とは違ったビジネスモデルが想定されることからも、緩和の

方向とすることに賛成ではあるが、既存放送事業者がその他の参入希望事

業者と比べ不公平にならないよう配慮をお願いしたい。 

【文化放送】

 

4-156     新たな放送が立ち上がるわけだから、基本的に緩和の方向には賛成であ

る。ただ、既存の放送事業者と新規参入事業者との間で公平性の確保が必

要となるのは言うまでもない。 

【和歌山放送】

  

4-157     地方ブロック向けデジタルラジオ放送を含むマルチメディア放送につい

て、「放送局に係る表現の自由享有基準」を適用するとした上で「基本的に

は緩和の方向」としたことを支持する。既存放送事業者とその他の参入希

望事業者とで不公平とならないよう配慮されることをお願いしたい。 

【東海ラジオ放送】

  

4-158     既存の放送とは違ったビジネスモデルが予想されることから、緩和の方

向とすることに賛成である。さらに、既存放送事業者とその他の参入希望
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者とで不公平とならないよう配慮されることをお願いしたい。 

【山口放送】

4-159    「マルチメディア放送」では、「放送局に係る表現の自由享有基準」を適

用しつつも、「緩和の方向」としたことを支持する。その場合、既存放送事

業者と新規参入者が不公平にならないように望みたい。 

【エフエム福岡】

  

4-160     新規の放送メディアの円滑な立ち上げには、既存の放送局による、ハー

ド・ソフト両面でのサポートや協力体制があることが不可欠であることは、

過去の事例において実証されていることである。「地上放送として新たに制

度化されるマルチメディア放送の円滑な立ち上げを図る観点から、基本的

には緩和の方向とすることが適当」と記載されていることは高く評価され

る。ハードとソフトに分けて免許する場合のあり方も含めて、既存の放送

事業者が柔軟にサポートし、新メディアの立ち上げに参画しやすい制度を

期待したい。 

【マルチメディア放送企画】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-161 2(2) ウ その他

の出資規律 
32  放送事業に対する異業種からの参入を促進する等の観点から、出資につ

いて特段の制限を設ける必要がないとの本報告書の趣旨に賛同します。 
【メディアフロージャパン企画】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

4-162     マルチメディア放送は、主に携帯電話端末での受信が想定されることか

ら、その放送番組についても、携帯電話上における通信サービスやワンセ

グで既に提供されている各種コンテンツと類似することが想定される。マ

ルチメディア放送の新規性、視聴者ニーズや周波数有効利用の観点からは、

提供するコンテンツやサービスには十分な検討が必要である。そのために

は、携帯電話事業者が主体となり、「通信」「放送」各々の異なる役割を考

慮し、視聴者ニーズにあったサービスを提供することが重要である。従っ

て、携帯電話事業者による出資制限を設ける必要はないとした考え方には

賛成であり、実現を強く希望する。 
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【ＮＴＴドコモ】

4-163     携帯端末普及の観点からも本メディアにおける携帯電話事業者の役割は

大きく、賛成である。 

【伊藤忠商事】

  

4-164     「マルチメディア放送はあくまでも新たな「放送」として制度化するも

のであり、通信による情報配信サービスとは異なる役割が期待されること

から、携帯電話事業者による出資について特段の制限を設ける必要はない」

と記載されているが、本マルチメディア放送は、放送と通信が一体となっ

た新しい放送であるという趣旨から、携帯電話事業者だけではなく、既存

の放送事業者に対しても、同等に、特段の出資制限を設ける必要はないと

思われる。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

 マルチメディア放送は、「放

送」であることから、既存の放

送事業者を、携帯電話事業者と

同等に扱うことは、慎重な検討

が必要であると考えます。 

4-165     「マルチメディア放送はあくまでも新たな「放送」として制度化するも

のであり、通信による情報配信サービスとは異なる役割が期待されること

から、携帯電話事業者による出資について特段の制限を設ける必要はない」

と記載されているが、本マルチメディア放送は、放送と通信が一体となっ

た新しい放送であるという趣旨から、携帯電話事業者だけではなく、既存

の放送事業者に対しても、同等に、特段の出資制限を設ける必要はないと

思われる。 
【マルチメディア放送企画】

  

4-166     携帯電話事業者、通信事業者、商社等の大資本と放送事業者、特にロー

カル放送事業者とでは、決定的に資本力が違う。 
このため、「地方ブロック向け放送」において出資制限をしない場合、マ

ルチメディア放送に対する放送事業者の発言力は極めて弱いものとなり、

放送の多元性確保、表現の自由、報道の自由、地域文化の振興等について

資本力の支配を受ける事態を危惧する。このため、「地方ブロック向け放送」

または「県域放送」においては、大資本側の出資に対して何らかの制限を

マルチメディア放送は、新た

な放送として制度化するもので

あり、当該放送についても、放

送局に係る表現の自由享有基準

の観点から、多元性・多様性・

地域性の確保について検討され

るべきと考えます。 
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行うとともに、県域ラジオ事業者が参画できる保証措置を講じることが必

要と考える。 
【エフエム群馬】

 

4-167     ウ その他の出資規律の 12 行目の最後に加筆。 
 「但し、電波の公共性が維持され、独占禁止法の規定に反することのな

いよう慎重な対応が不可欠である。」 
【東京都地域婦人団体連盟】

 免許をする際に他法に反しな

いようにすることについて、あ

えて記述することは不要と考え

ます。 

4-168 3(1) 番組関係 33～
34 

 マルチメディア放送は、「放送」に位置づけられることから、従来の放送

と同様のものを基本とすることは理解できるが、「新たな放送」であること

から、あまり「従来」にこだわることなく、事業者の自由な活動、創意工

夫の芽をそいでしまうことのないよう、柔軟に新たな枠組みを構築するこ

とを要望する。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-169     マルチメディア放送は、「放送」に位置づけられることから、従来の放送

と同様のものを基本とすることは理解できるが、「新たな放送」であること

から、あまり「従来」にこだわることなく、事業者の自由な活動、創意工

夫の芽をそいでしまうことのないよう、柔軟に新たな枠組みを構築するこ

とを要望する。 

【マルチメディア放送企画】

  

4-170 3(1) ア 番組規

律 
33  本放送についても、同様の規定を設けることが適当と思われる。 

【ＹＲＰ研究開発推進協会】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

4-171     本メディアは、新しいメディアであることから、「従来」に拘らず番組規

律についても最小限に止めるべきである。 
【伊藤忠商事】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-172     災害放送に対する規律化について、「地方向けブロック放送」に関しまし

ては、地域情報の発信（特にマルチメディア情報）は、災害時の活躍が期

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として
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待されますので、規律を設けることに賛成します。 
一方「全国向け放送」に関しましては、既にワンセグ放送など既存のイ

ンフラが災害時に活用できます。よって、この規律を設けないことにより、

設備投資の抑制、運用コスト削減が期待できますので、災害放送への規律

を設けないことが望ましいと考えます。 
【ローデ･シュワルツ･ジャパン】

承ります。 

4-173    従来のアナログ放送事業者がネットワーク系列で地方ブロック向けに災

害時の放送を行うことの方が、より詳細・正確でかつ速報性に富むと考え

られ、聴取者保護の観点からも必要である。 
【九州朝日放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-174     ブロック免許が前提ではあるが、県域放送を希望する事業者の扱いにつ

いては、今後の制度整備で十分検討して頂きたい。特に、地域放送に対し

ては、細分化されたより極め細かな情報提供が求められており、我々既存

放送事業者も、この新免許を機会に実現すべく努力する。 
【毎日放送】

制度化の理念や、事業性等を

勘案すると、放送対象地域は、

第４章の１の（２）のとおり、「全

国」「地方ブロック」「デジタル

新型コミュニティの地域」で分

けることが適当であると考えて

います。 

4-175 3(1) イ サイマ

ル放送の扱

い 

34  ラジオ局の参入により現行アナログ放送のサイマル放送は、コンテンツ

の認知度含め聴取者にとってもラジオ事業者にとっても歓迎すべきであ

る。馴染みのある人気コンテンツが放送されることで、マルチメディア放

送への接触率も高まるものと思われる。また、付加価値として番組関連の

ダウンロードサービスも考えられ、サイマル放送は不可欠である。 
【エフエム仙台】

 報告書（案）は、サイマル放

送について、基本的に「特段の

制約を設ける必要ない」としつ

つ、過度に増えることを懸念し

ているものです。ご指摘は、今

般の意見募集に係る報告書（案）

に対する参考意見として承りま

す。 

4-176    現行のアナログ音声放送には、これまで培った、すぐれたコンテンツが

多く、アナログ放送のサイマル放送は視聴者の確保のためにも必要である。
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【エフエム長崎】

4-177    現行のアナログ音声放送には、すでに地域に根ざした、すぐれたコンテ

ンツが多い。そうした人気コンテンツは、マルチメディア放送の普及にも

効果があると思われる。従って、アナログ放送のサイマル放送は欠かせな

いものと考える。 

【エフエム福岡】

 

4-178     地域のリスナーに支持されている情報をサイマル放送することは端末の

普及にも有効であり、制約すべきではない。 

【北海道放送】

 

4-179    国民のニーズを反映した自由な事業展開を可能とするため、特段の制約

を設ける必要はないという考えに賛同いたます。 

既存のアナログ放送は多くの国民に支持され、地域に根ざしたものとな

っております。そうした既存のコンテンツにダウンロード、データ放送サ

ービスを付加することにより、国民への一層の浸透、新たなビジネスモデ

ルへの発展につながるものと信じます。 

【エフエム佐賀】

  

4-180     「地方ブロック向け放送」においては、アナログラジオの番組も重要な

コンテンツであると考えます。したがって特段の制約なくサイマル放送が

実施できることを希望します。 
【ＦＭ８０２】

  

4-181     都市雑音等で年々アナログラジオの聴取環境が悪化するなか、聴取者保

護の観点からも、各地域ブロックの状況に合わせて「デジタル放送ならで

はの高度化されたサイマル放送」の検討、実施を行うことが必要と考える。

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

報告書（案）は、サイマル放

送について、基本的に「特段の

制約を設ける必要ない」としつ

つ、過度に増えることを懸念し

ているものです。ご指摘は、今

般の意見募集に係る報告書（案）

に対する参考意見として承りま
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す。 

4-182    アナログラジオの受信環境は年々悪化している。とりわけＡＭラジオは

都市雑音の影響を受けやすく、鉄筋コンクリート建造物が年々増加する状

況下では、今後リスナーに充分良好なサービスを提供することが困難にな

ってくる。マルチメディア放送におけるサイマル放送は、事業者のみなら

ずリスナーからも歓迎されるものであることは間違いなく、端末の普及に

大きく寄与するものであると思われる。したがって、この件については放

送事業者の判断を優先し、制約は設けるべきではない。 
【アール・エフ・ラジオ日本】

 

4-183    中波ラジオ放送の不感対策、及び地域のリスナーに信頼されている情報

をサイマル放送することは端末の普及にも有効であり、制約すべきではな

い。 

【ＳＴＶラジオ】

 

4-184     サイマル放送は、アナログ放送の混信、不感対策の面からも有効である

と同時に、受信端末の普及にも大きな効果があると思われる。従ってサイ

マル放送に対して制約は設けるべきでない。 

【大阪放送】

 

4-185    混信や都市雑音の増加によりアナログラジオ放送の聴取環境が悪化して

いる。聴取者保護の観点から、また受信端末の普及の観点から、各ブロッ

クの状況に合わせてサイマル放送の検討・実施は事業者の判断を優先させ、

規制は設けるべきではない。 

【熊本放送】

 

4-186    都市雑音や混信など、アナログラジオの受信環境が悪化する中、聴取者

保護の面からも、サイマル放送は有効であり、受信端末の普及にも大きな

効果があると思われる。従ってサイマル放送には事業者の判断を優先させ、

制約は設けるべきではないと考える。 

【中国放送】
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4-187    アナログ放送の混信、不感対策の面からも、サイマル放送は有効である

と同時に、端末の普及にも効果があると思われます。従ってサイマル放送

については、事業者の判断を優先させるべきで、制約は設けるべきではな

いものと考えます。 

【栃木放送】

 

4-188    アナログ放送の混信、不感対策の面からも、サイマル放送は有効である

と同時に、端末の普及にも効果があると思われる。従ってサイマル放送に

ついては、事業者の判断を優先させるべきで、制約は設けるべきではない。

【ニッポン放送】

 

4-189     サイマル放送に特段の制約を設けない考え方は、アナログ放送の難聴・

混信対策にもなり、受信端末の普及に資すると思われ賛成である。 

【文化放送】

  

4-190     サイマル放送は、既存アナログラジオ聴取者に対する保護とあわせて、

受信端末の普及にも効果があると思われる。地域の状況に合わせてサイマ

ル放送の実施が事業者の判断でおこなわれるよう、制約は設けるべきでな

い。 

【山口放送】

  

4-191     全ての放送がデジタル化される中、ラジオのデジタル化への道筋が示さ

れたものと期待しています。アナログラジオにおいては、都市部における

難聴取など、今後益々聴取環境が悪化するなか、聴取者保護の観点からも、

ブロックごとの状況に合わせたアナログラジオのサイマル放送実施が行わ

れるよう要望します。 

【毎日放送】

  

4-192     都市雑音・家庭内雑音等で年々アナログラジオの聴取環境が悪化するな

か、聴取者保護の観点からも各地域ブロックの状況に合わせてサイマル放

送の検討、実施を行うことが望まれる。 

【山陽放送】
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4-193     難聴対策の観点からサイマル放送が効果がある場合など、各地域ごとの

事情に配慮し、制約を設けるべきではないと考える。 
【エフエム鹿児島】

 

4-194    あまねくは現行ラジオ社は基幹放送として実施してきた。しかしながら、

実態は都市型難聴取や家庭内の混信障害が著しくなってきている。こうい

った場所での実質的な「あまねく」を実行するためには、難聴取対策とし

てのデジタル化も視野に入れる必要があり、その意味でのサイマル放送は

大きな意義があると考える。 
現行のアナログラジオ放送事業者が、これまでのノウハウを活かし、デ

ジタル放送とのサイマル放送を行うことは、難聴取対策の意味から大きな

意義があり聴取者保護の観点から重要と考えられる。 
また、アナログテレビジョン放送事業者がデジタル移行に伴い、データ

放送等さまざまな施策を講じていることを考えると新規ビジネスの観点か

らも現行のアナログラジオ放送事業者が単なるサイマル放送や将来の移行

のみの取組を行うとは到底考えられない。 
【九州朝日放送】【一部再掲】

 

4-195    ５．上記 1 の理由により、アナログ音声放送を転用したサイマル放送は、

原則として禁止して頂きたい。新しい放送サービスでなければ、意味が

なく、アナログは停波しないのだから、古いサービスはアナログで継続

するように規制するべきです。 

【個人等（匿名）】

 サイマル放送についても、マ

ルチメディア放送において、国

民のニーズを反映した自由な事

業展開を可能とするため、特段

の制約を設ける必要はないと考

えます。 
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4-196     （編注：「ただし、サイマル放送が過度に増えることは、マルチメディア

放送の新規性の観点から好ましくないことから、例えば、事業者の比較審

査の際に新規コンテンツを盛り込んだ放送を多く有するもの優遇すること

等も考えられる。」という記述について）この考え方に強く賛同いたします。

既存放送のサイマルは、周波数有効利用の観点にも反しており、また、新

規参入を計画している事業者、コンテンツプロバイダを著しく阻害するも

のです。比較審査の項目に採用することに賛同します。 
【エフエム東京】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-197     （編注：「ただし、サイマル放送が過度に増えることは、マルチメディア

放送の新規性の観点から好ましくないことから、例えば、事業者の比較審

査の際に新規コンテンツを盛り込んだ放送を多く有するもの優遇すること

等も考えられる。」という記述について）この考え方に強く賛同いたします。

既存放送のサイマルは、周波数有効利用の観点にも反しており、また、新

規参入を計画している事業者、コンテンツプロバイダを著しく阻害するも

のです。比較審査の項目に採用することに賛同します。 
【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】

 

4-198     （編注：「ただし、サイマル放送が過度に増えることは、マルチメディア

放送の新規性の観点から好ましくないことから、例えば、事業者の比較審

査の際に新規コンテンツを盛り込んだ放送を多く有するもの優遇すること

等も考えられる。」という記述について）この項目に賛同する。 
【エフエム大阪】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-199     ハード事業者が、まとまった周波数帯域幅を保有するソフト事業者とな

ると、マルチメディア放送全体に対する影響力は相当に大きくなる。ハー

ド事業者として、他のソフト事業者に対する公正な役務の提供を確保する

措置を講ずることは賛成である。また、ソフト事業としても影響力が強化

することが予測される。そのため、事業者の認定にあたっては、ソフト事

業専業者以上に、できるだけ多様で幅広く、従来にないサービスを提供す
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る事業者を優先すべきと考える。 
【ソニー・放送メディア】

4-200     「イ サイマル放送の扱い」に記載されている、事業者の比較審査の際に

新規コンテンツを盛り込んだ放送を多く有する者への優遇、「ウ 公共的役

割」に記載されている、コンテンツ市場の活性化に寄与する役割に対する

期待、などから、テレビ番組(映像と音声)のサービスを実施するソフト事業

者間の比較審査がなされる場合には、既存番組の買い付けによる放送(ソフ

ト)事業者ではなく、オリジナル制作番組を多く保有するソフト事業者への

優遇を期待します。 
【個人等（匿名）】

 

4-201    新規コンテンツであることを比較審査の際に重視しすぎると、利用者の

ニーズの高い既存コンテンツが結果的に排除されることも起こりうる。こ

れは利用者の不利益にもつながるもので、こうした優遇措置の適用は慎重

に検討されるべきである。 
【東京放送】

 報告書（案）は、サイマル放

送について、基本的に「特段の

制約を設ける必要ない」としつ

つ、過度に増えることを懸念し

ているものです。ご指摘は、今

般の意見募集に係る報告書（案）

に対する参考意見として承りま

す。 

4-202     ラジオ事業者の参入によりアナログ放送のサイマル放送を想定した配慮

に感謝したい。 
 ラジオ事業経営では基幹となるアナログ放送を継続すると同時に、新メ

ディアであるマルチメディア放送の利用者に利便性が高い新規コンテンツ

制作に力を注ぐと共に、受信機の普及に貢献するにはサイマル放送は欠か

せない。 
 また新規コンテンツの番組を多く盛り込むためにはそれなりの帯域幅が

必要となり、これも比較審査の対象となると思われるが、しかし新規数の

多さが問題ではない筈で、事業者の努力を評価するのは最終的には利用者
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である。優遇制度は不要と考える。 
【エフエム愛知】

4-203     現行のアナログ放送では、国民のニーズにかなった形で地域に根ざした

優れたコンテンツを提供しています。サイマル放送の他、新たにダウンロ

ードなどデータ放送サービスを付加することで、アナログ放送の受信者が

デジタル放送に移行するひとつの要因となりうると考えます。サイマル放

送が過度に増えることは好ましくないとの考えには賛同いたしますが、事

業展開初頭における比較審査において新規コンテンツを多く有するものを

優遇させることは必ずしも適切はでないと考えます。 
【長野エフエム放送】

 

4-204     ＢＳ放送やＣＳ放送等のサイマル放送について特段の制約を設ける必要

がないとする本報告書の趣旨に賛同致します。 

サイマル放送の是非については、本来お客様のニーズに依存する部分で

あり、比較審査の段階において新規コンテンツを盛り込んだ放送を多く有

する者を優遇すること等の是非については慎重に検討すべきと考えます。 

【メディアフロージャパン企画】

 

4-205     マルチメディア放送サービスにおいては通信サービスと連携していくこ

とに鑑み、視聴者にとっての新規コンテンツの扱いは放送のみならず通信

サービスにおけるコンテンツも考慮する必要があるが、現実的には放送サ

ービス以外のコンテンツを既存・新規と振り分けることは困難である。既

存放送と異なるコンテンツを新規コンテンツと定義し比較審査すること

は、視聴者視点からは新規コンテンツを誘致する効果は得られないため比

較審査の対象外とし、参考情報とする等の措置を希望する。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

 

4-206     マルチメディア放送におけるビジネスモデルが明確でない以上、現時点

で新規コンテンツの比率を比較審査の対象とすることには違和感を覚えま

す。よって、｢ただし、サイマル放送が過度に（中略）優遇することも考え

報告書（案）は、サイマル放

送について、基本的に「特段の

制約を設ける必要ない」としつ
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られる｣は削除すべきと考えます。 
【テレビ朝日】

つ、過度に増えることを懸念し

ているものです。ご指摘は、今

般の意見募集に係る報告書（案）

に対する参考意見として承りま

す。 

4-207    既存の放送事業者が、既に持つコンテンツをメディア横断的に展開して

いくことは、コンテンツ市場の拡大の観点から有用なものと考えます。 
また、顧客管理などの有料放送のための仕組みやノウハウを持つ有料放

送事業者が、マルチメディア放送において既に持つコンテンツを提供する

ことは、マルチメディア放送の普及において、大きな牽引力を発揮すると

考えております。 
事業者の比較は、コンテンツの新規性ではなく、マルチメディア放送の

普及や発展に資するコンテンツを提供出来る事業者であるかどうかを審査

することを希望いたします。 
【ＷＯＷＯＷ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-208     既存の放送サービスは長年にわたって実績があり、ニーズに沿った地域

情報や生活情報と、さらには災害放送などの公共的役割を担ってきている。

聴取者の利益と公共的役割を考えれば、サイマル放送に関して特段の制約

を設ける必要は無く、むしろサイマル放送自体必要であると言える。 

従って、「ただし」以下（編注：「ただし、サイマル放送が過度に増えるこ

とは、マルチメディア放送の新規性の観点から好ましくないことから、例

えば、事業者の比較審査の際に新規コンテンツを盛り込んだ放送を多く有

する者を優遇すること等も考えられる。」という記述について）については

削除すべきである。 

【南日本放送】

 報告書（案）は、サイマル放

送について、基本的に「特段の

制約を設ける必要ない」としつ

つ、過度に増えることを懸念し

ているものです。ご指摘は、今

般の意見募集に係る報告書（案）

に対する参考意見として承りま

す。 

4-209     新型端末は複数のメディア受信機能が想定されます。地域ブロック向け

デジタルラジオ放送が搭載された端末にアナログラジオ受信機能が搭載さ
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れないことが想定されるため、デジタルラジオ普及のためにも、サイマル

放送は重要なコンテンツになると思われます。したがって、地上ブロック

向け放送に関しては左記の項目（編注：「ただし、サイマル放送が過度に増

えることは、マルチメディア放送の新規性の観点から好ましくないことか

ら、例えば、事業者の比較審査の際に新規コンテンツを盛り込んだ放送を

多く有する者を優遇すること等も考えられる。」という記述について）の削

除を希望します。 

【エフエムラジオ新潟】

4-210     新型端末は複数のメディア受信機能が想定される。地域ブロック向けデ

ジタルラジオ放送が搭載された端末にアナログラジオ受信機能が搭載され

ないことが想定されるため、デジタルラジオ普及のためにも、サイマル放

送は重要なコンテンツになると思われます。したがって、地上ブロック向

け放送に関しては左記の項目の削除を希望します。 

【静岡エフエム放送】

 

4-211    現行のアナログ音声放送は今まで聴取者に対して、ニーズにかなった優

れたコンテンツがあり、比較審査の中で評価を与えていただきたい。 

【エフエム青森】

 報告書（案）は、サイマル放

送について、基本的に「特段の

制約を設ける必要ない」としつ

つ、過度に増えることを懸念し

ているものです。ご指摘は、今

般の意見募集に係る報告書（案）

に対する参考意見として承りま

す。 

4-212     現行のアナログ音声放送については、地域に根ざした人気コンテンツも

多く、こういったものが、マルチメディア放送における、データサービス

やダウンロードなどの工夫により、国民の利益拡大につながるものと考え

る。この点も比較審査の際に評価されるべきであると考える。 

【エフエム滋賀】
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4-213    現行のアナログ音声放送は、すでに国民のニーズにかなった形で、全国

あるいは地域に根ざした優れたコンテンツが多く、そうした人気コンテン

ツは、ダウンロードサービスなど新たにデータ放送サービスを加えること

により、さらに国民の利益の拡大につながるものと考えます。このように

コンテンツの工夫についても、事業審査のなかで評価を与えるべきと考え

ます。 

【エフエム栃木】

  

4-214    現行のアナログ音声放送には、すでに国民のニーズにかなった形で、全

国あるいは地域に根ざした、すぐれたコンテンツが多く、そうした人気コ

ンテンツは、新たにダウンロードサービスなど、データ放送サービスを加

えることにより、さらに国民の利益の拡大につながるものと考える。そう

したコンテンツの工夫についても、事業審査の中で評価を与えるべき。 

【エフエム宮崎】

 

4-215    現行のアナログ音声放送には、すでに国民のニーズにかなった形で、全

国あるいは地域に根ざした、すぐれたコンテンツが多く、そうした人気コ

ンテンツは、新たにダウンロードサービスなどデータ放送サービスを加え

ることにより、さらに国民の利益の拡大につながるものと考える。そうし

たコンテンツの工夫についても、事業者審査の中で評価を与えるべきであ

る。 

【エフエム山口】

 

4-216     現行のアナログ音声放送には、すでに国民のニーズにかなった形で、全

国あるいは地域に根ざした、すぐれたコンテンツが多く、そうした人気コ

ンテンツは、新たにダウンロードサービスなどデータ放送サービスを加え

ることにより、さらに国民の利益の拡大につながるものと考える。そうし

たコンテンツの工夫についても、事業者審査の中で評価を与えるべきであ

る。 

【広島エフエム放送】
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4-217    サイマル放送の事業展開に制約を設けないことに賛成である。また、民

放ラジオ事業者の中には、サイマル放送に加えて、新規のデジタル音声放

送とデータ等放送の実施を希望する者が少なくないので、こうしたラジオ

事業者に対して、「サイマル放送＋デジタル音声１チャンネル＋データ等放

送」用に１セグ以上の電波帯域を用意して、マルチメディア放送に参画さ

せるのが望ましいと考える。 

【エフエム群馬】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-218    現在のアナログ音声放送は、地域住民の生活に密着し、地域文化の向上

に寄与することを前提に、生放送の実施比率が極めて高い。 
一方でインターネットのポッドキャストによるダウンロード配信等の普及

により、聴きたいコンテンツを聴きたいときに聴くという聴取習慣は着実

に浸透してきている。 
「新規コンテンツの盛り込み」だけではなく、デジタル放送の大きなメ

リットのひとつであるダウンロードサービス等の実施など「放送方法の工

夫」も、事業者審査の中で評価を与えることを希望するものである。 
【福井エフエム放送】

マルチメディア放送は、「事業

者の創意工夫を最大限に尊重し

つつ、国民のニーズに的確に対

応することができるようにす

る」ことが重要であり、そのた

めには、放送の「形態等」を制

約するべきではないと考えま

す。 

4-219    現行のアナログ放送の中には地域に根差した、需要の高いコンテンツが

あり、更にデータ放送、画像コンテンツ等を付加することにより、ユーザ

ーの要望を満たすものとなり得る。サイマル放送を含むコンテンツの工夫

については事業者審査の中で評価を与えるべきである。 
【岡山エフエム放送】

 

4-220     ハード事業者が、まとまった周波数帯域幅を保有するソフト事業者とな

ると、マルチメディア放送全体に対する影響力は相当に大きくなる。ハー

ド事業者として、他のソフト事業者に対する公正な役務の提供を確保する

措置を講ずることは賛成である。また、ソフト事業としても影響力が強化

することが予測される。そのため、事業者の認定にあたっては、ソフト事

業専業者以上に、できるだけ多様で幅広く、従来にないサービスを提供す

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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る事業者を優先すべきと考える。 

【ソニー・放送メディア】

4-221 3(1) ウ 公共的

役割 
34  放送は、誰でも安価で簡便に、責任ある編集主体によって編集された信

頼できる情報を入手できる手段であり、人々の日常生活に必要不可欠な情

報が総合的に提供されることにより、基幹的なメディアとして定着し、人々

の生活の向上、民主主義の発展に貢献してきました。 

 今後実現される携帯端末向けマルチメディア放送サービスにおいては、

デジタル技術を活用して、これまでの放送にない新しい放送サービスが創

設されるとともに、非常災害時におけるきめ細かい地域情報の提供を含め、

これまで放送が果たしてきた公共的役割を担う放送サービスがより多く実

現し、放送が人々の生活により密着したメディアとして、さらに普及、発

展するような制度的環境が整備されることを期待します。 

【日本放送協会】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見と考え

ます。 

4-222 3(2) ア 有料放

送・無料放送

の別 

35  マルチメディア放送においては、有料サービスを含めた様々なサービス

が可能になるが、あくまでも“放送”であることを前提とするならば、サ

ービスの信頼性とともに、国民がいつでも手軽にサービスを享受すること

のできる無料放送を確保する仕組みを作る等、事業者もきちんと信頼でき

る放送サービスを全うできるような制度整備をお願いしたい。 

【大阪放送】

報告書（案）は、有料放送・

無料放送について、「原則として

事業者に委ねることが適当と考

えられる」としつつ、新たな放

送のほとんどすべてが有料放送

となることを懸念しているもの

です。ご指摘は、今般の意見募

集に係る報告書（案）に対する

参考意見として承ります。 

4-223    マルチメディア放送においては、有料サービスを含めたさまざまなサー

ビスが可能になるが、あくまでも“放送”であることを前提とするならば、

サービスの信頼性とともに、国民がいつでも手軽にサービスを享受するこ

とのできる無料放送を確保する仕組みを作る等、事業者もきちんと信頼で

きる放送サービスを全うできるような制度整備を御願いしたい。 
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【栃木放送】

4-224    マルチメディア放送においては、有料サービスを含めたさまざまなサー

ビスが可能になるが、あくまでも“放送”であることを前提とするならば、

サービスの信頼性や地域への貢献を確保する観点からも、国民がいつでも

手軽にサービスを享受することのできる無料放送を確保する仕組みを作

り、事業者もきちんと信頼できる放送サービスを全うできるような制度整

備を御願いしたい。 

【ニッポン放送】

 

4-225     一定量の無料放送の確保に関しては、有料放送モデルの事業性そのもの

に対し阻害要因とならない限りにおいて適用されることを期待します。 

【個人等（匿名）】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-226     マルチメディア放送事業者が「無料放送」をどの程度行うかは、記載の

とおり原則として事業者に委ねることが適当であることに同意する。普及

促進のため、事業者選定の比較審査において「無料放送」を多く確保する

ものを優遇することは事業者にとって高いリスクを負うことにもなりかね

ないことから、審査基準の設定にあたっては十分な配慮をお願いしたい。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-227     マルチメディア放送事業者が「無料放送」をどの程度行うかは、記載の

とおり原則として事業者に委ねることが適当であることに同意する。普及

促進のため、事業者選定の比較審査において「無料放送」を多く確保する

ものを優遇することは事業者にとって高いリスクを負うことにもなりかね

ないことから、審査基準の設定にあたっては十分な配慮をお願いしたい。 

【マルチメディア放送企画】

 

4-228     携帯端末向けマルチメディア放送サービスの普及・発展については、放

送が有料か無料かではなく、コンテンツの内容や価格等、サービス全体と

してお客様のニーズを満たすものかどうかが重要であると考えます。例え

ば、携帯電話のインターネット接続やそれによって得られる着うたフル等
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の各種コンテンツサービスは、有料であっても多くのお客様の支持を得て

いると同時に、コンテンツ産業の発展に寄与（売上・利益とそれがあるか

らコンテンツ制作のインセンティブも働いているということ）している側

面もあります。 

無料放送の実施については、専ら事業者が市場のニーズや事業の立ち上

がり状況等によって判断すべきことであり、比較審査の際に、一定程度の

無料放送を確保する者を優遇する等の仕組みが必要かについては、お客様

のニーズを踏まえて慎重に検討すべきと考えます。 

【メディアフロージャパン企画】

4-229     無料放送が普及牽引の役割を担うことは想定できるが、ワンセグ放送が

既に無料放送として行われている中で、マルチメディア放送に過度の無料

放送を課すことは、事業者の財務健全性や安定的なサービス発展に悪影響

を及ぼす可能性があると考える。原則として事業者に委ねることが適当で

あり、審査基準の設定においては、充分な配慮を希望する。 

【ＮＴＴドコモ】

 

4-230     新しいメディアであることもあり、無料放送における事業性については、

充分な検討が必要である。従って、無料放送の部分をどの程度確保するか

については、記載されている通り「事業者に委ねること」として戴きたい。

事業選定の比較審査において「無料放送を確保する者を優遇する」こと

は、事業性に大きく影響する事であり、審査基準の設定にあたっては十分

な配慮を戴きたい。 

【伊藤忠商事】

 

4-231     『一定程度の無料放送を確保する者を優遇する等の仕組みを検討するこ

とも考えられる』とありますが、参入事業者のビジネスモデルを制限する

ことになりかねないため、不要であると考えます。競争状況の下、利用者

のニーズ、サービス内容とその対価が釣り合うものであれば、ある一定以

上のサービスの普及・発展が期待できると考えます。 

報告書（案）は、有料放送・

無料放送について、「原則として

事業者に委ねることが適当と考

えられる」としつつ、新たな放

送のほとんどすべてが有料放送
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

 比較審査の際、無料放送が多い者を優遇するのではなく、利用者が欲す

るサービスを提供し利用頻度の増加が見込める者を優遇することが必要で

あると考えます。 

【モバイルメディア企画】

となることを懸念しているもの

です。ご指摘は、今般の意見募

集に係る報告書（案）に対する

参考意見として承ります。 

4-232    歴史的に、有線放送と衛星放送はこれまでずっと有料放送モデルをとっ

ており、現在ではかなり広告モデルの要素も入ってきている。インターネ

ットでは、両モデルにおける何年間もの試行錯誤を経たうえで、現在の無

料モデルが普及している。次世代 DVD については、消費者と市場が方式を

決定し、結果としてより高価なモデルが選ばれることとなった。このよう

にどんな場合でも、新興分野においてどの方式が最適かについては、市場

原理に決定をゆだねるべきである。 

【Big Picture International】

 

4-233     マルチメディア放送におけるビジネスモデルが明確でない以上、有料放

送・無料放送の程度について、「原則として事業者に委ねることが適当」と

している点については高く評価いたします。一方、ビジネスモデルが明確

になっていない現時点で、比較審査の際に、有料放送・無料放送の程度を

審査の対象とすることについては、必要はないと考えます。よって第３段

落の「しかし、新しく開始される放送（中略）検討することも考えられる。」

は削除すべきと考えます。 
【テレビ朝日】

 

4-234     「マルチメディア放送については、この「無料放送」に加え、衛星放送

で行われている「有料放送」や新たなビジネスモデル（略）が考えられる。」

という項について、マルチメディア放送の事業性を確保するためにも新た

なビジネスモデルが必須であるという点で賛同いたします。この新たなビ

ジネスモデルのなかには、有料放送やダウンロードコンテンツ課金に加え、

端末課金（端末販売時の販売価格に利用料が含まれる課金モデル）も含ま

れることと理解いたします。 

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】

4-235     「マルチメディア放送については、この「無料放送」に加え、衛星放送

で行われている「有料放送」や新たなビジネスモデル（略）が考えられる。」

という項について、マルチメディア放送の事業性を確保するためにも新た

なビジネスモデルが必須であるという点で賛同いたします。この新たなビ

ジネスモデルのなかには、有料放送やダウンロードコンテンツ課金に加え、

端末課金（端末販売時の販売価格に利用料が含まれる課金モデル）も含ま

れることと理解いたします。 

【エフエム東京】

 

4-236    ア 有料放送・無料放送の別の８行目の最後の「考えられる。」の後に加

筆。 

「～が、無料放送のうち広告放送については、番組に占める割合や情報の

あり方、通信サービスと連動させる購入レスポンスの防止などについて、

慎重な検討が求められる。」 

【東京都地域婦人団体連盟】

ご指摘の懸念については、p38

の「利用者の保護」で留意すべ

き旨提言していることから、修

正は不要と考えます。 

4-237 3(2) イ 事業規

律 
35  イ 事業規律の 11 行目の「利用者の利益が～」の利用者の前に挿入。 

「子どもを含む幅広い年代層の」 

【東京都地域婦人団体連盟】

ご指摘の点については報告書

（案）の「利用者」のすべてに

ついて当然に同様に考えている

ところですが、明確化のため、

「子どもを含む幅広い年代層の

利用者の利益が」と修正します。 

4-238 3(2) イ（ア）利用

者の限定 
35～
36 

・マルチメディア放送は､放送の精神に則り、公共の福祉に資する「放送」

メディアとして位置付けられ、発展することが肝要であり、不特定多数の

受信機で放送が受信可能となるような制度整備を期待する。 
【デジタルラジオ推進協会】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

4-239     マルチメディア放送は、放送の精神に則り、公共の福祉に資する「放送」

メディアとして位置付けられ、発展することが肝要であり、不特定多数の
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

受信機で放送が受信可能となるような制度整備を期待する。 

【大阪放送】

4-240    放送事業者がマルチメディア放送の提供相手を正当な理由なく特定の者

に限定することは、報告書に記載の通り、好ましくない。放送法の規定に

もあるように、あくまでも利用者利益の確保を第一として、例えば特定の

携帯電話事業者の利用者に限定されないような放送サービスが行われるよ

う、期待する。 

【東京放送】

 

4-241    放送であることを考えれば、サービスエリアにおいて「あまねく受信」

できるように努めることが基本であり、受信端末の普及においては、特定

の携帯電話事業者の端末に限定されるサービスは、好ましいことではない。

放送の“広く”“あまねく”は、キャリア・フリーであることを前提に、さ

らに議論を御願いしたい。 

【ニッポン放送】

 

4-242     携帯端末向けマルチメディア放送サービスの受信を希望する携帯電話事

業者に対しては、技術的困難性がある場合等の特別の事情がある場合を除

き、端末普及の観点から、携帯電話事業者や端末の区別なく提供すべきと

考えます。 
規律の必要性については、お客様のニーズに柔軟に対応する事業者の事

業の幅を狭めることのないよう、慎重に検討すべきと考えます。 
【メディアフロージャパン企画】

  

4-243 3(2) イ（ア）利用

者の限定 
35～
36 

放送事業者がマルチメディア放送の提供相手に正当な理由なく特定の者

に限定することは、記載の通り、好ましくなく、できる限り、すべての携

帯電話サービスにおいて受信でき、各社とも同水準（キャリア・フリー）

の連携した放送サービスが行われるよう強く期待する。 

その観点からも、ハード事業者の数はできる限り１とし、かつ技術方式

を一本化して、すべての携帯電話会社の端末において本放送を受信できる

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

体制の構築を優先すべきである。 

また、本マルチメディア放送の特徴を最大限に発揮し、国民により豊か

で多様な放送サービスを提供することに主眼をおけば、双方向の通信機能

をもった端末において、受信のみの端末と比較し、より多くの放送サービ

スを提供可能とすることを可とする制度設計を希望する。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

4-244    放送事業者がマルチメディア放送の提供相手に正当な理由なく特定の者

に限定することは、記載の通り、好ましくなく、できる限り、すべての携

帯電話サービスにおいて受信でき、各社とも同水準（キャリア・フリー）

の連携した放送サービスが行われるよう強く期待する。 

複数の携帯電話事業者やその関係会社が、ハード事業者となった場合に

は、その携帯電話端末の販売促進が優先され、顧客囲い込みのため自社端

末向けのサービスを充実していくことは避けて通れないのではないか。そ

の観点からも、ハード事業者の数は１とし、かつ技術方式を一本化して、

すべての携帯電話会社の端末において受信できる体制の構築を優先すべき

である。 

【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】

 

 

4-245    放送事業者がマルチメディア放送の提供相手を正当な理由なく特定の者

に限定することは、記載の通り、好ましくなく、できる限り、すべての携

帯電話サービスにおいて受信でき、各社とも同水準（キャリア・フリー）

の連携した放送サービスが行われるよう強く期待する。 

その観点からも、ハード事業者の数はできる限り１とし、かつ技術方式

を一本化して、すべての携帯電話会社の端末において本放送を受信できる

体制の構築を優先すべきである。 

【マルチメディア放送企画】
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-245     「放送事業者がマルチメディア放送の提供相手を正当な理由なく特定の

者に限定すること、例えば特定の携帯電話事業者の電話の利用者に限定す

ること（略）は、原則として好ましいことではない。」という記述がありま

すが、例えば VICS のような特定の機能を持つ受信機向けのサービスにお

いては、対応する受信機のユーザのみがサービスを享受できます。サービ

ス開始当初は対応受信機が限られるため、一時的に特定の端末ユーザに限

定された放送のような状態が生じますが、最終的に対応端末の拡大を想定

している限りにおいては、ここで言及されている「利用者の限定」に該当

しないことを明確にしていただきたい。 
【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】

 ＶＩＣＳのサービスについて

も、希望する者が対応する端末

を販売等できる仕組みであれ

ば、記述の対象ではなく、その

旨は明らかであるため、修正は

不要と考えます。 

 

4-246     「放送事業者がマルチメディア放送の提供相手を正当な理由なく特定の

者に限定すること、例えば特定の携帯電話事業者の電話の利用者に限定す

ること（略）は、原則として好ましいことではない。」という記述がありま

すが、例えば VICS のような特定の機能を持つ受信機向けのサービスにおい

ては、対応する受信機のユーザのみがサービスを享受できます。サービス

開始当初は対応受信機が限られるため、一時的に特定の端末ユーザに限定

された放送のような状態が生じますが、最終的に対応端末の拡大を想定し

ている限りにおいては、ここで言及されている「利用者の限定」に該当し

ないことを明確にしていただきたい。 

【エフエム東京】

  

4-247 3(2) イ（イ）認

証・課金業務

の提供 

36～
37 

放送であることを踏まえて利用者の利便を第一に考え、かつソフト事業

者の事業運営が円滑にいくような仕組みが導入されるよう制度整備をおこ

なうことが望ましい。 
【アール・エフ・ラジオ日本】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-248     原則として規制強化とならないようにすることが適当と考えます。 
【メディアフロージャパン企画】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

承ります。 

4-249     （編注：「こうした業務を他の事業者に委託することは、・・・この事業

者が放送事業者間や利用者との間で不公正な扱いを行うことも考えられ

る。」という記述について）文脈から推察すると、「不公正な扱い」よりも

「不公平な扱い」の方がより適切であると考えます。 
【メディアフロージャパン企画】

ご指摘の点については、「公

平」だけでなく「公正」か否か

も問題としていることから、例

えば「不公平な扱い」と修正し

ます。 

4-250 3(2) イ（ウ）ソフ

ト事業者と

ハード事業

者の間の規

律 

37～
38 

 ソフト事業者とハード事業者間において、現行放送法と同じような受委

託制度は必要であり、両者間の部内取引の透明性確保は重要である。 
【エフエム仙台】【再掲】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

4-251    「ブロック向け放送」に関しては、ブロック間で放送サービスについて

の極端な差が出ないよう、あるいは、全国すべてのブロックで放送が実現

できるよう、各ブロックの経済性などの実情に配慮してソフト事業者の参

入を受け入れるようなハード事業者の参入を望む。 
【エフエム香川】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

 

4-252 3(2) ウ 利用者

の保護 
38 ウ 利用者の保護の最後から４行目「参考としつつ、」に続けて加筆。 

「新たな第三者機関の設立も視野に入れて」 
【東京都地域婦人団体連盟】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-253 3(2) エ 端末の

普及の施策 
39 受信端末の普及は、事業者にとって必須要件であるが、それゆえに普及

の施策は事業者の自主性に委ねるべきである。もし、その施策を審査項目

に加えることがあった場合でも、特定の受信端末の普及のみに偏らないよ

う、審査基準の中で配慮されるべきである。 

【ニッポン放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-254     本報告書にあるとおり、新たなお客様のニーズに応える新規性のあるサ

ービスの提供を行う観点から、利用者の保護については事業者の取組みに

委ね、事業者は利用者保護に十分配慮して適切に対応することが重要と考
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

えます。 
【メディアフロージャパン企画】

4-255    端末普及の施策は、事業者の自主性に委ねることが適切である。 

【日本民間放送連盟】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-256    受信端末の普及は、事業者にとって必須要件であるが、それゆえに普及

の施策は事業者の自主性に委ねるべきであります。もし、その施策を審査

項目に加えることがあった場合でも、特定の受信端末の普及のみに偏らな

いよう、審査基準の中で配慮されるべきであります。 

【栃木放送】

 

4-257     受信端末の普及のための施策を審査項目とする場合において、特定の受

信端末の普及のみに偏らないような審査基準となるよう配慮をお願いした

い。 

【文化放送】

  

4-258     受信端末の普及は、事業者にとって必須条件であるが、普及の施策は事

業者の自主性にゆだねるべきである。 

【東海ラジオ放送】

 

4-259     受信端末の普及は、事業者にとって必須であるがゆえに、その施策を事

業者の自主性に委ねるべきである。 

【エフエム熊本】

 

4-260     全国向けマルチメディア放送が主に携帯電話端末型の利用となり、地域

ブロック向けデジタルラジオ放送はアンテナの関係で携帯電話よりやや大

型な電子辞書型やＰＤＡ型端末も想定できるが、主力は車搭載型になると

考えられる。 

 これらの端末普及実現に事業者の施策を審査項目とするなどが提案され

ているが、新規性のみに着目すれば、有料ではあるがあれば便利な機能を

重点的に開発している事業者が優位であり、地域の情報を更に蜜にした番
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

組作りや、災害時の地域住民の安全を願ってデジタルを使って地域防災情

報を無料放送で取組む事業者は評価されない事になる。  

 事業者選定に当たって新規性ばかりに重点を置くのではなく、利用者の

選択に任せた方が良いと考える。 

 よって審査項目に入れるのは再考願いたい。 

【エフエム愛知】

4-261    ・地方向けブロック放送と整合性のとりやすい方式が、全国向け放送でも

採用されることを期待する。 
【デジタルラジオ推進協会】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見と考え

ます。 

4-262     マルチメディア放送成功の最大の鍵は視聴者の数である。受信端末の低

廉化を図り受信者の利便性を高めるために、「地方ブロック向け放送」につ

いて１の技術方式とするとともに「全国向け放送」においても同一の方式

を採用し、受信環境整備を容易にすべき。 

【山口放送】

 

4-263     利用者の利便性を優先することが重要です。「全国向け放送」、「地方ブロ

ック向け放送」の両方が一つの端末で受信できることは利用者の利便性に

繋がり、また、低廉化は端末の普及にも影響があるものと考えます。 

したがって、技術方式は同一の方が望ましいと考えます。 

【エフエムラジオ新潟】

 

4-264     利用者の利便性を優先することが重要。 

「全国向け放送」、「地方ブロック向け放送」の両方が一つの端末で受信で

きることは利用者の利便性に繋がり、また、低廉化は端末の普及にも影響

があるものと考えます。したがって、技術方式は同一の方が望ましい。 

【静岡エフエム放送】
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4-265    「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」が同じマルチメディア放

送として、相互に連携しながら、同レベルで普及発展することが望ましく、

そのためには、記載の通り、それらの間で、同一の技術方式を用いること

が極めて効果的と考えられる。 

【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】

 

4-266    受信機普及の観点から、技術方式を１つとした上で、最終的にはキャリ

ア・フリーとなる事が重要と考える。 

【伊藤忠商事】

 

4-267    「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」が同じマルチメディア放

送として、相互に連携しながら、同レベルで普及発展することが望ましく、

そのためには、記載の通り、それらの間で、同一の技術方式としてＩＳＤ

Ｂ－Ｔ系を用いることが極めて有効であると考えられる。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-268    「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」が同じマルチメディア放

送として、相互に連携しながら、同レベルで普及発展することが望ましく、

そのためには、記載の通り、それらの間で、同一の技術方式としてＩＳＤ

Ｂ－Ｔ系を用いることが極めて有効であると考えられる。 

【マルチメディア放送企画】

 

4-269      技術方式については、方式の同一性に重点を置くのではなく、お客様

のニーズに最も適した技術方式が選択されるべきであると思われます。ま

た、異なる技術方式であっても、お客様のニーズを正確に捉えた製品やサ

ービスを提供することで、端末の普及は進むと思われます。 
【京セラ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

4-270    同一の技術方式を用いることが、端末の普及を進めることではないと思

います。技術方式が異なっていても、製品、サービスが市場ニーズに合っ

ていれば端末の普及は進むと思われます。 
【ニューポート・メディア】
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

4-271    V-Low 帯と V-High 帯の両方について同様の受信が可能なチップは存在せ

ず、そのような技術の開発は日本のみにおいて意味があるものとなる。よ

って、高コストの危険と国際標準からの孤立、逆に国際的に展開可能な技

術を選んだ場合のスケールメリットによる低コスト化を考えると、これは

非現実的な目標であり、放棄されるべきである。もし敢行すれば、PDC の際

と同様の問題を抱えることになりうる。 

【Big Picture International】

 

4-272     技術の進歩は我々が考える以上に早く、技術方式差から来るコスト差は

１~２年で見えなくなります。製品、サービス、市場ニーズに焦点を絞り、

今後の道を選ばれることが端末の普及には重要と思われます。 

よって中長期的には、技術方式の同一性は必ずしも重要ではなく、携帯電

話業者や携帯端末ベンダー間の競争がより重要な要素であると考えます。 

【イマジネーションテクノロジーズ】

 

4-273     全国向け放送と地方ブロック向け放送に同一の技術方式を用いることを

要求することは、V-HIGH 帯で行われる全国向け放送の技術方式の選択に不

必要な制約を課すことになり、不適切である。また、事業者の選定にあた

り受信端末の普及のための施策を審査項目とすることは、端末の普及のた

めには全国向け放送と地方ブロック向け放送に同一の技術方式を用いるべ

きとの提言と併せ読むと、「地方ブロック向け放送で採用された技術方式を

全国向け放送でも採用すべき」という結論になるように読め、技術の選択

の幅を不当に狭めることから不適切である。さらに、そもそも V-LOW 帯と

V-HIGH 帯を同一カバーするチップは存在しない。このような状況下で両帯

域対応の受信機を開発しても、日本のみの仕様となり、海外市場への進出

の観点からは得策でない。日本のみの仕様となった場合、端末の価格低下

は加速すると思えず、その負担は視聴者にかかることになる。 

 よって、「こうした『端末の普及』を実現するための」から「効果的と考

えられる」までの二つの段落は削除されたい。 

ご指摘の記述は、「全国向け放

送と地方ブロック向け放送に同

一の技術方式を用いることを要

求」しているものではありませ

ん。また、「地方ブロック向け放

送で採用された技術方式を全国

向け放送でも採用すべき」とも

提言していません。そのため、

修正は不要と考えます。 
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【クアルコム・ジャパン】

4-274     全国向け放送と地方ブロック向け放送に同一の技術方式を用いることを

要求することは、V-HIGH 帯で行われる全国向け放送の技術方式の選択に不

必要な制約を課すことになり、不適切である。また、事業者の選定にあた

り受信端末の普及のための施策を審査項目とすることは、端末の普及のた

めには全国向け放送と地方ブロック向け放送に同一の技術方式を用いるべ

きとの提言と併せ読むと、「地方ブロック向け放送で採用された技術方式を

全国向け放送でも採用すべき」という結論になるように読め、技術の選択

の幅を不当に狭めることから不適切である。 

【FLO Forum】

 

4-275     携帯端末向けマルチメディア放送サービスの受信端末の普及に最も重要

なのは、お客様のニーズに合ったサービスが提供されることであり、端末

提供者は異なる技術方式であっても、お客様のニーズがあれば、基本的に

はこれに応えるべく対応すると思われるため、技術方式の同一性は必ずし

も重要ではないと考えます。 

【メディアフロージャパン企画】

 

4-276     受信端末は技術方式のみならず、周波数帯の違いによっても異なります。

「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」間で同一の技術方式を用い

ることが効果的であるとの記述がありますが、VHF-Low バンドでマルチメデ

ィア放送を携帯電話端末に対応させるためには、アンテナの実装など技術

的に困難を極めるため、VHF-Low バンドは携帯電話端末に適していないと考

えます。 

また、「地方ブロック向け放送」と「全国向け放送」はマルチメディア放送

サービス開始までに技術の発展が見込まれる中、技術を１つに絞るべきで

はなく、選択技術にそれぞれ制限を設ける必要はないと考えます。 

よって、各放送事業者が最適と思われる技術を選択するべきであり、比較

審査において「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」は独立して審
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

査が行なわれるべきであると考えます。 

【モバイルメディア企画】

4-277     エ 端末の普及の施策の最後に加筆。 
「いずれにしても利用者の新たな負担や消費電力を考慮し、既存の施設を

社会資本として最大限活用するなどＣＯ２の排出抑制を踏まえた対応が求

められる。」 
【東京都地域婦人団体連盟】

ご指摘の「利用者の新たな負

担」は、第５章において配慮し

ており、当該部分の修正は不要

と考えます。 

4-278 3(1)、
3(2)

（ほぼ全般） 33～
39 

８．放送も通信も公序良俗に反しないサービスであることが求められるの

は当然ですが、それ以外の部分では、可能な限り自由にサービスを組み

合わせられるような制度にするべきです。具体的には、認定を受けたソ

フト事業者には、自らの責任の範囲でチャンネルをサブリースすること

を認めることや、有料放送や無料放送を自由に組み合わせることを認め

ることなどがあります。規制はできるだけ事後的なものとし、事業の優

劣は基本的に国民の選択に任せることが望ましいと考えます。 

【個人等（匿名）】

 ソフト事業者が自らの責任に

おいて他者から番組を調達する

ことは自由です。また、p35にあ

るように、無料放送の部分をど

の程度確保するかについても、

原則として事業者に委ねること

が適当と考えます。 
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５．「第５章 技術方式の在り方」に対する意見 

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

5-1 1(2) 諸外国の状

況 
40 ～

41 
 事実関係の補足（※）のため、本箇所の末尾に、以下を追加されたい。

（※参照： Council Conclusions – Strengthening the Internal Market 
for Mobile TV  (2835th TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND 
ENERGY Council meeting Brussels, 22-23 November and 3 December 
2007) 
 
「なお欧州連合（EU）の委員会では 2007 年 12 月、技術中立性と競争原

理を尊重し、域内で強制的な方式統一を行わないという結論が出されてい

る。」 
【クアルコム・ジャパン】

関連の記述を参考資料に追加

します。 

 

 

 

5-2 1(3) ア 「地方ブ

ロック向け

放送」につい

て 

42  「地方ブロック向け放送」において１の技術方式とすることは受信機の

コスト低廉化など普及促進の観点からも望ましく、聴取者の利便性向上に

つながることと考える。 
【エフエム鹿児島】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

 

5-3     聴取者に対し混乱や無用な費用負担を強いる事をなくすためにも、「地方

ブロック向け放送」について、１の技術方式を国内規格として統一する事

に賛同する。 
【中国放送】

 

5-4     受信端末の低廉化や普及の観点から、「地方ブロック向け放送」について、

Ｖｌｏｗの技術方式を１とすることに賛同する。 
【山陽放送】

 

5-5    「地方ブロック向け放送」についての１の技術方式の国内規格化には賛

成である。 
【エフエム長崎】

 

5-6    「地方ブロック向け放送」として実現されるデジタルラジオ放送は、

2003 年以来、国際基準ともなっている ISDB-TSB 方式によりおよそ５年

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

にわたり、実用化試験放送を実施し、技術面やサービス面などであらゆる

検証を行ってきた。その観点から技術方式は、ISDB-TSB 方式の採用を提

案する。 
【デジタルラジオ推進協会】

承ります。 

 

5-7     「地方ブロック向け放送」として実現されるデジタルラジオ放送は、２

００３年以来、ＩＳＤＢ－ＴSB 方式により約５年にわたり、実用化試験放

送を実施し、技術面やサービス面などの検証を行ってきました。その観点

から技術方式は、ＩＳＤＢ－ＴSB 方式の採用を提案します。 
【ＦＭ８０２】

 

5-8     地方ブロック向け放送の技術方式を１とすることは賛成である。 
 その技術方式は東京・大阪で実用化試験局放送として実績のあるＩＳＤ

Ｂ－Ｔｓｂを希望する。 
 【エフエム愛知】

 

5-9    ７．技術方式について 
「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」の技術方式を１とすることは

適切であり、ＩＳＤＢ－Ｔ系とするのが望ましい。 
【日本民間放送連盟】

 

 

5-10 1(3) 国内規格の

統一の要否 
41 ～

42 
V-Low の技術方式を１とするとともに、V-High においても同一の方式

とすることが、受信環境整備を容易にすると考えられる。 
さらに、受信機コストの低廉化、普及促進、サービスの充実など受信者

の利便性を高めることが期待出来ると考える。 
【熊本放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

 

5-11    「地方ブロック向け放送」について１の技術方式とするとともに、「全国

向け放送」においても、同一の方式を採用することにより受信環境の整備

が容易となることが想定できます。受信機コストの低康化、普及促進、豊

かなサービス享受といった面からも、共通の技術方式を用いることが望ま

しいのではないかと考えます。 
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【栃木放送】

5-12    「地方ブロック向け放送」について１の技術方式とするとともに、「全国

向け放送」においても、同一の方式を採用することにより受信環境の整備

が容易となることが想定できる。受信機コストの低廉化、普及促進、豊か

なサービス享受といった面からも、共通の技術方式を用いることが望まし

い。 
【ニッポン放送】

 

5-13    地方ブロック向け放送について１の技術方式とすることに賛成だが、全

国向け放送についても同一の方式にすることが受信環境整備を容易にし、

受信機の低廉価にもつながり、受信者の利便性を高めることで普及を促進

できると考える。 
【和歌山放送】

 

5-14     マルチメディア放送成功の最大の鍵は視聴者の数である。受信端末の低

廉化を図り受信者の利便性を高めるために、「地方ブロック向け放送」につ

いて１の技術方式とするとともに「全国向け放送」においても同一の方式

を採用し、受信環境整備を容易にすべき。 

【山口放送】【再掲】

 

5-15    「全国向け放送」においても、同一の方式（編注 「地方ブロック向け放

送」と）を採用する事により受信環境の整備が容易となる事が想定できる。

受信端末コストの低廉化、普及の促進等の面からも、共通の技術方式を用

いる事が望ましい。 
【中国放送】

 

5-16    Ｖｈｉｇｈにおいても同一方式とすることで受信環境を容易にし、受信

機コストの低廉化にもつながると考えられる。受信者の利便性を高めるた

めにも、共通の技術方式を支持したい。 
【山陽放送】

 

5-17     端末普及促進のためにも、地方ブロック向け放送の技術方式と、全国向  
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け放送の技術方式を同一方式の採用により、受信端末コストの低廉化、受

信環境の整備も容易となることが想定できる。 
【東海ラジオ放送】

5-18     携帯端末向けマルチメディア放送が最大限に普及して、その社会的役割

を効果的に果たすためには、利用者の立場からは、一つの受信端末を購入

することにより、より多くの情報・サービスの選択肢を得られることが望

ましいと考えます。 
 他方、放送事業者の立場からは、一つの放送方式で放送することにより

すべての受信端末にサービスを提供できることが望ましく、このことは周

波数の有効利用にもつながります。 
 このため、ＶＨＦ帯の限られた放送用周波数を利用する放送の技術方式

は、一つの標準方式に統一されることが望ましいと考えます。 
 なお、標準方式として採用される方式は、より多くの事業者が独立した

編集権を保持しつつ参入できることを含め、多様な事業形態が可能となる

ものが望ましいと考えます。 
【日本放送協会】

 

5-19    我が国においての今後のマルチメディアの普及・発展（特に受信機普及）

の為には全国一・地方ブロックに関わらず国内規格の統一が望ましい。 
【エフエム長崎】

 

5-20     利用者の利便性を優先することが重要です。「全国向け放送」、「地方ブロ

ック向け放送」の両方が一つの端末で受信できることは利用者の利便性に

繋がり、また、低廉化は端末の普及にも影響があるものと考えます。 
したがって、技術方式は同一の方が望ましいと考えます。 

【エフエムラジオ新潟】
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5-21     受信機の普及、受信者の負担軽減等から、同一の受信端末で「地方ブロ

ック向けデジタルラジオ放送」と「全国向け放送」の両方が受信できるよ

う技術方式を統一したほうが望ましい。 
【ＺＩＰ－ＦＭ】

 

5-22     利用者の利便性を優先することが重要。 
「全国向け放送」、「地方ブロック向け放送」の両方が一つの端末で受信で

きることは利用者の利便性に繋がり、また、低廉化は端末の普及にも影響

があるものと考えます。したがって、技術方式は同一の方が望ましい。 
【静岡エフエム放送】【再掲】

 

5-23     受信端末の普及に関しては、１の国内規格を決定することが望ましいと

考えます。しかしながら、「携帯向けマルチメディア放送」では、固定受信

に比較して受信アンテナの環境が不利な状況にあります。受信の機会が損

なわれると端末の普及にも大きく影響するものと考えます。技術方式の在

り方においては、実際の使用環境を踏まえた上で受信性能に優れた方式の

採用を検討いただきたいと考えます。 
【長野エフエム放送】

 

5-24     一つの端末で全ての事業者の放送を受信できる事は、放送の発展にとっ

て最も重要な要件である。規格の統一は、利用者の混乱を防ぎ、周波数の

有効利用、端末の低廉化を通じて利用者の利益を増大させる大きなメリッ

トがある。今後の審議、審査にあたって最も重要視されなければならない

事項と考えられる。 
【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

 

5-25     前述のハード事業者数に対する考え、受信端末の低廉化や普及等から総

合的に判断すると、国内規格を統一した方が、本メディアの普及が促進さ

れると考えられる。事業開始までの時間的猶予がないこともあり、早期に、

国内規格を統一する方向で方針決定をいただきたい。 
【伊藤忠商事】
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5-26     ほぼ同一のサービス内容となるにもかかわらず複数の方式による「放送」

サービスが提供されることは、電波の有効利用、事業性の追求、ユーザ保

護などの観点から適切ではなく、早期に一つの方式に統一すべきであり、

免許審査の過程においても特に留意されるべき事項である。 
提案されている技術方式には、基本的に優劣が無く、かつ我が国のデジタ

ル放送普及に伴う周辺産業の成熟等を併せて考えれば、メディア横断的に

共通技術が使えること、一つの端末でワンセグやブロック向け放送など多

様なサービスが受けられること、放送送出、コンテンツ制作、端末開発の

低廉化などを勘案した検討が必要である。 
【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

 

5-27    更に全国向けのマルチメディア放送も同じＩＳＤＢ－Ｔ系とすれば、受

信機の製造コストも下げられ利用者にとって安価な情報端末として広く普

及する事になる。 
【エフエム愛知】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

5-28    「全国向けマルチメディア放送」も同じ方式（編注 意見提出者が「地

方ブロック向け放送」で採用すべきとするＩＳＤＢ－Ｔ系と）を採用する

ことが受信機コストの低廉化など受信者の利便性を高めることになり、マ

ルチメディア放送全体の普及を加速するものと考える。 
【日本民間放送連盟】

 

5-29     端末を安価で国民に提供するためにも、Ｖｌｏｗの技術方式を１とする

ことを支持するとともに、Ｖｈｉｇｈにおいても同一方式とすることが受

信環境整備を容易にし、受信機コストの低廉化にもつながり、受信者の利

便性を高めることで普及を加速することが期待できると考える。また弊社

としては、省令にあるＩＳＤＢ－Ｔｓｂでの 3 セグメントＯＦＤＭフレー

ムの記述は、技術進歩により１セグメントでの実現可能性が高くなってき

ており、受信端末を可能な限りワンセグと共通化し、低廉化・普及の加速

等を促進するために 1 セグメント方式に統一することとしたい。 
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【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

5-30     マルチメディア放送が一刻も早く普及するためには、廉価な端末の実現

と、共用端末の普及が不可欠である。そのためにも「全国向けマルチメデ

ィア放送」と「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」は共に、既存の「ワ

ンセグ」との親和性も考慮し、日本の優れた技術方式であるＩＳＤＢ－Ｔ

で統一されることが望ましいと考えます。特に地方ブロック向け放送に割

当てられるＶ－Ｌｏｗは帯域が逼迫しており１セグメント単位で放送出来

るＩＳＤＢ－Ｔ方式が最適と考えます。 
【毎日放送】

 

5-31     マルチメディア放送の技術方式は、ユーザーの利便性を考慮し、全国・

地方ブロックを問わず、一つの受信端末で受信できるようにするべきであ

る。さらに、受信機の普及を考慮すると、デジタルテレビの受信端末との

共用化が可能な ISDB-T 方式を選択すべきである。 
【広島エフエム放送】

 

5-32     「地方ブロック向け放送」と「全国向け放送」の選択技術にそれぞれ制

限を設ける必要はないと考えます。各放送事業者が最適と思われる技術を

選択するべきであり、比較審査は「全国向け放送」と「地方ブロック向け

放送」において独立して審査が行なわれるべきであると考えます。 
 また、複数の技術方式が存在した場合でも、事業者間で技術やサービス

の高度化等による競争が起こり、利用者の利便性向上につながると考えま

す。 
【モバイルメディア企画】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

5-33 1(3) イ 「全国向

け放送」につ

いて 

42  （受信端末との関係について、適用すべき技術基準及び複数方式採用の

可否について）現在すでにアナログラジオ放送事業を行っている業者は、

ワンセグテレビと 1 セグメントによる ISDB-Tsb の方式及び、ワンセグテ

レビと統一した ISDB-Tmm 方式のみでの実施を目指すようだが、地方ブ

ロック向け、およびコミュニティ放送は良いとしても、全国ブロックでの

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 
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放送でも、その方式での放送のみというのは、現在、異なる方式で運営放

送されている、モバイル放送（モバ HO!）と競合しますし、この方式つぶ

しになってしまうのではないか、と懸念します。 
また、かつての BCL ラジオブームのように、デジタルラジオ受信機を通

して、各国のラジオ放送に親しみ、国際交流を展開するためにも、T-DMB、

DVB-H、MediaFLO、IBOC のような異なる方式での受信も考慮して、開

発を行って頂くことで、受信機の国際市場における競争力の強化にも繋げ、

お互い切磋琢磨しあい、より良い視聴者へのサービスを心がけて頂きたい。

【個人等（水上圭輔）】

5-34    複数の技術方式の規格化について希望が出された場合には、基本的にそ

れらすべての技術方式を国内規格とすることを検討することに賛成致しま

す。 
【マスプロ電工】

 

 

5-35     携帯電話端末メーカーとしましては、消費電力が大きいことによる視聴

時間の短さや良好に視聴できるエリアの狭さなど、現状での課題を克服で

きる方式を選択し、お客様の利便性を改善することによって端末そのもの

の魅力を向上させ、端末の普及を促進したいと考えます。そのためには、

海外で採用される方式も含め、複数の技術方式を国内規格としていただき、

選択の幅を残すことが適当と考えます。 
【京セラ】

 

5-36     携帯端末向けマルチメディア放送サービスでは、各事業者が技術方式も

含めて自由に創意工夫することにより付加価値のあるサービスが実現され

るものと考えます。したがって、各事業者がリスクを負って自らの事業戦

略に合った技術方式を選択できることが重要であり、基本的に全ての技術

方式を国内規格とするという本報告書の趣旨に賛同します。 
【メディアフロージャパン企画】

 

5-37     『今後のいずれかの段階で技術方式が統一されることが望ましい』とあ  
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りますが、マルチメディア放送サービス開始までに技術の発展が見込まれ

る中、参入事業者が最適な技術を選択できなくなるため技術を１つに絞る

べきではないと考えます。 
 受信端末やネットワークコストの低廉化を図るためには、2011 年以降、

世界市場でどの技術方式が最も多く採用され、より多くの利用者に利用さ

れるかが、採用する技術を判断するにあたって重要であると考えます。受

信端末コストのみならず、ネットワークコストにも影響を及ぼすため、事

業リスクを負う事業者が十分な検討の上、最終的に技術方式を選択できる

ようにすることが重要であると考えます。 
 世界市場の動向を見据えた技術方式の選択が、利用者負担額（受信端末

購入費用やサービス利用料等）の低下につながると考えます。 
また、今後、半導体メーカーは、欧州の DVB-H、米国の MediaFLO、日

本の ISDB-T の３方式をサポートするチップを提供予定であり、参入事業

者の技術選択の幅を持たせるべきであると考えます。 
【モバイルメディア企画】

5-38     現在の通信市場での、技術革新の早さ、事業環境の流動性を考えると、

事業者がユーザ・ニーズや事業環境などを踏まえ、最適な技術方式を自由

に選択出来る事が重要だと考えます。 
よって、事業者から複数の技術方式の規格化要求があった場合に、海外

で採用されている方式を含め、国内規格とすることを検討することに賛成

します。 
【ローデ･シュワルツ･ジャパン】
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5-39    （編注：「事業者から複数の技術方式の規格化について希望が出された場合

には、・・・基本的にはそれらのすべての技術方式を国内規格とすることを

検討することが適当である」という記述について）賛成いたします。海外

で採用される方式も含め、複数の技術方式を国内規格することが適当だと

考えます。 
【ニューポート・メディア】

 

5-40    「我が国の ICT 分野における国際競争力向上のためには、日本国内のみ

ならず、世界中のユーザの多様なニーズに対応できることが望ましいので、

１の技術方式に絞り込む必要はない」「提供されるサービスに最も適した方

式を複数技術方式の中から自由に選択できることが重要である」との意見

に強く賛同する。ビジネスのグローバル化がますます進む今日、コンテン

ツやアプリケーション等の国際市場への輸出・輸入は促進されるべきであ

る。日本はこの重要な産業分野において、グローバルリーダーとなるチャ

ンスを持っている。そのためには、ビジネスのグローバル化が確保される

ことを保証する必要がある。 
【Big Picture International】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

5-41     全国向け放送を１事業者以上に認めるかどうかという問題は、割当られ

た周波数帯においてどのような規格を認めるかという問題に密接に関連し

ています。米国政府は、日本政府が、少なくとも２つの規格が共存するこ

とを推奨する形で周波数帯を割り当てることを強く求めます。そうでなけ

れば、周波数帯の免許プロセスが最初から欠陥のあるものとなってしまい

ます。第４章２（１）において、懇談会は、放送事業者が１事業者である

方が周波数帯はより効率的に利用されるとしています。しかし、いわゆる

Ｖ－Ｈｉｇｈバンドにおいて、５MHz という過剰なガードバンドを確保し

た上でも、多数の事業者では周波数帯を有効利用できないという証拠は何

もありません。総務省は、技術的に可能な限り、当該周波数帯において少

なくとも２つの免許を付与し、そして免許を獲得した事業者が望む技術を

全国向け放送の国内規格の統

一の要否については、報告書

（案）p43のとおり「事業者から

複数の技術方式の規格化につい

て希望が出された場合には、

（略）それら全ての技術方式を

国内規格とすることを検討する

ことが適当」としています。 

ご指摘のように「少なくとも

２つの規格が共存することを推

奨する形で周波数を割り当て
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事業者自身が選択できるようにすべきです。この点を明確にするため、懇

談会が報告書に変更を加えるよう米国政府は提言します。 
 更に、懇談会は、第５章１（３）で競争の重要さを認識する一方で、「．．．

技術方式の間に著しい差異がないとすれば、放送事業者の技術方式の選択

を優先させる意義は少ない．．．」（同注３）と主張し、その重要性を否定し

ています。最も懸念されることは、懇談会が「受信端末の普及」と技術方

式の統一とを危険にも結びつけることです。この仮説には根拠がありませ

ん。例えば、日本の携帯電話には多様な規格が存在しますが、そのことが

携帯電話の普及を阻んではいません。実際、携帯電話の普及率は年々増え

続けています。電気通信事業者協会（TCA）によると、５月３１日時点で、

携帯電話加入者は、１億３００万人を越えています。そのうち、約６００

０万の加入者が W-CDMA を、３０００万が CDMA２０００ 1x を、１２

００万が PDC を、そして４０万が cdmaOne を利用しています。さらに、

４００万以上の加入者が PHS を利用しています。 
【在京米国大使館】

る」ことは事業者の選択の幅の

制約につながるため、適当でな

いと考えています。したがって、

修正は必要ないものと考えま

す。 

 

5-42    また、技術方式の統一に関しましても、競争促進の観点から市場の選択

に委ねることが望ましいと考えます。 
【ローデ･シュワルツ･ジャパン】

全国向け放送の国内規格の統

一の要否については、報告書

（案）p43のとおり「事業者から

複数の技術方式の規格化につい

て希望が出された場合には、

（略）それら全ての技術方式を

国内規格とすることを検討する

ことが適当」としています。 

5-43     将来的な技術方式の統一については、市場の選択に委ねるべきと考えま

す。 
【メディアフロージャパン企画】

 

5-44     全国向け放送においても技術方式を統一し、受信端末に搭載される技術 今般の意見募集に係る報告書
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方式を絞り込むことが、より廉価な受信機を実現し、利用者の利便性を高

め、受信端末の普及に貢献するものと考える。 
【文化放送】

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

5-45    放送方式を複数で商用運用する国は極めてまれであることから、我が国

においても早期に一つの方式に統一すべきであり、免許審査の過程におい

ても特に留意されるべき事項である。 
提案されている技術方式には、基本的に優劣が無いとされているものの、

日本の放送のデジタル化の筋道を考えれば、メディア横断的に共通技術が

使えること、一つの端末でワンセグや全国向けおよび地方ブロック向け放

送など多様なサービスが受けられること、放送送出、コンテンツ制作、端

末の低廉化などを勘案した検討が必要である。その観点からも、14.5MHz
の限定された帯域幅のマルチメディア放送の技術方式は、ＩＳＤＢ－Ｔ系

で統一すべきである。 
【マルチメディア放送企画】

 

 

5-46     「第２章 実現する放送」で書かれているように、携帯端末向けマルチ

メディア放送のビジネス環境は急速に進化し、どの技術についても非常に

ダイナミックである。このため、帯域が商用化される 2011 年の技術プラ

ットフォームの在り様を現時点で予測することは時期尚早である。 
【FLO Forum】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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5-47    ① 一つの端末で全ての事業者の放送を受信できる事は、放送の発展にと

って最も重要な要件である。利用者の混乱を防ぎ、周波数の有効利用、

端末の低廉化を通じて利用者の利益を増大させる。今後の審議、審査に

あたって最も重要視されなければならない事項と考えられる。 
② 放送に複数方式を認める事は、事業者間の競争が過度なネットワーク

整備や顧客囲い込みに向かい、サービスやコンテンツの発展、競争が次

の優先事項となる。また、周辺産業事業者の開発も資源を集中できず、

リソースが分散され発展を阻害する要因となる恐れも考えられる。 
【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

5-48     事業者間の競争は一般的に利用者の類似サービスへの乗り換え費用が少

ない程、活発となる。複数方式となることにより、複数方式対応端末では、

（注２）に記載されている通り、端末の費用が増加することは確実であり、

各技術方式に特化した単一方式端末が販売されることが想定される。この

結果、視聴者は他事業者間に乗り換えることが困難となり、複数方式採用

の結果で期待されている競争環境を逆に阻害することが懸念される。 
さらに、放送に複数方式を認める事は、事業者間の競争が過度なネットワ

ーク整備や顧客囲い込みに向かい、サービスやコンテンツの開発や競争が

劣後するおそれがある。また、周辺産業事業者の開発も資源を集中できず、

リソースが分散され、新しいメディア誕生による経済波及効果が十分に得

られず、競争による効果よりも、逆に産業発展を阻害する要因にもなりか

ねないと考えられる。 
【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

5-49     一つの端末で全ての事業者の放送を受信できる事は、放送の発展にとっ

て最も重要な要件である。規格の統一は、利用者の混乱を防ぎ、周波数の

有効利用、端末の低廉化を通じて利用者の利益を増大させる大きなメリッ

トがある。今後の審議、審査にあたって最も重要視されなければならない

事項と考えられる。 

 



157 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

 放送に複数方式を認める事は、事業者間の競争が過度なネットワーク整

備や顧客囲い込みに向かい、サービスやコンテンツの開発や競争が劣後す

るおそれがある。また、周辺産業事業者の開発も、資源を集中できず、リ

ソースが分散されるなど支障をきたすことも心配され、新しいメディア誕

生による経済波及効果が十分に得られないことにもなりかねないと考えら

れる。 
【マルチメディア放送企画】

5-50    放送方式を複数で運用する国は皆無であることから、我が国においても

早期に一つの方式に統一すべきであり、免許審査の過程においても特に留

意されるべき事項である。 
提案されている技術方式には、基本的に優劣が無いとされているものの、

日本の放送のデジタル化の筋道を考えれば、メディア横断的に共通技術が

使えること、一つの端末でワンセグやブロック向け放送など多様なサービ

スが受けられること、放送送出、コンテンツ制作、端末の低廉化などを勘

案した検討が必要である。 
【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】

 

5-51     「（注１）～（略）～ V-LOW に対応するアンテナを内蔵することは困

難とされているため、「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」を一つ

の携帯電話端末で受信できるようにすることは難しいが、～」とあります

が、①V-LOW と V-HIGH の周波数差（100MHz 程度）では、アンテナ内

蔵の技術的課題は然程の差がなく、②内蔵アンテナは外部アンテナ（端末

外側のホイップアンテナ等）に比べて 10dB 程度感度が落ち現時点では

V-HIGH においても内蔵アンテナの実現は困難であることから、この記載

は客観的事実に欠けております。V-HIGH が、今後の技術開発により内蔵

可能となるのと同様に V-LOW でも技術開発による内蔵化の可能性があり

ます。また、現時点でも内蔵以外のアンテナによる受信は十分可能なため、

両バンドの受信が困難との記述は不適切と考えます。従って、「注１）全体

ご指摘の記述は、第３章の２

（３）の注のとおり、ヒアリン

グの結果による事実関係を記述

している部分であることから、

修正は不要と考えます。 

なお、懇談会としては、今後

の技術革新により携帯電話端末

でＶ－ＬＯＷの放送の受信が可

能となることを否定するもので

はなく、逆にそのようになるこ

とを期待しています。 
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を削除いただきたく提案します。 
【エフエム東京】

5-52     「（注１）～（略）～ V-LOW に対応するアンテナを内蔵することは困

難とされているため、「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」を一つ

の携帯電話端末で受信できるようにすることは難しいが、～」とあります

が、①V-LOW と V-HIGH の周波数差（100MHz 程度）では、アンテナ内

蔵の技術的課題は然程の差がなく、②内蔵アンテナは外部アンテナ（端末

外側のホイップアンテナ等）に比べて 10dB 程度感度が落ち現時点では

V-HIGH においても内蔵アンテナの実現は困難であることから、この記載

は客観的事実に欠けております。V-HIGH が、今後の技術開発により内蔵

可能となるのと同様に V-LOW でも技術開発による内蔵化の可能性があり

ます。また、現時点でも内蔵以外のアンテナによる受信は十分可能なため、

両バンドの受信が困難との記述は不適切と考えます。従って、「注１）全体

を削除いただきたく提案します。 
【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】

 

5-53     （注２）「こうした考え方に対し、・・・ロイヤルティ（特許の使用料）

負担等により費用は高くなる。」という記述は、少なくともＭｅｄiaFLO
については、その搭載によりロイヤリティ負担が生じるように読め、不正

確かつミスリーディングである。この点はヒアリングを受けたクアルコム

社より再三にわたり強調して懇談会に説明が行われている。 
 また、ワンチップ化は端末のマーケットを国内のみから世界へと広げる

ことを可能とし、生産工程のスケールメリットによりむしろ製造費用の低

下を招くとも考えられる。よって正確を期すため、以下のように修正され

たい。 
 「・・・ロイヤルティ（特許権等の使用料）負担等により費用は高くな

るという見方もある（ただしＭｅｄｉａＦＬＯについては、これを搭載す

ることによる追加のロイヤルティ負担はない）。一方、ワンチップ化は市場

ご指摘の記述は、「Ｍｅｄｉａ

ＦＬＯについてその搭載により

ロイヤリティ負担が生じる」と

記載しているものではなく、ヒ

アリングの結果による事実関係

を記述している部分であること

から、修正は不要と考えます。 

 

 

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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を世界に広げることにより、生産工程のスケールメリットによる価格低下

につながるとの見方もある。」 
【クアルコム・ジャパン】

 

 

5-54     （注２）の一つめのブレット「一般に技術方式ごとに必要となる・・・

ロイヤルティ負担が必要であることは変わりがないほか、」という部分は、

あたかもワンチップ化を行うと、そのために何らかのロイヤルティ負担が

生じるように読め、不正確かつミスリーディングである。正確を期すため、

文末を以下のように修正されたい。「・・・（いわゆるワンチップ化）が実

現したとしても、各技術方式に対応するロイヤルティ負担が必要であるこ

とは変わりがない（ただしＭｅｄｉａＦＬＯについては、これを搭載する

ことによる追加のロイヤルティ負担はない）ほか、」なお、この点はヒアリ

ングを受けたクアルコム社より再三にわたり強調して懇談会に説明が行わ

れている。 
【クアルコム・ジャパン】

 

5-55    「いわゆるワンチップ化」によってロイヤリティの負担が増加し、ある

いは追加ロイヤリティの徴収があると考えるのは誤りである。多くの専門

家は、マルチメディア放送の主要な受信端末は携帯電話となり、このよう

なチップは携帯電話端末の標準装備の一部となると考えている。 
【Big Picture International】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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5-56     （注３）「こうした考え方に対し、技術方式の間に著しい差異がないとす

れば・・・という意見もある。」という記述は、確かにそのような意見が１

名の委員より表明されたことは事実であるが、技術方式の間には実際に顕

著な差があるという意味で、その意見の内容が誤りである。技術方式間の

差は様々であるが、もっとも大きな点は以下の二つ：①ISDB-T 系のマル

チメディア放送技術である ISDB-Tmm はまだ実用化段階にない一方、Ｍ

ｅｄiaFLO やＤＶＢ－Ｈは既に商用化されている。この発展段階の時間的

差異が埋まる積極的理由は現在特になく、ＩＳＤＢ－Ｔmm が商用化され

た段階では、MediaFLO や DVB-H はさらに進化している可能性が高い。

この意味で、「現在の MediaFLO/DVB-H」と「将来商用化されたあかつき

のＩＳＤＢ－Ｔmm」を同列に比較するのはおかしい。②ワンセグは毎秒

１５フレームの画質で１３チャンネルだが、MediaFLO は毎秒最大３０フ

レームと、倍の画質で、２２チャンネル（番組）を擁することが可能であ

る（ワンセグと同様のＩＳＤＢ－Ｔmm は、未開発であるためチャンネル

数不明）。よって、（注４）として、以下を追加されたい。 
（注４）一方、以下のような理由から技術方式間の差は大きいとの考え方

もある。①商用段階にある MediaFLO、DVB-H と異なり ISDB-Tmm は

実用段階にすらなく、発展スピードの時間的差異が大きい、②チャンネル

数については、ＩＳＤＢ－Ｔ（ワンセグ）は毎秒１５フレームの画質で１

３チャンネルであるところ、ＭｅｄｉａＦＬＯは毎秒最大３０フレームと、

倍の画質でありながらチャンネル数も２２チャンネルと約１．７倍の番組

数を確保することが可能である。 
【クアルコム・ジャパン】

ご指摘の記述は、一つの意見

として、「技術方式の間に著しい

差異がないとすれば」と仮定形

で記載している部分であり、修

正は不要と考えます。 

ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 

 

5-57     ４つ目の段落「他方、現在検討対象となっている技術方式については、

基本的に技術的な優劣はなく、これにより実現できる放送に差はないと考

えられ」という記述は誤りである。技術方式間の差は様々であるが、もっ

とも大きな点は以下の二つ：①ISDB-T 系のマルチメディア放送技術であ

 本懇談会では技術的な検証に

より技術方式間の比較を行った

ものではありませんが、参考資

料５－４にあるように、主要な
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る ISDB-Tmm はまだ実用化段階にない一方、ＭｅｄiaFLO やＤＶＢ－Ｈ

は既に商用化されている。この発展段階の時間的差異が埋まる積極的理由

は現在特になく、ＩＳＤＢ－Ｔmm が商用化された段階では、MediaFLO
や DVB-H はさらに進化している可能性が高い。この意味で、「現在の

MediaFLO/DVB-H」と「将来商用化されたあかつきのＩＳＤＢ－Ｔmm」

を同列に比較するのはおかしい。②ワンセグは毎秒１５フレームの画質で

１３チャンネルだが、MediaFLO は毎秒最大３０フレームと、倍の画質で、

２２チャンネル（番組）を擁することが可能である（ワンセグと同様のＩ

ＳＤＢ－Ｔmm は、未開発であるためチャンネル数不明）。さらに、携帯端

末向けマルチメディア放送の分野は技術革新が非常に早く、これが商用化

される 2011 年の技術状況を現時点で予測することはそもそも時期尚早で

ある。よって、同部分を削除し、同段落を以下のように変更されたい。「他

方、上記（２）のとおり、諸外国でも基本的に複数方式を導入している例

は少ない等の事情もある。」 
【クアルコム・ジャパン】

スペックを比較した結果、「基本

的に技術的な優劣はなく」と考

えたものです。したがって、修

正は必要ないものと考えます。 

 

5-58    既に商用展開している MediaFLO と DVB-H が、ISDB-Tmm との間で

著しい差異がないと考えるのは誤りである。 
【Big Picture International】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

5-59     「現在検討対象となっている技術方式」の例として、（注）において、Ｉ

ＳＤＢ－Ｔ「系」となっているのは、ISDB-T（ワンセグ）、ISDB-Tsb、ISDB-T
ｍｍのいずれを指すのかが不明である。 
 よって、（注）においては、検討対象となっている技術の名称を具体的に

記述されたい。 
【クアルコム・ジャパン】

現時点において第１章の２に

あるように、ＩＳＤＢ－Ｔｓｂ、

同ｍｍが考えられますが、当該

章との関係等で明確であること

から、修正は必要ないものと考

えます。 

 

5-60    マルチメディア放送の定義として、従来のような放送の形態等に応じた 現在の技術基準を前提とすれ
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規定をやめ、事業者の創意工夫に最大限に配慮した柔軟な定義とする姿勢

は、非常に正しい発想であり、大いに賛同できるところである。ただし、

これを真に実現するには、放送方式を１にするか複数にするか、といった

伝送レイヤでの方式議論以上に、コンテンツ製作者にとってハードルの低

い(コストが低く自由度が高い)製作環境を実現するためのコンテンツ方式

のあり方や、従来の放送で言われてきた放送の一意性からの脱却、例えば

受信デバイス能力に応じた表示の自由度、といった新しい発想を許容する

のか、といったコンテンツ面での議論が十分に尽くされなくてはならない。

これについて我々は、既にネットの世界で実現されている IP をベースと

した様々なコンテンツ技術（例えば Flash や html など）を放送に持ち込

むことで、従来の発想に囚われない世界に先進性をアピールできるマルチ

メディア放送の実現が可能であると確信しており、そのためのベースとな

る「データ放送の IP 化(IP データキャストと呼ぶ)」はマルチメディア放送

にとって必須条件であると考えている。また、このデータ放送の IP 化は、

どのような放送方式が選択されようと(複数方式が並立しようと)、いずれ

の方式の上であっても実現可能な技術であり、また放送方式に依存しない

コンテンツ流通環境を構築するという意味合いも有している。最終的には

ネットとの製作面での共通化が図られ、コンテンツ製作のコストダウンや

相互流通の促進、さらにはコンテンツ製作者の参入の自由度拡大や受信デ

バイスのコストダウンなど、中長期的な観点での産業面への貢献も非常に

大きなものがあると考えられる。 
ついては、如何なる放送方式が選択されようとも、マルチメディア放送

の実現に向けて、データ放送の IP 化(IP データキャスト)の導入を、技術要

件のひとつとして採用いただくことを強く要望する次第である。 
また、慶應義塾大学では、過去において IP データキャストの実証実験や各

種調査活動などに積極的に取り組んできた蓄積があり、こうした技術ノウ

ハウの蓄積を積極的に公開していく準備もあることを申し添えておくこと

ば、マルチメディア放送につい

てのデータ放送の IP 化(IP デー

タキャスト)の導入は、事業者に

よる技術規格の問題であり、懇

談会での検討がそれを阻害する

ものではありません。 
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としたい 
【中村修（慶應義塾大学環境情報学部教授）】【一部再掲】

5-61     最後の行の冒頭に挿入 
「社会的コストと利用者負担の軽減を重視し」 

【東京都地域婦人団体連盟】

ご指摘のとおりであると考え

ていますが、その趣旨は「受信

端末の一層の普及による利用者

利益の確保」に反映されている

ことから、修正は必要ないもの

と考えます。 

5-62 2 国内規格の

決め方 
44 ～

45 
 国内規格の定め方に当たっては、他のメディアサービスとシームレスな

利用を確保することも重要である。また、端末の裾野の拡がりを考慮した

技術規格が求められる。記載された他の要件は全て妥当と考えられ、どれ

一つ欠けてはならぬものと考える。 
【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

5-63    国内規格の定め方に当たっては、他のメディアサービスとシームレスな

利用を確保することも重要である。 
また、端末の裾野の拡がりを考慮した技術規格が求められる。 

他の要件は全て妥当と考えられ、どれ一つ欠けてはならぬものと考える。

また、「わが国の ICT 産業の国際競争力の強化に資すること」という意見

は妥当であり、国内メーカが、特許など知的財産を多く所有する方式を優

先的に採用すべきである。 
放送方式はその国、地域に特有のものであり、言語やコンテンツが違う

放送は通信と違って端末の国際的な共通性はそれほど重要な事項ではな

い。 
【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】

 

5-64     国内規格の定め方に当たっては、他のメディアサービスとシームレスな

利用を確保することも重要である。また、端末の裾野の拡がりを考慮した

技術規格が求められる。記載された他の要件は全て妥当と考えられ、どれ
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一つ欠けてはならぬものと考える。 
また、「わが国の ICT 産業の国際競争力の強化に資すること」という意

見は妥当であり、規格化にあたり、国内メーカーが特許など知的財産を多

く所有する方式であるＩＳＤＢ－Ｔ系が優先されることは、「産業の振興」

にも資することになると思われる。 
放送方式はその国、地域に特有のものであり、言語やコンテンツが違う

放送は、通信と違って端末の国際的な共通性はそれほど重要な事項ではな

いと考えられる。 
【マルチメディア放送企画】

5-65    情報通信審議会に検討を委ねる事に異論は無いが、あくまで「１つの国

内規格の決定」を前提として、①～④の条件を元にどの技術方式にするか

を審議すべきである。又、他メディアとのシームレスな利用を確保するこ

とも重要な要素である。尚、複数の技術方式を容認する事は、既に③ア、

④に合致せず、又③イ・ウもその進展を鈍化させている事と考える。 

【伊藤忠商事】

 

5-66     V-LOW と V-HIGH の両方式については、方式の整合性に重点を置くの

ではなく、お客様のニーズに最も適した技術方式が選択されるべきである

と思われます。また、携帯電話端末メーカーとしましては、消費電力が大

きいことによる視聴時間の短さや良好に視聴できるエリアの狭さなど、現

状での課題を克服できる方式を選択し、お客様の利便性を改善することに

よって端末そのものの魅力を向上させ、端末の普及を促進したいと考えま

す。従いまして、端末普及の観点からは両方式の整合性を確保する必要は

ないと考えます。 
【京セラ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

 

5-67    （編注：「「利用者の利益の確保」等に関係して、次により受信端末の一

層の普及が実現するとの考え方がある。  
－ 携帯電話端末へのコストインパクトができる限り軽減できること。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

－ Ｖ－ＬＯＷとＶ－ＨＩＧＨの技術方式の整合性が確保されること。」

という記述について） 
1 項目目の「コストを軽減」することで、受信端末の一層の普及が実現

する可能性があることは賛成いたします。 
2 項目目の「V-LOW と V-HIGH の技術方式の整合性が確保されること」

は受信端末の一層の普及が実現することに寄与することにはならないと思

います。利用者利益は提供されるサービスによって得られるものであり、

V-LOW と V-HIGH の技術方式の整合性の確保が必要な要件ではないと考

えます。 
【ニューポート・メディア】

5-68     市場競争環境下における一競争要因としてコストがありますが、コスト

はグローバルな市場規模、技術的実現可能性、性能等いろいろな要素が関

係しますので、ロイヤリティの面のみを殊更取り上げる必要はないと考え

ます。 
また、携帯端末向けマルチメディア放送の受信端末の普及に最も重要な

のは、お客様のニーズに合ったサービスが提供されることであり、端末提

供者は異なる技術方式であっても、お客様のニーズがあれば、基本的には

これに応えるべく対応すると思われるため、Ｖ-ＬＯＷとＶ-ＨＩＧＨの技

術方式の整合性は必ずしも重要ではないと考えます。 
なお、比較審査の項目としては、周波数効率（同一周波数幅での同時送

信チャンネル数）や技術的完成度、エリア整備の考え方、投資額、端末普

及計画などを検討すべきと考えます。 
【メディアフロージャパン企画】

国内規格の決定については、

利用者の費用負担は一つの指標

となるものと考えており、「ロイ

ヤルティ負担」は一つの例とし

て掲げているものです。 

その他の点については、今般

の意見募集に係る報告書（案）

に対する参考意見として承りま

す。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

5-69     第５章１（３）において、国内規格を統一する根拠は、受信端末を低廉

化し利用者利益に資することとの見解について懇談会は議論しています。

しかし、低価格の受信端末を推し進める政策が、必ずしも、高いお金を払

ってでも、より先端の技術やサービスを得たいという消費者の利益につな

がるとは言えません。またそのような政策は、技術の選択肢の多様性から

も利益を得ることができないでしょう。更に、製造者が市場の需要を満た

そうと取り組む前に、受信端末のコストを予測することは投機的な予測の

ように思われます。また、懇談会は、受信端末が高額となる主な理由は、

「ロイヤルティの負担」（特許権等の使用料）としています。しかし、一方

で、世界で通用する技術がより優れたスケールメリットを享受するとも議

論することができるでしょう。米国政府は、この点について政府が配慮す

ることが適当と考えられることを問題視します。周波数帯での混信が問題

とならない限り、ロイヤルティの支払いが必要となる国際標準を採用する

かどうかは、完全にビジネス上の判断とすべきです。第５章２において、

懇談会は、マルチメディア放送サービスの規格を定めるにあたり、勘案す

べき５つの要素の１つとして、総務省が「低廉」な（送信ネットワークお

よび受信端末）を採用することを提言しています。米国政府は懇談会がこ

の不適切な提言を削除することを求めます。 
【在京米国大使館】

国内規格の決定について「費

用が低廉であること」を勘案要

素の1つとすることは適切と考

えます。その要素を他の勘案要

素との関係でどの程度重視する

かについては、今後の検討課題

と考えています。 

報告書（案）では、「「全国向

け放送」について、事業者から

複数の技術方式の規格化につい

て希望が出された場合には、

（略）基本的にはそれらのすべ

ての技術方式を国内規格とする

ことを検討することが適当であ

る。」と提言しております。 

ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 

 

5-70     第５章２（注１）において、日本の ICT 推進者が、海外で日本の技術方

式を普及させ、日本の国際競争力を強化したいと公言していることを懇談

会は認識しています。この目的を達成するための方法として、マルチメデ

ィア放送向けの唯一の国内規格として ISDB-T を採用するよう提唱する人

たちがいます。米国政府は、他国においても同様な偏見があることを否定

しません。しかし、そのような戦略はイノベーションを阻害し、そして、

おそらく日本に最大に利益をもたらさないでしょう。更に、その他の国際

標準を採用するという選択肢を否定してまでも、国内規格を採用するため

ご指摘の部分は、「国際競争力

の強化」についての複数の考え

方を示している部分であり、「国

内規格の定め方」について、そ

のいずれかのみの立場に立って

提言しているものではありませ

ん。 

 



167 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

には、確固たる技術的根拠が必要です。そうでなければ、周波数帯の割当

の際に最も一般的に適用される解釈である「客観性」を確保することはで

きないでしょう。 
【在京米国大使館】

5-71    ①及び②は当然であるが、過去の携帯電話方式の事例からも慎重であっ

て、且つ大胆なる判断も必要かと想定されるが、是非サービス・ニーズの

多様性、利用者の利便性、そして事業運営の自由度を一番に、そしてこれ

らに如何に柔軟に、低廉に、国際協調も図れる方式規格化とするべきであ

る。 

【個人等（藤原功三）】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

5-72    マルチメディア放送サービスの国内規格の検討にあたっては、 

「情報通信審議会情報通信技術分科会 電波有効利用方策委員会報告書

概要」（平成 19 年 6 月 27 日）に示す 

「第 5章 VHF/UHF 帯の電波の有効利用のための技術的条件 

5.3 VHF 帯の電波の有効利用のための技術的条件」の規定事項 

を反映する形で検討されることを希望する。 

すなわち、 

・170－222MHz における「自営通信」と「放送」の境界領域については、

GB として 5MHz 幅を想定し、相互の領域における相手からの被干渉電

力は環境雑音レベル程度 

・上記条件下において、それぞれ境界から最大 2.5MHz 幅まで使用 

可能 

の条件を満たす形で策定すべき。 

【情報通信研究機構】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

5-73    ６．ARIB で標準規格をガチガチに決めるのは、新しいサービスの開発を阻

害する要素が含まれることでもあります。ARIB がある故に、テレビやラ

ジオは、今日の十年一日の如き停滞を招いた部分も否めません。規格を

 ＡＲＩＢにおける検討はは民

間事業者による任意のものであ

り、その活動は自由であるべき
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

決める範囲は可能な限り限定し、多くの部分を事業者の自主規格に任せ

る制度とすべきです。ARIB は民間の規格ではありますが、そういう制限

自体を許してはいけない規律を、行政が確立するべきです。 

【個人等（匿名）】

と考えます。 
 

 

5-74  （全般）  「第 5 章 技術方式の在り方」において、国際規格との一致性や何種類

の技術方式を認めるか等について詳細な議論が行われている。これに関連

して、本意見書は、国際的に利用されている技術方式を採用すべきである

と主張するものである。 
 携帯電話サービスにおいて国際ローミングはすでに必須となっている。

利用者が「日本国内で使っている携帯電話を海外でも用いたい」という強

いニーズを持っているためである。「日本国内と同じようにメールを送受信

したい」「日本国内と同じようにウェブをブラウジングしたい」というよう

に、利用者の要求に限りはない。それと同じように「母国で使っている携

帯電話を日本でも用いたい」「母国と同じように日本国内でもメールやウェ

ブを利用したい」というニーズを外国人（旅行者や居住者）は持っている。

 今後ますます国際ローミングの必要性は高まっていく。携帯端末向けマ

ルチメディア放送サービスについても、将来的には「日本と同じように利

用したい」という要求が出てくるに違いない。また日本を訪問する外国人

にとっても「母国と同じように携帯端末向けマルチメディア放送サービス

を利用したい」というニーズが生まれてくる 1。 
 これらのニーズに応えていくためには、わが国で採用する携帯端末向け

マルチメディア放送サービスのための技術方式は「国際的に利用されてい

る」方式を採用すべきである。国際標準化団体で認められているかも重要

であるが、利用されているかのほうがより重要である。利用できる地域が

限られれば、利用者の国際ローミングニーズに応えるのはむずかしいから

である。 
 第三世代携帯電話が世界に普及する間に自然にローミングが実現してい

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

くだろうという楽観論が第三世代標準化の時期にあった。しかし実際には

GSM 方式が依然として世界の主流である。GSM 方式が国際的に広く利用

されているからこそ、国内の携帯電話事業者は GSM 方式もサポートする

端末を発売し、世界各国の同業者とローミング契約を結ぶにいたっている。

 この技術方式は国際的に利用されている方式であると認めるのはだれ

か。本意見書の提出者は、それは市場に委ねるべきだと主張する。携帯電

話事業者は市場の動向をにらみつつ技術方式を決定する。個々の利用者は

各自のニーズに基づいてどの技術方式の携帯端末向けマルチメディア放送

サービス（つまり、どの携帯電話事業者のサービス）を利用するかを決め

る。その集合的な結果として、市場で主流となる技術方式が定まっていく

というのが自然の姿と考える。 
 電波は希少資源であり有効利用を図るべきである。本意見書の提出者は、

この思想の元で展開される電波政策に賛成する。この有効利用は、携帯端

末向けマルチメディア放送サービスの場合には、その携帯端末が市場で受

け入れられてはじめて実現する。逆に、新しい放送サービスを始めてもそ

れを受信する利用者がいなければ、有効利用したとはいえない。政府（審

議会）が一技術方式を先見的に選択しても、それが市場で受け入れられな

ければ、選択は失敗だったと批判されるだろう。しかし報告書（案）にも

あるように、携帯端末向けマルチメディア放送サービスの場合には、複数

の技術方式が市場で並存し競争していくことについて支障は少ない。今、

一技術方式を先見的に選択する理由は乏しいのだ。 
 以上に説明してきたように、利用者が持つ国際ローミングのニーズを重

視し、国際的に利用されている技術方式が採用されるように、技術方式の

選択については自由度を残すべきであると、本意見書は主張するものであ

る 2。 
 

1 携帯端末向けマルチメディア放送サービスでは、技術的に放送可能なチャネル数が
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

多く取れるので、外国人向けのチャネルを設けることについても支障が少ない。災害

時に緊急外国語放送として利用できるなどの可能性もあり、外国人のニーズについて

も真剣に検討すべきである。 

2 「標準を制したものが市場を制する」のではなく「市場を制したものが標準と呼ば

れる」のだということについては、拙書『標準化戦争への理論武装』（税務経理協会、

2007 年）で詳しく説明したので参照されたい。 

【山田肇（東洋大学経済学部教授）】
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６．「第６章 今後のスケジュール」に対する意見 

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

6-1 1 全体 46 ・ ２０１１年以降の早期サービス開始には、２０１１年以前の技術規格

策定が必須であり、併せて、２０１１年までの「デジタルラジオ」受信

者が、スムーズに「マルチメディア放送」を受信できるような配慮も必

要と考える。 
・ 東京、大阪で実施している実用化試験放送の受信者保護のため、２０

１１年７月から本放送の開始が可能となるよう、早期の制度整備が望ま

しい。 
・ なお、制度整備その他に事情により本放送開始時期が延びるようであ

れば、それに応じ、７ｃｈの実用化試験放送の期間を延長するなど、受

信者保護に十分配慮した施策を望む。 
【デジタルラジオ推進協会】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

6-2    ８．今後のスケジュールについて 

 実サービスの開始に向けた準備期間を考慮すると、サービス提供事業者

の決定を早めることが適切であると考える。 

【日本民間放送連盟】

ご指摘のとおり、できる限り

早いことが望まれるものであ

り、今般の意見募集に係る報告

書（案）に対する参考意見とし

て承ります。 

なお、記述しているスケジュ

ール案は、制度的・技術的検討

の期間について、可能な限り短

縮して提示しているものです。 

6-3    「地方ブロック向け放送」の周波数の割当方法については、参入希望事

業者の意見を尊重し、地域間格差や不公平感が大きくならないよう配慮し

つつ、早急にその区分わけ・それぞれの地方ブロックごとのチャンネル利

用条件（予備用のチャンネルを含む）を、決定する機関（国、放送事業者、

学識経験者などで構成された組織）を立ち上げるなどして、2011 年 7 月か

らの本放送開始が可能となるよう早期の対応を希望します。 

ご指摘のとおり、できる限り

早いことが望まれるものであ

り、今般の意見募集に係る報告

書（案）に対する参考意見とし

て承ります。 



172 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

【朝日放送】

6-4    Ｖ－Ｌｏｗ帯での本放送開始にあたっては、現在、東京・大阪において

ＶＨＦ７ｃｈで行っているデジタルラジオ実用化試験放送のユーザーの混

乱を招くことなく、速やかに移行できるように制度整備、周波数利用計画

の策定を行っていただくことを要望します。 

【毎日放送】

ご指摘のとおり、できる限り

早いことが望まれるものであ

り、今般の意見募集に係る報告

書（案）に対する参考意見とし

て承ります。 

6-5     サービス提供事業者の確定を大幅に早め、その事業者間で、技術面・標

準規格などの策定を行うべきである。 

【エフエム大阪】

 

6-6     事業者の確定を出来る限り早め、その事業者による技術基準、標準規格

の策定が行われることを希望します。 

【エフエム東京】

 

6-7     懇談会における事業者のヒアリングでは、遅くともサービス開始の２年

前には、サービス提供事業者、サービス内容、技術方式等が全て決定され

ていることを希望する旨の意見が提出されている。端末メーカーにおける

端末開発のリードタイムを確保するために、サービスを提供する事業者の

確定を 2010 年半ばとするのではなく、可能な限りスケジュールを前倒しし

ていただきたい。 

【クアルコム・ジャパン】

 

6-8     制度面・技術面の十分な検討が必要であることは理解しますが、周波数

の効率的利用の観点からも、可能な限り早期（２００９年度中）に事業者

選定を行って頂くことを希望します。特に我が国の ICT 競争力確保の観点

でも、他国のサービス導入に出遅れることは望ましくないと考えます。 

【メディアフロージャパン企画】
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6-9     本報告書（案）47 頁にある今後のスケジュール線表によると 2011 年 7 月

以降に『本格的サービス開始』とされており、2011 年 7 月時点で部分的な

サービス開始を可能とすることを前提としているように読み取れますが、

この場合、事業者決定からサービス開始まで、1年程度の期間となります。

しかしながら、携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関

する懇談会ヒアリングにおいても、複数の事業者が事業者決定からサービ

ス開始までに 2 年の期間が必要であるとコメントしたことを重視し、事業

者決定時期を見直すべきであると考えます。 

【モバイルメディア企画】

 

6-10     ２０１０年半ばにサービス提供事業者が確定し、そのサービス提供事業

者によって技術方式が選択されることとなれば、２０１１年７月以降のサ

ービス開始までに１年強の日程となります。携帯電話端末メーカーとして

新規の技術方式を商用化するためには、多くの開発費用と検討期間を必要

とします。１年強という短期間で端末を開発することはできないため、サ

ービス業者確定前に何れかの技術方式に特化して開発を行うこととなり、

大きなリスクを抱えることになります。携帯端末向けマルチメディア放送

サービスの早期導入のためには、サービス提供業者の確定時期をできる限

り早期に実施する必要があると考えます。 

【京セラ】

 

6-11    （編注：「日本で採用すべき技術方式の決定をできる限り早くする必要が

ある」という記述について）賛成いたします。国際競争力確保の観点から、

携帯端末向けマルチメディア放送サービスが可能な限り早期に導入される

ことが望ましいと考えます。 

【ニューポート・メディア】
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6-12     他国では既に同様のサービスが開始されており、実用段階の技術方式も

存在します。 

日本の国際競争力確保の観点からも、本サービスが可能な限り早期に導

入されることが望ましいと考えます。 

【ローデ・シュワルツ・ジャパン】

 

6-13     2011 年 7 月以降速やかにマルチメディア放送が開始できるよう、サービ

ス事業者の確定は 2010 年半ばではなく、ビジネス的あるいは技術的な準備

調整期間を考慮し、可能な限り早めるべきと考えます。 

【伊藤忠テクノソリューションズ】

 

6-14     関係法令との整合性の検討や制度整備等の為にある程度の時間を有する

事は理解するが、2010 年半ばの事業者選定となると、2011 年のサービス開

始までの準備期間が１年に満たない事を意味する。選定前に先行負担でき

る範囲は限られており、可能な限り前倒しで進めて戴く事を強く希望する。

【伊藤忠商事】

 

6-15 3 技術面 46 ～

47 
制度整備、技術検討や機器開発期間などを考慮すると、サービス開始ま

でのスケジュールはかなり厳しいものであることが推察される。 
【アール・エフ・ラジオ日本】

 
 

6-16    受信機の開発・製造・発売には、制度整備に加え ARIB 標準規格や運用

規程が整備されてから 18 カ月を要するというのが一般的であります。した

がって、報告書に示されたスケジュールでは 2011 年 7 月の（試験）放送開

始時に受信機が発売されるには時間的猶予が少なすぎると思われます。し

たがって、情報通信審議会での検討において、技術方式の確定が容易な分

野においては暫時答申していくことを考慮すべきであると考えます。 
【栃木放送】

 

6-17    技術面について、早急に国内規格とする技術方式の公募等を行い、2008

年中に技術的検討を開始し、2009 年中に関係省令を定めること、それと並

行してARIBにおいて標準規格や運用規定の早期とりまとめが行われること
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に賛成致します。2011 年以降から本格的サービス開始を実現するためには、

関連機器の設計および評価期間が必要であり、その観点からも早期の制度

整備が有効であると考えます。 

【マスプロ電工】

6-18    標準規格（ＳＴＤ）や運用規定（ＴＲ）の検討には、２００３年以来お

よそ５年間にわたり実績を積み重ねてきている「デジタルラジオ」実用化

試験放送の蓄積、ノウハウ等も十分活用すべきだと考える。 
【デジタルラジオ推進協会】

ＡＲＩＢにおける検討に関し

ては、事業者間で決定すべきも

のであると考えます。 

 

6-19    ＡＲＩＢ運用規定（ＴＲ）などの検討については、例えばデジタルラジ

オ推進協会（ＤＲＰ）を検討主体とするなどして対応していく必要がある

ものと考える。 
【アール・エフ・ラジオ日本】

 

6-20    また、免許を受ける事業者が確定する前に運用規定（TR）の検討開始を

することが有効とあるが、その検討主体となる枠組みについては、例えば

公益法人であるデジタルラジオ推進協会とするなど明確にしていく必要が

あると考えます。 
【栃木放送】

 

6-21    サービス開始に向けた準備期間を考慮すると、サービス事業者の決定を

早めることが適切である。また免許事業者が確定する以前に運用規程の検

討が開始されることに賛成するが、その検討に当たっては、例えば公益法

人であるデジタルラジオ推進協会を主体とするなど、検討母体を明確化す

る必要があると考える。 

【ニッポン放送】

 

6-22     （編注：「運用規定については、一般的には免許等を受ける者の確定後に

検討が開始されるが、マルチメディア放送の早期の開始のためには、その

確定前に検討を開始する事が有効である。」という記述について）という項

に賛同します。運用規定は ARIB の著作物ではあるものの、検討は各放送

運用規定等の検討は、事業者

間で決定すべきものであると考

えます。 
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事業者団体が関連団体と共に検討するものです。当フォーラムも、放送事

業者、コンテンツプロバイダ、受信機メーカー、携帯キャリア、自動車メ

ーカー、などのべ１２０社が参加しており、誰でも入会出来るオープンな

組織です。当フォーラムが提唱する「ISDB-Tsb３セグメント方式」を軸と

した運用規定の検討を早期に着手いたします。 

【マルチメディア放送ビジネスフォーラム】
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７．全体に対する意見 

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

7-1     報告書案に示された、「マルチメディア放送」を広く国民が享受しうる「放

送」サービスとして位置づけるとともに、できる限り事業者の創意工夫を

生かす制度設計をめざすとの方向性は適切である。 

【静岡放送】

基本的に、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する賛成

意見と考えます。 

7-2     今回の報告書（案）について、地方ブロック向けデジタルラジオ放送へ

の参入を希望している当社は基本的に賛成である。 

【中国放送】

 

7-3     放送業界が実現に向けて取り組んでいるデジタル放送についてマルチメ

ディア放送の一形態として周波数割り当てを含め具体的に記述されたこと

を評価し、既存ラジオ局のノウハウの活用等を上げている点など、賛同で

きる内容となっている。 

【東海ラジオ放送】

 

7-4     報告書（案）については、特に異論はありません。 

【日本放送協会】

 

7-5    報告書案の内容について、開催直後からパブリックコメントを行うなど

多角的な視点から捉えられており基本的には賛成である。 
【ＺＩＰ－ＦＭ】

 

7-6    この度の懇談会報告書案は、放送や通信など関係する方面の様々な提案

や意見が幅広く取り入れられ、また、跡地の有効利用策として、事業者の

創意工夫が最大限に生かされることが一貫して述べられており、概ね適切

であると思われます。 
【マルチメディア放送企画】

 

7-7     携帯端末向けマルチメディア放送サービスは、国民の新たな情報ニーズ

に応える新たなメディアとして、今後普及、発展が期待されております。 

本報告書は、当該サービスが急速な技術革新や流動的な事業環境下で実現
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されることを考慮し、事業運営上の自由度の確保や競争環境の整備等、こ

れまでにない柔軟な制度整備について提言されており、非常に意義深いも

のと考えます。 

【メディアフロージャパン企画】

7-8    マルチメディア放送の実現に向けて、携帯電話端末メーカーとしてお客

様へ新たな価値を提供する環境づくりができるものと期待しております。

本報告書では、複数の技術方式を国内規格とすることや競争環境の整備に

配慮されており、基本的に賛成致します。 

【京セラ】

 

7-9    本報告書は、事業運営上の自由確保や競争環境の整備、国際競争力の増

進、利用者のニーズに基づいた新サービスの提供に配慮されており、基本

的に賛成いたします。 

【ニューポート・メディア】

 

7-10     携帯端末向けマルチメディア放送は、放送と通信の融合により、今まで

に無い新しいビジネス分野の開拓が期待されます。但し、通信市場と同様

に、技術革新が早く、ダイナミックに変化する事業環境を考えると、現時

点で本サービスを予測することは大変難しいことと思います。事業者が、

大きなリスクを背負いながら、新たなビジネスを創出し、ユーザ・ニーズ

に即したサービスを迅速に提供し続ける為には、事業者に対し、事業運営

上の自由度があり、競争を促進するような制度、環境を提供することが重

要だと考えます。 

本 報告書は、携帯端末向けマルチメディア放送を、今までに無い新しい

ビジネス分野として位置付け、事業運営上の自由度を持たせ、競争環境の

構築にも配慮されてものであり、基本的に賛成します。 

【ローデ・シュワルツ・ジャパン】

 

7-11     携帯端末向けマルチメディア放送事業を成功させるためには、現在の放

送事業の延長上にあるサービスに限定するのではなく、情報通信法案を考
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慮しつつ、インフラ（ハード事業）からサービス（ソフト事業）まで健全

な競争原理が働く形でのしくみ作りが必須であると考え、その点を踏まえ

て検討を進めていただくことを前提として、賛成いたします。 

【伊藤忠テクノソリューションズ】

7-12     通信と放送が連携した携帯端末向けマルチメディア放送の実現は、携帯

端末によって、いつでもどこでも多様なコンテンツを楽しむことが可能と

なるもので、お客様がこれまで体験したことのない放送サービスの提供や

新たなビジネス分野の開拓が期待されます。このような背景を踏まえ、懇

談会を開催し、お客様のニーズに立った競争環境の整備等、多角的な議論

がなされ、事業者の選定にあたっては認定計画制度を参考とした新たな参

入規律の仕組みや国民のニーズに適う放送対象地域の制度等の提言をとり

まとめた「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等に関する在り方に

関する懇談会報告書」（案）は、新たな放送サービスの道を開くものとして

大変に意義あるものと考えます。 

 携帯端末向けマルチメディア放送サービスは主に携帯電話のお客様を想

定したサービスであることから、サービスの提供形態の在り方、エリア設

計、周波数共用等を具体的に検討し、法制化するにあたっては、携帯電話

を利用するお客様の利用シーンやニーズをも前提に整理を行う必要がある

と考えます。 

 今後、携帯端末向けマルチメディア放送サービスの健全な発展、ひいて

はコンテンツ分野をはじめとする新たなビジネス領域の拡大を推進するた

めには、変化の激しい市場のニーズを的確に把握し、本サービスの提供事

業者が自らの創意工夫により新たなサービスを安定的に提供することが必

要不可欠です。そのためには、自社のサービスに最も適した方式を自由に

選択できる仕組み等、事業運営上の自由度の確保、及び複数のハード・ソ

フト事業者による競争環境の整備が重要と考えており、また、お客様の新

たな放送サービスへの高まる期待に応えるためにも早期の制度整備を希望
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いたします。 

【ＫＤＤＩ】

7-13    【本件報告書の前提】 

弊社は、携帯端末向けマルチメディア放送について、以下の点を重視し、

制度・参入・比較審査などの枠組みを決定していくべきであると考えます。

（１）競争の促進 

利用者の選択の幅を広げ、画期的な新サービスや新技術の導入を促すた

めには、既存事業者と新規事業者の力が拮抗して、真の競争が行われる状

況を創り出していくことこそが望ましく、既得権者の力が自己増殖してい

くようなことがないよう、特別の配慮がなされるべきです。  

 （具体的には、２４０ＭＨｚにもおよぶＵＨＦ帯を実質的にコントロール

する立場にある既存の放送事業者が、ＶＨＦ帯までにもプレゼンスを拡大

しようとするのは、健全ではないと考えます。) 

（２）世界的な視野 

国は「技術的中立性」を堅持し、国内外のあらゆる技術に対して門戸を

開放すべきです。「技術方式の統一」は、世界が一つの技術にまとまるなら

望ましいことですが、日本だけが統一をはかって、世界から孤立すること

はあってはなりません。世界が最終的に 3-4 の技術標準に集約されるなら、

日本においてもこの３-４の技術標準が並列するのが望ましいと考えます。

 （「国産技術」と「国内における方式の統一」にこだわって、日本メーカ

ーの国際競争力を著しく害する結果を招いた「第二世代携帯電話（ＰＤＣ）

の過ち」を再び繰り返してはなりません。) 

（３）周波数の利用効率向上 

日本ではこれまで全ての放送をＭＦＮでまかなってきており、ＳＦＮに

対するチャレンジは十分になされておりませんでしたが、周波数が逼迫す

る一方で、ロングテール分野までをもカバーする「多チャンネルのニーズ」

が拡大している現在、ＳＦＮによるサービスエリアの構築は必須であると

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 
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考えます。  

技術の優劣の査定においては、「ユーザーの利便性向上」と共に、「総合

的な周波数利用効率（日本全国を通しての使用周波数あたりのコンテンツ

の総量）」が厳しく問われるべきは当然ですが、そうなると、周波数の利用

効率を上げるための個々の技術と並んで、「ＳＦＮによるサービスエリアの

構築」に高い評価が与えられるべきと考えます。 

（４）放送と通信の融合 

放送と通信の境界線にある、「視聴者特定」のサービスや「一斉ダウンロ

ード+キャッシング」のサービスこそが、既存の放送と一線を画する「マル

チメディア放送」の最大の眼目であると考えます。また、一方では、「携帯

電話機」という共通のデバイスが、放送サービスと通信サービスをインテ

グレートして、ユーザーに多様なサービスをシームレスに提供することも

重要な課題です。従って、事業計画や採用技術の優劣の査定においても、

この点が重視されて然るべきと考えます。 

【モバイルメディア企画】
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7-14     放送は公衆によって直接受信されることを目的とされるものですが、今

回のマルチメディア放送は、本報告書（案）で定義されているように『放

送しなければならない「形態等」を定めることなく、携帯端末での受信を

前提として、「映像・音響・データ」、「リアルタイム・ダウンロード」とい

ったサービスを自由に組み合わせることを可能とするよう定義づける』こ

とや、『マルチメディア放送は、その放送番組について、ニュースや音楽等

のクリップ、地図等のデータ、ゲーム等のソフト等、通信による情報配信

サービスと類似するものを放送することが想定され、その認証について、

携帯電話端末を利用することが想定される等、携帯電話サービスとの強い

関連性を有している』とされたように、従来の放送とは異なる放送と通信

の中間的なサービスが存在すると考えます。 
よって、今後具体化するサービスイメージや利用者の捉え方等も踏まえつ

つ、現在行なわれている通信・放送法制全体の見直しの枠組みの中で検討

を行なうことが適当であると考えます。 
【モバイルメディア企画】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 

7-15     希少資源である周波数帯の配分や割当は国家の主権的権利です。しかし、

懇談会が当該報告書（案）に対する変更を検討し、総務省や電波監理審議

会が当該懇談会の最終報告書の提言に配慮することを踏まえ、米国政府は、

当該関係者が、自由市場の原理ならびに技術の中立性の原則を重んじ支持

することを要望します。これらの原理原則が、イノベーションや周波数帯

の有効利用を促進するのです。 

【在京米国大使館】

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

7-16    本報告書はユビキタス時代を迎え従来の受信固定の放送方式から、移動

する携帯端末向けの新しいマルチメディア放送にと発展するものであり当

該報告書のお考え方に賛同いたします。 

我国における放送にはラジオでは約 80 年、テレビでは約 55 年の歴史の

中で制度、技術、運用等体制が築き上げられ大きな礎となっております。

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する賛成意見と考え

ます。 
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No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

今回これらの上に、場合によれば新しい考え方をも合わせてこれらを基に

マルチメディア放送の導入、普及、発展を願っております。 

当該放送はこれまでの家庭向け受信機固定形から、携帯端末向け移動体

形のサービスにと大きく変化しており、これらの背景となるサービス形態、

国民の安心、安全確保への役割等を円滑・効率的に果たすため利用者に喜

ばれるサービスの提供を一番に、事業運営の自由度、国際的協調に留意し

ての制度、技術方式の整備が必要であると考える。 

【個人等（藤原功三）】

7-17     アナログ放送の跡地としては 120MHz の帯域があるが、そのうち「放送」

に割り当てられたのは 32.5MHz であり、しかもそれが「自営通信」により

分断された結果、「全国向け放送」には 14.5MHz という決して広いとはいえ

ない帯域幅の割り当てとなった。今後の制度設計にあたっては、マルチメ

ディア放送が、「新たな放送の実現」として、参入を希望する事業者が既存

の地上放送、衛星放送、ケーブル、あるいはインターネットに伍して事業

性を確保できるよう、この少ない帯域幅を有効活用するため、事業者の創

意工夫が最大限に生かされることを念頭において検討が行われるよう希望

する。 

【スカイパーフェクト・コミュニケーションズ】

 

7-18     アナログ放送の跡地としては 120MHz の帯域があるが、そのうち「放送」

に割り当てられたのは 32.5MHz であり、しかもそれが「自営通信」により

分断された結果、「全国向け放送」には 14.5MHz という決して広いとはいえ

ない帯域幅の割り当てとなった。今後の制度設計にあたっては、マルチメ

ディア放送が、「新たな放送の実現」として、参入を希望する事業者が既存

の地上放送、衛星放送、ケーブル、あるいはインターネットに伍して事業

性を確保できるよう、この少ない帯域幅を有効活用するため、事業者の創

意工夫が最大限に生かされることを念頭において検討が行われるよう希望

する。 

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 



184 
  

No 項 項 目 頁 提出意見【提出者名】 懇談会の考え方 

【マルチメディア放送企画】

7-19     サービス事業者の確定にあたっては、その基準を審査前に明確にすべき

と考えます。 

尚、次世代マルチメディア放送上でサービスを行う事業者（ソフト事業

者は現在の放送事業者とは限らないと考えられるため）の意見（コンテン

ツ流通の視点）も取り入れる方が、次世代型にふさわしい放送ができると

考えます。 

【伊藤忠テクノソリューションズ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

7-20  総論   報告書案に示された、「マルチメディア放送」を広く国民が享受しうる「放

送」サービスとして位置づけるとともに、できるかぎり事業者の創意工夫

を生かす制度設計を目指すとの方向性は、概ね適切であると考える。 

放送業界が実現に向けて取り組んでいるデジタルラジオ放送について、マ

ルチメディア放送の一形態として周波数割り当てを含め具体的に記述され

たことを評価する。 

民放ラジオは半世紀を超える歴史のなかで、地域に根ざし、生活を豊か

にする番組や情報を届けるとともに、非常災害時には安心・安全に資する

放送を行い、地域メディアとして国民・聴取者から厚い信頼を得ていると

自負している。マルチメディア放送においてデジタルラジオ放送が行われ、

国民・聴取者のために民放ラジオ事業者がその経験と信頼を十分生かせる

ような制度を希望する。 

【日本民間放送連盟】

基本的に、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する賛成

意見と考えます。 

なお、マルチメディア放送は、

新たな放送として制度化するも

のです。 

 

 

7-21    音声メディアのデジタル化（デジタルラジオ）に参入を希望する弊社は、

基本的には「懇談会報告書(案)」に賛成します。ただ、半世紀以上にわたる

ラジオ放送のノウハウを最大限に活用し、地域情報・地域サービスを従来

以上に活性化させ、地域住民・聴取者の利益保護をはかる方向で、ラジオ

のデジタル化への道筋をより一層明確にする制度整備を希望します。 
【朝日放送】
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7-22    今回の報告書（案）に於いて、地域情報の重要性、又既存ラジオ局のノ

ウハウの活用等を配慮し、Ⅴ‐ＬＯＷを「地域ブロック向けデジタルラジ

オ放送」に割当てた事に対し評価したい。 

【ＳＴＶラジオ】

 

7-23     懇談会の検討に当たって国民のニーズや関係事業者の考え方を踏まえる

ことや地域情報の確保を考慮して検討されたものであることに賛同する。

当社は、「地方ブロック向け放送」に積極的に参加したいと考えており、マ

ルチメディア放送実現のための周波数割当について、今後、できるだけ速

やかに決定されることを希望する。また、今後検討される諸制度について

も音声中心のデジタルラジオ放送が基幹的メディアとしての役割を果たせ

るよう、また、その重要性を十分配慮した進め方を希望する。 

【大阪放送】

 

7-24    今回の報告書（案）に基本的に賛成である。 

地方ブロック向けデジタルラジオ放送においては、「地域振興」「地域情報

の確保」の理念が的確に確保され、放送メディアとしての精神が尊重され

た制度整備を行っていただきたい。 

【熊本放送】

 

7-25     報告書案に示された、「マルチメディア放送」を広く国民が享受しうる「放

送」サービスとして位置づけるとともに、できる限り事業者の創意工夫を

生かす制度設計をめざすとの方向性は適切である。 

また、Ｖｌｏｗの地方ブロック向けデジタルラジオの実現に向けて取り組

んでいる弊社にとって、マルチメディア放送の一形態として周波数割り当

てを含め具体的に記述されたことを評価する。今後、マルチメディア放送

はあくまで「放送メディア」としての精神を尊重し、新規性を重視するこ

とと合わせて、放送メディアとしての信頼性確保、誰でも・いつでも・安

価にサービスを受けられることを前提としての制度整備等を希望する。こ

のことから、限られたユーザーに向けたデータ送信のためのインフラとし
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て放送波を利用する事業は付帯的サービスとして位置づけることもあわせ

て希望する。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

7-26    今回の懇談会による報告書については全体として、地域情報の重要性に

配慮し地方ブロック向けデジタルラジオ放送に広帯域を割当てたこと。ま

た、既存ラジオ局のノウハウの活用等を制度化の理念として取り上げてい

ることなど、基本的な点において賛同できる内容となっています。今後と

も、放送メディアとしての精神を尊重した上での制度の整備を進めていた

だきたい。 

 特に今回の報告書によると当社のようなローカル局が参画できる余地を

残しているのは「地方ブロック向け放送」であろうと推測しています。し

かし報告書ではまだ、具体的な地方ブロックの大きさや区分の仕方、周波

数帯の割り当て方法など、今後の検討事項も多いと考えています。 

【栃木放送】

  

7-27    当社は V－LOW 帯域を使用したデジタルラジオ放送の実現を目指してお

り、報告書案において「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」のための

使用帯域がきちんと明示されている点、歓迎したい。今後、マルチメディ

ア放送はあくまで放送メディアであるとの観点から、情報の信頼性やユー

ザーにとっての利便性を含め、放送メディアの精神を尊重した制度整備等

がおこなわれることを、強く要望する。 

【ニッポン放送】

 

7-28     全体として、地域情報の重要性に配慮し地方ブロック向け放送に広帯域

を割当て、また、既存ラジオ局のノウハウ活用等を制度化の理念としてあ

げているなど賛同できる内容となっている。今後は、放送メディアとして

の信頼性確保や国民が安定的にサービスを享受できることなど、放送の精

神に則し多様化する国民のニーズを満たす制度整備を希望する。 

【文化放送】
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7-29     報告書（案）に対して、地方ブロック向けデジタルラジオ放送に参入を

希望する弊社としては基本的に賛成である。地上放送である「マルチメデ

ィア放送」はあくまでも放送メディアとしての公共性が求められ、すべて

の国民に対しての信頼性を確保するとともに、無料、または安価なサービ

スが享受されることを前提として検討していただきたい。特にラジオ放送

は、これまで国民の安心安全を守るメディアとして絶大な信頼性を確保し

てきており、デジタルラジオも地域に根差した放送として、災害時等は報

道機関としての公共的役割も期待されていると考える。今後、制度整備に

あたっては、国民に信頼されるメディアという観点からの検討を望みます。

【毎日放送】

 

7-30    地方ブロック向けデジタルラジオ放送に広域帯を割り当てるなど地域情

報の重要性に配慮しており、総じて評価できる内容である。 

【和歌山放送】

 

7-31    今回の報告書（案）について、Ｖｌｏｗの地方ブロック向けデジタルラ

ジオに参入を希望している弊社は基本的に賛成する。今後、地域情報の重

要性に配慮した制度整備等を行っていただきたい。 

【山陽放送】

 

7-32     地域情報の重要性と既存ラジオ局のノウハウの活用等が配慮され、「地域

ブロック向けデジタルラジオ放送」に帯域を割当てられた事を評価したい。

【北海道放送】

 

7-33     全体として、「地方ブロック向け放送」について、地域振興、地域情報の

重要性に配慮して広帯域が割当てられていることや、既存ラジオ局のノウ

ハウの活用等を制度化の理念としてあげているなど賛同できる内容となっ

ている。 

【山口放送】

 

7-34    「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」は、従来の音声放送とは異な

る新たなマルチメディア放送と認識するが、視聴者サービス及び地域振興、
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地域情報確保の観点から蓄積された既存放送事業者のノウハウの活用など

十分配慮願いたい。 

【エフエム長崎】

7-35    「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」と、その帯域を確保している

ことに賛同する。加えて「既存ラジオ放送のノウハウの活用」の記述も高

く評価したい。今後は、「マルチメディア放送」サービスの実現を目指すた

め、現行のＦＭ放送の実績やノウハウの活用を望みたい。 

【エフエム福岡】

 

7-36     「地方ブロック向けデジタルラジオ放送」は、既存ラジオ放送とは異な

る新規サービスである。しかし、民放ラジオ放送は、全体として半世紀を

越える歴史の中で、地域に根ざし、生活を豊かにする番組や情報を届け、

非常災害時への対応など、地域メディアとしての役割を担ってきている。

この長い間に培ってきたノウハウが、新サービスでも生かされるような、

放送メディアとしての制度とすることを要望する。 

【エフエム熊本】

 

7-37     ISDB-T マルチメディアフォーラムは、日本を代表する放送局やコンテン

ツプロバイダー、通信事業者、製造事業者などの企業が５月３０日現在８

０社が参加している。これら多数の企業が、日本で開発された国際標準規

格であり、メディア横断的に用いることのできる ISDB-T 方式を基本に、新

しいマルチメディア放送サービスと、既に実用化されているサービスとの

共用や両立性、共用端末の製造技術などを幅広く検討している。 

本周波数の有効利用にあたっては、我が国が開発した技術、知的財産を

活かし、将来も日本の技術開発能力を活かして円滑にサービスが開始でき

ることを希望する。 

【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

7-38     ①今後、世の中は挙げて受信機のデジタル化、マルチメディア化が進む

と予想されます。こうした状況下で国がアナログラジオを存続させるとい

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として
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う方針であったとしても、アナログＴＶ終了により変化していく放送メデ

ィアに対し、ユーザである国民の選択肢から次第にアナログはなくなって

いくのではないかと考えられます。特に想定されるマルチメディア端末は

機能向上が著しく、受信機の買い替えサイクルも従来の受信機に較べ頻繁

になると考えられ、音声放送だけの継続的なサービス提供に不安が残りま

す。 

②一方、長い期間聴取されてきたラジオ放送は 

・地方ラジオ局のローカル放送時間はＴＶに比べ圧倒的に長時間であり、

地域密着の情報が多く地域の文化の発展に寄与してきた。 

・高い携帯性能により非常時の情報収集ツールとなっている。特に県や市

など自治体と防災協定を締結し、また、緊急地震速報など緊急時対応進

め非常災害時の情報収集メディアとして定着している。 

・非健常者（特に目の不自由な方々）に対しては重要な情報源となってい

る。 

・ＴＶメディアに比べ制作が比較的簡易にできることにより安価な地域広

告が可能である。 

等、音声メディアならではの文化を築いてきました。これは、デジタル放

送に変わっても不変であり、「地域ブロック向けデジタルラジオ放送」が地

上アナログラジオ放送の緩やかなデジタル移行先と考えます。 

以上により、地域ブロック向けデジタルラジオ放送という呼称並びにそ

の放送帯域に V-LOW を割り当てる報告書案に賛成します。なお、今後はラ

ジオ放送が培ってきた放送メディアとしての精神を尊重し早期の制度整備

を期待いたします。 

【エフエムラジオ新潟】

承ります。 

なお、13 ページでは、「地方ブ

ロック向けデジタルラジオ」と

表記していますが、サービスの

内容等は「マルチメディア放送」

であることを前提とし、「全国向

け放送」と差異を設けていませ

ん。 

 

7-39     受信機のデジタル化、マルチメディア化が猛烈なスピードで進む中、国

のアナログラジオを存続させるという方針があったとしても、アナログ TV

終了により変化していく放送メディアに対し、ユーザである国民の選択肢
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から次第にアナログがなくなると考えられます。 

また、想定されるマルチメディア端末は機能向上が著しく、受信機の買

い替えサイクルも従来の受信機に比べ頻繁になると考えられ、レガシーメ

ディアである音声放送の継続的なサービス提供に不安が残ります。 

一方、長い期間聴取されてきたラジオ放送は 

・映像サービスでは不可能な「ながら聴取」が可能 

・地方ラジオ局のローカル放送時間は TV に比べ圧倒的に長時間であり、

地域密着の情報が多く地域の文化の発展に寄与してきた 

・高い携帯性能により非常時の情報収集ツールとなっている県や市など

自治体と防災協定を締結し、また、緊急地震速報など緊急時対応進め

非常災害時の情報収集メディアとして定着している 

・特に非健常者（目の不自由な方々）に対しては重要な情報源となって

きた 

・TV メディアに比べ広報番組の制作が比較的簡易にできることにより安

価な地域広告が可能 

等、音声メディアならではの文化を築いてきました。これは、デジタル放

送に変わっても不変であり、「地域ブロック向けデジタルラジオ放送」が地

上アナログラジオ放送の緩やかなデジタル移行先と考えます。 

以上より、地域ブロック向けデジタルラジオ放送という呼称並びにその

放送帯域にＶ－ＬＯＷを割り当てていただいた報告書案に賛成します。尚、

今後はラジオ放送が培ってきた放送メディアとしての精神を尊重し早期の

制度整備を期待いたします。 

【静岡エフエム放送】

7-40    今後の時代環境を考えると、全ての機器・メディア・コンテンツがデジ

タル化されていく中で、ＡＭ・ＦＭラジオだけがアナログ放送を続けてい

けるのか極めて疑問です。しかし音声メディア（ラジオ）の役割は、その

特性からアイズフリーのメディアとして、また災害時の地域情報発信メデ

 今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 なお、マルチメディア放送は、
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ィアとして、誰でも何時でも情報や娯楽を安価に受けられるメディアとし

て、その社会的な役割を継続させていくべきものです。「アナログの終焉か

らデジタルへ」を前提としたスキーム作りを、ラジオ放送事業者として強

く希望します。 

【朝日放送】

アナログラジオをデジタル化す

るためのものではなく、新たな

放送サービスとして期待される

ものです。 

7-41     全国に１００社以上ある民間（アナログ）ラジオ事業者は、自らの事業

が今後どうなるかについて大きな懸念を持っています。ラジオ放送（アナ

ログ）の制度はそのままであっても、社会の趨勢によりアナログラジオは

いつしか消滅することも考えられます。ラジオ市場規模が変化しないと仮

定すると、デジタルラジオの進展により、アナログラジオの市場規模が減

少することは明らかです。地方では職場でも家庭でも、携帯電話による移

動受信ではなく、固定受信または自動車内の移動受信が定着しており、今

後もその形態は大きく変化するとは思えません。戦後約６０年間に渡り培

われてきた地域密着メディアとしてのラジオ文化が、デジタル時代におい

ても継承されるよう、アナログラジオのデジタル化を含め今後のありかた

を議論する場が設けられることを切望します。 

【ベイエフエム】

本懇談会は、90-108MHz 及び

207.5-222MHz の周波数帯域を用

いる放送について検討を行った

ものです。 

 

7-42    意見の対象となる箇所「第 2 章 実現する放送」、「第 3 章 周波数の割

当て」に対して、全国のコミュニティ放送局の団体としての意見は、現在

200 局を超え、毎年 10 数局以上の新規開局が見られる現状では今回の意見

書にあるデジタル新型コミュニティ放送局を検討することは難しいと考え

る。今回の VHF Low （90～108MHz）にコミュニティ放送と地方ブロック向

けのデジタル放送を想定しているが、受信端末の普及の目処がたたない今、

検討するには困難な状況である。現在のアナログ周波数帯域（76～90MHz）

の周波数の不足こそ問題と考える。本来、有限な資源である電波を有効利

用するためには、VHF Low （90～108MHz）のみならず現行のアナログ放送

（76～90MHz）も含めた周波数の配置を再検討し、次世代のデジタル化の議

報告書（案）は、既存のコミ

ュニティ放送をデジタル新型コ

ミュニティ放送に移行させるこ

とを提言しているものではあり

ません。 

ご指摘は、今般の意見募集に

係る報告書（案）に対する参考

意見として承ります。 
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論を十分に行った後に実現することが望ましい。コミュニティ放送局は全

国に 217 局（平成 20 年 6 月現在）開局しているが、北海道、東北などの地

方では町村合併等による面積の拡大のために、十分な放送エリアが確保で

きない地域も多い。また、首都圏（関東、近畿、東海）地方では旺盛な開

局希望の自治体が多く存在する。これらの地域に電波を割り当てると、テ

レビのデジタル化で生じる、空き周波数は直ぐに不足に陥ることは必須で

ある。結果、それ以外の地域では永久に放送局を開局することは不可能に

なる。これらの問題を解決するには、現行の放送法、特にコミュニティ放

送に係わる法律の抜本的な改正の議論が必要になる。 

また、これまで超短波放送（FM）からの電波によって、アナログテレビ

が混信することを避けるため、多くの地域で、ガードバンドとして 85MHｚ

～90MHｚの割当が行われておらず、テレビを優先とする電波政策が行われ

てきました。 

テレビのデジタル化に伴い、この周波数帯が開放されることを期待して

おりますが、マルチメディア放送の置局に関する技術基準の策定の際には

先発メディアの超短波放送（FM）が優先されるよう、配慮をお願いしたい。

 コミュニティ放送の制度の創設より、15 年が経過し、当初想定されたコ

ミュニティ放送局の役割は大きく変わり、新たなコミュニティ放送の役割

は国民の社会生活において不可欠なものとなりつつある。特に災害大国で

あるわが国ではコミュニティ放送局の必要性は大きい。安心安全な社会を

作るには全国的なメディアと地方のメディア、そして地域メディアの融合

があってこそ、国民生活の安全は守られると考える。 

 ラジオのデジタル化の推進は必要と考えるが、現行のアナログ超短波放

送は高齢化社会を迎える社会ではあと 10～20 年は必要となる。 

 結論として、コミュニティ放送局は早急なデジタル化を望まない。現行

のアナログ放送の再編を含めた議論を開始し、コミュニティ放送、県域放

送局などの業界、そして国民的な議論の後に十分な準備期間を経た後にデ
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ジタル化を推進することが望ましい。 

【日本コミュニティ放送協会】

7-43     既存の放送とは違ったビジネスモデルが予測されるため、設備投資以外

にも想定しえない事態が予測される。このため、税制上などの優遇措置の

制度整備を強く望む。 

【エフエム熊本】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

7-44     （編注：車載向けサービスについて）携帯電話以外の端末の実現性も加

えられることを望む。 

【エフエム大阪】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

7-45     本メディアは、有料・無料、ストリーム型・ファイル型等、サービス形

態が複合化する。ユーザーにはサービスやコンテンツそのものが重要であ

り、新しいサービスが柔軟に展開できる様、特に著作権上の整備等を希望

する。 

【伊藤忠商事】

本懇談会は、90-108MHz 及び

207.5-222MHz の周波数帯域を用

いる放送の在り方について検討

を行ったものです。 

 

7-46    ・また、２０１１年以降の早期サービス開始には、２０１１年以前の技術

規格策定が必須であり、併せて、２０１１年までの「デジタルラジオ」受

信者が、スムーズに「マルチメディア放送」を受信できるような配慮も必

要と考える。 
【デジタルラジオ推進協会】【再掲】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

7-47     現在、東阪で行っている実用化試験放送をスムーズにＶｌｏｗ帯の本放

送に移行できるよう制度整備、周波数利用計画を策定するよう希望する。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

 

7-48    当社はＤＲＰ中核メンバーの一社として、実用化試験放送に参加すると

ともに、理事長社として実用化試験放送の運用に大きく寄与してきたと自

負している。総務省の指導の下、2001 年にＤＲＰが設立され、免許を受け

て実用化試験放送がおこなわれてきていることに鑑み、技術基準や多様な

サービスの開発、実験等で積み重ねてきた実績をきちんとふまえた対応を
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御願いしたい。 

上記、実用化試験放送にあっては、すでに約 190 万台の受信端末が、ユ

ーザーに利用されている。2011 年以降、現在アナログ・テレビの 7ch 帯域

を使っておこなわれている実用化試験放送から、スムーズに本放送に移行

できるよう、制度整備、周波数利用計画の策定を御願いしたい。 

【ニッポン放送】

7-49     実用化試験放送においては、すでに約 190 万台の受信端末が発売され、

ユーザーが存在する。シームレスに 2011 年以降のデジタルラジオ本放送プ

ログラムを享受できることが視聴者保護の観点から必要と考える。したが

って、実用化試験放送からスムーズに本放送に移行できるような制度整備、

周波数利用計画の策定をお願いしたい。 

【文化放送】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

なお、マルチメディア放送は、

新たな放送として制度化するも

のです。 

 

 

7-50     （使用する周波数帯について）使用周波数帯が、平成 23 年停波予定のア

ナログテレビの部分とのことだが、現在試験放送で使用している端末利用

者へのフォローは考えているのか？ 
【個人等（水上圭輔）】

実用化試験放送は平成 23 年ま

でのものであることを明確にし

て開始したものです。そのため

その対応については事業者にお

いて適切に行われることが期待

されるものと考えられます。な

お、現在試験放送で使用してい

る端末は、新たに割り当てる周

波数には対応していないものと

考えています。 

 

7-51    ・なお、制度整備その他に事情により、本放送開始時期が延びるようであ

れば、それに応じ、７ｃｈの実用化試験放送の期間を延長するなど、受信

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として
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者保護に十分配慮した施策を望む。 
【デジタルラジオ推進協会】

承ります。 

 

7-52     置局計画を策定する際に必要となる送り回線についての検討を始めてい

ただきたい。 

【ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】

今般の意見募集に係る報告書

（案）に対する参考意見として

承ります。 

 

7-53    放送の国内規格の検討と並行して、放送ネットワークの構築に必要な

STL・TTL 等の伝送系についても周波数の確保や技術規格の検討を行うこ

とが必要と考えます。 
【栃木放送】

 

7-54     放送の国内規格の検討と並行して、放送ネットワークの構築に必要な

STL・TTL 等の伝送系についても周波数の確保や技術規格の検討を行なう

ことが必要と考える。 
【文化放送】

 

7-55     置局計画を策定するにあたって、必要となる送り回線のための周波数確

保について検討をお願いします。 

【毎日放送】

 

7-56     放送ネットワークの置局計画策定の際に必要な STL・TTL 等の伝送系につ

いても周波数の確保や技術規格の検討を行うことが必要と考えられる。 

【エフエム熊本】

 

7-57     アナログ FM ラジオ用として周波数が割当てられながら、現実には TV1ch、

TV4ch、TV5ch が置局されている地域において混信防止のために使用が制限

されている周波数帯域（85～90Mhz）における FM ラジオ放送での活用方針

については今回見直しが必要であり、当該周波数を活用するサービスの全

体像を、早期に検討されることを希望いたします。 

【デジタル放送研究会】

本懇談会は、90-108MHz 及び

207.5-222MHz の周波数帯域を用

いる放送について検討を行った

ものです。 

 

 


